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刑事訴訟法等の一部を改正する法律の公布について（通達）

。 「 」 。）刑事訴訟法等の一部を改正する法律 令和５年法律第28号（ 以下 改正法 という

が、本日、別添１のとおり公布された（新旧対照条文については、別添２ 。本改正の）

事務処理上遺漏のないようにされたい。趣旨及び要点は下記のとおりであるから、

なお、この通達において 「新刑訴法」とは、改正法による改正後の刑事訴訟法（昭和、

23年法律第131号）をいい 「新刑法」とは、改正法による改正後の刑法（明治40年法律、

第45号）をいうものとする。

記

第１ 改正の趣旨

被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行の確

、 、保を図るため 位置測定端末により保釈された者の位置情報を取得する制度を創設し

逃走の罪の構成要件及び法定刑を改めるとともに、刑事手続において被害者等の情報

を保護するため、被害者等の個人特定事項の記載がない逮捕状抄本等の交付を請求で

きるようにするなどの規定の整備等を行うものである。

第２ 改正の要点

１ 刑事訴訟法の一部改正

(1) 公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための規定の整備

ア 公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設

（ ）(ｱ) 保釈等をされた被告人の公判期日への不出頭罪 新刑訴法第278条の２関係

をされた被告人が、保釈又は勾留の執行停止（以下「保釈等」という ）。

召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、２年以下の拘禁

刑に処する とする。もの

(ｲ) 保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪（新刑訴法第95条の３関係）

裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れ

てはならない旨の条件を付されて保釈等をされた被告人が、当該条件に係る

住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて

当該住居に帰着しないとき等においては、２年以下の拘禁刑に処するものと

する。

(ｳ) 保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪（新刑訴法第98条の

２、第98条の３、第343条の２、第343条の３関係）

検察官は、保釈等を取り消す決定があった場合又は拘禁刑以上の刑に処す

殿



る判決（拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ ）。

の宣告により保釈等がその効力を失った場合において、刑事施設に収容され

ていない被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずること

ができるものとし、出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、当該日

時及び場所に出頭しないときは、２年以下の拘禁刑に処するものとする。

(ｴ) 勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪（新刑訴法第95条の２関

係）

期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、

当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された

場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処するものとする。

（ ）(ｵ) 刑の執行のための呼出しを受けた者の不出頭罪 新刑訴法第484条の２関係

第484条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定さ

れた日時及び場所に出頭しないときは、２年以下の拘禁刑に処するものとす

る。

保釈等をされている被告人に対する報告命令制度の創設（新刑訴法第95条のイ

４、第96条第１項等関係）

必要があると認めるときは、保釈を許す決定等を受けた被告人に裁判所は、

対し、その住居、労働の状況、身分関係等、その変更が被告人が逃亡すると疑

うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項と

して裁判所の定めるものについて報告をすることを命ずることができるものと

し、報告を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく報告をしなかった場合等に

おいて、保釈等の取消し及び保証金の没収をすることができる とする。もの

ウ 保釈等をされている被告人の監督者制度の創設（新刑訴法第98条の４、第98

条の８、第98条の９等関係）

裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認

めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することが

できるものとし、監督者が解任された場合において監督保証金の没取をするこ

、 。とができるものとするほか 保釈等の取消しをしなければいけないものとする

保釈等の取消し及び保証金の没取に関する規定の整備（新刑訴法第96条第４エ

項等関係）

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた後、保釈等をされている被告人

が逃亡したとき等において、保釈等の取消し及び保証金の没取をしなければな

らない とする。もの

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後における裁量保釈の要件の明確化（新オ

刑訴法第344条第２項関係）

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第90条の規定による保釈

を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合で

なければならない とし、ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそもの

れの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでな

い とする。もの



位置測定端末により保釈されている被告人の位置情報を取得する制度の創設カ

(ｱ) 位置測定端末装着命令（新刑訴法第98条の12第１項及び第２項関係）

裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が国外に逃亡することを防止

するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認める

ときは、被告人に対し、位置測定端末（人の身体に装着される電子計算機で

あって、人工衛星から発射される信号その他これを補完する信号を用いて行

う当該電子計算機の位置及び当該位置に係る時刻の測定（以下「位置測定」

という ）に用いられるものをいう。以下同じ ）をその身体に装着すること。 。

を命ずることができる とする。もの

（以下「位置測定端末装着命令」という ）また、裁判所は、上記の命令 。

をするときは、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着

命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、

当該者が所在してはならない区域（以下「所在禁止区域」という ）を定め。

る とする。もの

位置測定端末の装着（新刑訴法第98条の13関係）(ｲ)

位置測定端末は、裁判所の指揮によって、裁判所書記官その他の裁判所の

職員が位置測定端末装着命令を受けた者の身体に装着する とする。もの

(ｳ) 位置測定端末装着命令を受けた者の遵守事項等（新刑訴法第98条の14第１

項及び第２項関係）

位置測定端末装着命令を受けた者は、所在禁止区域内に所在しないこと等

を遵守しなければいけないものとする。

また、裁判所は、位置測定端末を用いて行う位置測定端末装着命令を受け

た者の位置の把握に必要な措置を講ずるため必要があると認めるときは、当

該者に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭することを命ずることが

できるものとする。

所在禁止区域内に所在すること又は位置測定端末を自己の身体に装着しな(ｴ)

いでいることの許可（新刑訴法第98条の15関係）

裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定

端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、所在禁止区域内に所在す

ること又は位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可するこ

とができる とする。もの

位置測定端末装着命令の取消し・失効（新刑訴法第98条の16、第98条の17(ｵ)

関係）

位置測定端末を装着させる必要がなくなったときは、裁判所は、位置測定

端末装着命令を取り消さなければならない とする。もの

位置測定端末装着命令は、無罪等の裁判又は勾留を取り消す裁判のまた、

告知があったとき等においては、その効力を失う とする。もの

（ 、 ）(ｶ) 被告人の身柄の確保のための措置 新刑訴法第98条の18 第98条の19関係

位置測定端末装着命令を受けた被告人が、第98条の15の規定に裁判所は、



よる許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在した場合

、 。等において 保釈の取消し及び保証金の没取をすることができる とするもの

また、裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人について、端末位

置情報（位置測定により得られた位置測定端末の位置及び当該位置に係る時

刻に関する情報をいう。以下同じ ）を表示して閲覧することができる機能。

等を有する電気通信設備において位置測定端末が所在禁止区域内に所在する

ことの発生を確認したとき等に該当すると認めるときは、当該被告人を勾引

することができるものとし、ただし、明らかに勾引の必要がないと認めると

きは、この限りでない とする。もの

端末位置情報の閲覧（新刑訴法第98条の20、第98条の22等関係）(ｷ)

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、位置測定端末装着命令を受けた

者について、勾引状を執行する場合等において、必要と認めるときは、裁判

所等の許可を受けて、端末位置情報を表示して閲覧することができるものと

、 、 。し それ以外の場合には 端末位置情報の閲覧はしてはならないものとする

(ｸ) 罰則（新刑訴法第98条の24第１項及び第２項関係）

位置測定端末装着命令を受けた者が、第98条の15第１項前段又は第６項の

、 、 、規定による許可を受けないで 正当な理由がなく 所在禁止区域内に所在し

又は位置測定端末を自己の身体から取り外し、若しくは装着しなかったとき

等は、１年以下の拘禁刑に処する とする。もの

また、位置測定端末装着命令を受けた者が、正当な理由がなく、第98条の

14第１項第５号に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき等は、６

月以下の拘禁刑に処するも とする。の

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者等に係る出国制限制度の創設キ

（新刑訴法第342条の２、第345条の２等関係）

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなけ

れば本邦から出国してはならないものとする また 裁判所は 罰金の裁判 そ。 、 、 （

の刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る ）の告知を受けた被告人につい。

て当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがある

と認めるとき等においては、勾留状を発する場合等を除き、決定で、裁判所の

許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

裁判の執行に関する調査手法の充実化等（新刑訴法第508条第１項等関係）ク

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達す

るため必要な調査をすることができるものとする。

被害者等の情報を保護するための規定の整備(2)

逮捕手続における個人特定事項の秘匿措置（新刑訴法第201条の２関係）ア

検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項（氏名及び住所その

他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ ）について、必要と。

認めるときは、第199条第２項の規定による逮捕状の請求と同時に、裁判官に

対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本



その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができるものとする。

(ｱ) 刑法第176条から第179条まで又は第181条の罪等に係る事件の被害者のほ

被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項がか、犯行の態様、

被疑者に知られることにより被害者等（被害者又は被害者が死亡した場合若

しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若

しくは兄弟姉妹をいう ）の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなど。

のおそれがあると認められる事件の被害者

個人特定事項が被疑者に知られることにより名誉(ｲ) (ｱ)に掲げる者のほか、

又は社会生活の平穏が著しく害されるなどのおそれがあると認められる者

勾留手続における個人特定事項の秘匿措置（新刑訴法第207条の２等関係）イ

第201条の２第検察官は、第207条第１項の規定による勾留の請求と同時に、

１項各号に規定する者の個人特定事項について、必要があると認めるときは、

裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない勾留

状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付すること等を請求することができ

るものとする。

また、裁判官は、被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき

等に該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、上記の措置に

係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければな

らないものとする。

２ 刑法の一部改正

逃走罪及び加重逃走罪の主体の拡張等(1)

逃走罪の主体の拡張及び法定刑の引上げ（新刑法第97条関係）ア

逃走罪の主体について、現行の「裁判の執行により拘禁された既決又は未決

法令により拘禁された者」に拡張する。また、その法定刑についの者」から「

て、現行の「一年以下の懲役」から「三年以下の懲役」に引き上げるものとす

る。

加重逃走罪の主体の拡張（新刑法第98条関係）イ

加重逃走罪の主体について、現行の、裁判の執行により拘禁された既決若し

くは未決の者又は勾引状の執行を受けた者から、法令により拘禁された者に拡

張するものとする。

刑の時効の停止に関する規定の整備（新刑法第33条第２項関係）(2)

拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場

合には、その国外にいる期間は、進行しないものとする。

第３ 施行期日（改正法附則第１条関係）

１ 第２の１(1)ア、イ、エ及びクについて

公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

２ 第２の１(1)ウについて



公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

３ 第２の１(1)オ並びに第２の２(1)ア及びイについて

公布の日から起算して20日を経過した日（令和５年６月６日）から施行する。

４ 第２の１(1)カについて

公布の日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

５ 第２の１(1)キについて

公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

６ 第２の１(2)ア及びイについて

公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

７ 第２の２(2)について

公布の日から施行する。

第４ 附帯決議

改正法の国会審議に際し、衆議院法務委員会において別添３の、参議院法務委員会

において別添４の附帯決議がそれぞれなされていることから、その趣旨を十分に踏ま

えた対応に努められたい。
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条

第
五
百
十
六
条
）」に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
第
三
項
中
「
そ
の
他
」
を
「
、
そ
の
他
」
に
、「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
五

項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
の
住
居
を
制
限
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁

判
所
の
許
可
を
受
け
な
い
で
そ
の
指
定
す
る
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
期
間
は
、
被
告
人
の
生
活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
。

第
四
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
住
居
を
離
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
理
由
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮

し
て
、
当
該
住
居
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
第
四
項
の
許
可
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
同
項
の
住
居
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
し

て
指
定
さ
れ
た
期
間
の
終
期
ま
で
当
該
住
居
を
離
れ
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
短

縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
五
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
適
当
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
五
条
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

前
項
前
段
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
勾
留
の
執
行
停
止
を
す
る
期
間
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
期
間
を
指
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
終
期
を
日
時
を
も
つ
て
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
日
時
に

出
頭
す
べ
き
場
所
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

裁
判
所
は
、
期
間
を
指
定
さ
れ
て
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
当
該
期
間
の
終
期
と
し
て

指
定
さ
れ
た
日
時
ま
で
勾
留
の
執
行
停
止
を
継
続
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
短

縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
九
十
三
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
の
住
居
を
制
限
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
九
十
五
条
の
三

裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
い
で
指
定
さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
制
限
さ
れ
た
住
居
を
離
れ
て
は
な

ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
さ
れ
て
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
被
告
人
が
、
当
該
条
件
に
係
る
住
居
を
離

れ
、
当
該
許
可
を
受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、当
該
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に
帰
着
し
な
い
と
き
は
、

二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

前
項
の
被
告
人
が
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
同
項
の
住
居
を
離
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
住
居
を
離

れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
し
て
指
定
さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に
帰
着
し
な
い
と
き
も
、
同
項
と
同
様

と
す
る
。

第
九
十
五
条
の
四

裁
判
所
は
、
被
告
人
の
逃
亡
を
防
止
し
、
又
は
公
判
期
日
へ
の
出
頭
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
保
釈
を
許
す
決
定
又
は
第
九
十
五
条
第
一
項
前
段
の
決
定
を
受
け
た
被
告
人
に
対
し
、

そ
の
住
居
、
労
働
又
は
通
学
の
状
況
、
身
分
関
係
そ
の
他
の
そ
の
変
更
が
被
告
人
が
逃
亡
す
る
と
疑
う
に
足
り
る

相
当
な
理
由
の
有
無
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
生
活
上
又
は
身
分
上
の
事
項
と
し
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
つ

い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
報
告
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

裁
判
所
の
指
定
す
る
時
期
に
、
当
該
時
期
に
お
け
る
当
該
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

二

当
該
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
被
告
人
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
を
裁
判
所
の
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
て
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
報
告
の
内
容
を
、
同
項
（
第
一

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
報
告
が
な
か
つ
た
と
き
又
は
同
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の

規
定
に
よ
る
報
告
が
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
速
や
か
に
検
察
官

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、「
一
に
あ
た
る
」
を
「
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
、「
決
定
を

以
て
」
を
「
決
定
で
、」に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

被
告
人
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と

き
。

第
九
十
六
条
第
二
項
中
「
保
釈
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
」
に
、「
保
証
金
」
を
「
、
保
証
金
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
刑
の
言
渡
を
受
け
そ
の
判
決
が
確
定
し
た
後
、
執
行
」
を
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又

は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
後
、
第
三
百
四
十
三
条
の
二
（
第
四
百
四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
十
八
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い
と
き
又
は
逃
亡
し
た
と
き
（
保
釈
さ

れ
て
い
る
場
合
及
び
保
釈
を
取
り
消
さ
れ
た
後
、逃
亡
し
た
場
合
を
除
く
。）は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、

刑
の
執
行
」
に
、「
呼
出
」
を
「
呼
出
し
」
に
、「
出
頭
し
な
い
と
き
、
又
は
逃
亡
し
た
と
き
は
、」を
「
出
頭
し
な
い
と

き
は
」
に
、「
保
証
金
」
を
「
、
保
証
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

保
釈
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
、
第
九
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な

い
と
き
、
又
は
逃
亡
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
（
拘
禁
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。）の
宣
告
を
受
け
た
後
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
被
告
人
が
逃
亡
し
た
と
き
は
、
裁
判
所

は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
釈
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
、
第
九
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な

い
場
合
又
は
逃
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
で
あ

る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
逃
亡
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
編
第
八
章
に
次
の
二
十
三
条
を
加
え
る
。

第
九
十
八
条
の
二

検
察
官
は
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
す
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
告

人
が
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
被
告
人
に
対
し
、
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
す
る
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
三

保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ
、
検
察
官
か
ら
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
た
被
告
人
が
、

正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
九
十
八
条
の
四

裁
判
所
は
、
保
釈
を
許
し
、
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る

と
き
は
、
適
当
と
認
め
る
者
を
、
そ
の
同
意
を
得
て
監
督
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
同
意
を
得
る
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
監
督
者
と
し
て
選
任
す
る
者
に
対
し
、
次

項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
監
督
者
の
責
務
並
び
に
第
九
十
八
条
の
八
第
二
項
、
第
九
十
八
条
の
十
一
及
び
第
九

十
八
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
保
証
金
の
没
取
の
制
度
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
督
者
は
、
被
告
人
の
逃
亡
を
防
止
し
、
及
び
公
判
期
日
へ
の
出
頭
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
監
督
を
す
る

も
の
と
す
る
。

裁
判
所
は
、
監
督
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

被
告
人
が
召
喚
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
が
出
頭
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場
所
に
、
被
告
人
と
共
に
出
頭
す
る
こ
と
。

二

被
告
人
の
住
居
、
労
働
又
は
通
学
の
状
況
、
身
分
関
係
そ
の
他
の
そ
の
変
更
が
被
告
人
が
逃
亡
す
る
と
疑
う

に
足
り
る
相
当
な
理
由
の
有
無
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
生
活
上
又
は
身
分
上
の
事
項
と
し
て
裁
判
所
の
定
め

る
も
の
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

イ

裁
判
所
の
指
定
す
る
時
期
に
、
当
該
時
期
に
お
け
る
当
該
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

第
九
十
八
条
の
五

監
督
者
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、
監
督
保
証
金
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
督
保
証
金
額
は
、監
督
者
と
し
て
選
任
す
る
者
の
資
産
及
び
被
告
人
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
命
ず
る
事
項
及
び
被
告
人
の
出
頭
を
保
証
す
る
に
足
り
る
相
当
な
金
額
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
六

監
督
者
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
保
釈
を
許
す
決
定
は
、
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
保
証
金
及
び
監
督
保
証
金
の
納
付
が
あ
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

監
督
者
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
第
九
十
五
条
第
一
項
前
段
の
決
定
は
、
監
督
保
証
金
の
納
付
が
あ
つ
た
後
で

な
け
れ
ば
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
監
督
保
証
金
の
納
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
中
「
保
釈
請
求
者
で
な
い
者
」
と
あ
る
の
は
「
監
督
者
で
な
い
者
（
被
告
人
を
除
く
。）」
と
、

同
条
第
三
項
中
「
被
告
人
」
と
あ
る
の
は
「
被
告
人
及
び
監
督
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
八
条
の
七

裁
判
所
は
、
監
督
者
を
選
任
し
た
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
の
召
喚
が
さ
れ
た
と
き
そ
の
他
こ

の
法
律
又
は
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
が
指
定
の
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
監
督
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
日
時
及
び
場
所
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

裁
判
所
は
、
第
九
十
八
条
の
四
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
出
頭
が
あ
つ
た
と
き

は
そ
の
旨
を
、
同
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の

報
告
の
内
容
を
、
同
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
出
頭
若
し
く
は
同
項
（
第
二
号
イ
に
係

る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
報
告
が
な
か
つ
た
と
き
又
は
同
項
（
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定

に
よ
る
報
告
が
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
速
や
か
に
検
察
官
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
八

裁
判
所
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、

又
は
職
権
で
、
監
督
者
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

監
督
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
九
十
八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

二

心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
監
督
者
が
第
九
十
八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
事

項
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
つ
た
と
き
。

三

監
督
者
か
ら
解
任
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
。

前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
監
督
者
を
解
任
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、決
定
で
、

監
督
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
九
十
八
条
の
九

裁
判
所
は
、
監
督
者
を
解
任
し
た
場
合
又
は
監
督
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
決
定
で
、
保
釈

又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

一

被
告
人
が
保
釈
さ
れ
て
い
る
場
合

新
た
に
適
当
と
認
め
る
者
を
監
督
者
と
し
て
選
任
し
、
又
は
保
証
金
額

を
増
額
す
る
こ
と
。

二

被
告
人
が
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
場
合

新
た
に
適
当
と
認
め
る
者
を
監
督
者
と
し
て
選
任
す
る

こ
と
。

裁
判
所
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
監
督
者
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、
監
督
保
証
金
を
納
付
す
べ
き
期
限
を

指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
第
三
項
の
期
限
ま
で
に
監
督
保
証
金
の
納
付
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
監
督
者
を
解
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
第
二
項
前
段
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
監
督
者
を

選
任
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
保
証
金
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
額
を
増
額
す
る
場
合
に
は
、
増
額
分
の
保
証
金
を
納
付
す
べ

き
期
限
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
増
額
分
の
保
証
金
の
納
付
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
保
釈
請
求
者
」
と
あ
る
の
は
、「
被
告
人
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

裁
判
所
は
、
第
七
項
の
期
限
ま
で
に
増
額
分
の
保
証
金
の
納
付
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
決
定
で
、
保
釈
を
取
り

消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
十

被
告
人
は
、
第
九
十
八
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
監
督
者
が
死
亡
し
た
こ

と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定

で
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
一

監
督
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及

び
第
五
号
（
第
九
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限

る
。）に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
す
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
決

定
で
、
監
督
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

位
置
測
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も

の
（
第
一
号
及
び
第
九
十
八
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
「
位
置
測
定
設
備
」
と
い
う
。）を
使
用
す
る
も
の
と
す

る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
検
知
す
る
機
能

イ

位
置
測
定
端
末
が
所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
す
る
こ
と
。

ロ

位
置
測
定
通
信
で
あ
つ
て
位
置
測
定
設
備
に
係
る
も
の
が
途
絶
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
由
と
し
て
裁
判
所

の
規
則
で
定
め
る
も
の

ハ

ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
な
く
な
つ
た
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
位
置
測
定
端
末
を
装
着
さ
れ
た
者
の
本
邦
か
ら
の
出
国
を
防
止

し
、
又
は
そ
の
位
置
を
把
握
す
る
た
め
に
位
置
測
定
設
備
に
お
い
て
検
知
す
べ
き
事
由
と
し
て
裁
判
所
の
規

則
で
定
め
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
が
検
知
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
、
位
置
測
定
端
末
を
装

着
さ
れ
た
者
に
当
該
事
由
の
発
生
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
次
項
の
閲
覧
設
備
に
お
い
て
当
該
事
由
の
発
生
を

確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
信
号
を
同
項
の
閲
覧
設
備
に
送
信
す
る
機
能

位
置
測
定
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
端
末
位
置
情
報
（
位
置
測
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
位
置
測
定
端
末
の
位
置
及

び
当
該
位
置
に
係
る
時
刻
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
及
び
第
三
項
第
三

号
又
は
前
項
第
二
号
の
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
機

能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
閲
覧
設
備
」
と
い
う
。）を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
由

二

前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
由

三

第
三
項
第
二
号
ロ
又
は
前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
事
由

四

第
三
項
第
二
号
ハ
又
は
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由

五

第
三
項
第
二
号
ニ
又
は
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
由

第
九
十
八
条
の
十
三

位
置
測
定
端
末
は
、
裁
判
所
の
指
揮
に
よ
つ
て
、
裁
判
所
書
記
官
そ
の
他
の
裁
判
所
の
職
員

が
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
の
身
体
に
装
着
す
る
も
の
と
す
る
。

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
が
さ
れ
た
と
き
は
、
保
釈
を
許
す
決
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
位
置
測
定
端
末
の

装
着
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
十
八
条
の
十
二

裁
判
所
は
、
保
釈
を
許
す
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
が
国
外
に
逃
亡
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
、
そ
の
位
置
及
び
当
該
位
置
に
係
る
時
刻
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
告
人
に
対
し
、

位
置
測
定
端
末
（
人
の
身
体
に
装
着
さ
れ
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
、
人
工
衛
星
か
ら
発
射
さ
れ
る
信
号
そ
の
他

こ
れ
を
補
完
す
る
信
号
（
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
人
工
衛
星
信
号
等
」
と
い
う
。）を
用
い
て
行
う
当
該
電
子

計
算
機
の
位
置
及
び
当
該
位
置
に
係
る
時
刻
の
測
定
（
以
下
「
位
置
測
定
」
と
い
う
。）に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）を
そ
の
身
体
に
装
着
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
」
と
い
う
。）を
す
る
と
き
は
、
飛

行
場
又
は
港
湾
施
設
の
周
辺
の
区
域
そ
の
他
の
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際

に
立
ち
入
る
こ
と
と
な
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
者
が
所
在
し
て
は
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
所
在
禁
止
区
域
」

と
い
う
。）を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

位
置
測
定
端
末
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能
及
び
構
造
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

位
置
測
定
の
た
め
に
必
要
な
人
工
衛
星
信
号
等
を
受
信
す
る
機
能

二

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
検
知
す
る
機
能

イ

位
置
測
定
端
末
が
装
着
さ
れ
た
者
の
身
体
か
ら
離
れ
た
こ
と
。

ロ

位
置
測
定
に
関
し
て
行
わ
れ
る
信
号
の
送
受
信
（
以
下
「
位
置
測
定
通
信
」
と
い
う
。）で
あ
つ
て
位
置
測

定
端
末
に
係
る
も
の
が
途
絶
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
由
と
し
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の

ハ

ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
な
く
な
つ
た
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
位
置
測
定
端
末
を
装
着
さ
れ
た
者
の
本
邦
か
ら
の
出
国
を
防
止

し
、
又
は
そ
の
位
置
を
把
握
す
る
た
め
に
位
置
測
定
端
末
に
お
い
て
検
知
す
べ
き
事
由
と
し
て
裁
判
所
の
規

則
で
定
め
る
も
の

三

前
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
が
検
知
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
、
位
置
測
定
端
末
を
装

着
さ
れ
た
者
に
当
該
事
由
の
発
生
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
第
五
項
の
閲
覧
設
備
に
お
い
て
当
該
事
由
の
発
生

を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
信
号
を
、
直
接
に
又
は
次
項
の
位
置
測
定
設
備
を
経
由
し
て
、
第
五
項
の
閲
覧
設

備
に
送
信
す
る
機
能

四

人
の
身
体
に
装
着
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
損
壊
す
る
こ
と
な
く
当
該
人
の
身
体
か

ら
取
り
外
す
こ
と
を
困
難
と
す
る
構
造

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
位
置
測
定
に
関
し
て
必
要
な
機
能
又
は
構
造
と
し
て
裁
判
所
の
規
則
で
定

め
る
も
の
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第
九
十
八
条
の
十
四

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
。

二

位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着
し
続
け
る
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

イ

自
己
の
身
体
に
装
着
さ
れ
た
位
置
測
定
端
末
を
損
壊
す
る
行
為

ロ

位
置
測
定
通
信
に
障
害
を
与
え
る
行
為

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
位
置
測
定
端
末
に
よ
る
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
の
位

置
の
把
握
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
と
し
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の

四

裁
判
所
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
位
置
測
定
端
末
の
充
電
そ
の
他
の
位
置
測
定
端
末
の
機
能
の
維
持
に
必
要

な
管
理
を
す
る
こ
と
。

五

自
己
の
身
体
に
装
着
さ
れ
た
位
置
測
定
端
末
に
お
い
て
位
置
測
定
通
信
の
う
ち
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も

の
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
位
置
測
定
端
末
の
損
壊

又
は
機
能
の
障
害
の
有
無
及
び
程
度
、
電
池
の
残
量
、
自
己
の
現
在
地
そ
の
他
の
位
置
測
定
通
信
の
回
復
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
必
要
な
事
項
と
し
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
報
告
す
る
こ
と
。

裁
判
所
は
、
位
置
測
定
通
信
の
回
復
そ
の
他
の
位
置
測
定
端
末
を
用
い
て
行
う
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受

け
た
者
の
位
置
の
把
握
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
裁
判

所
の
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
五

裁
判
所
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
位
置
測
定
端
末

装
着
命
令
を
受
け
た
者
に
対
し
、
期
間
を
指
定
し
て
、
所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
内
に
当
該
所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
条

第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
適
用
せ
ず
、
裁
判
所
は
、
位
置
測
定
設
備
に
よ
る
第
九
十

八
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
の
検
知
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
前
段
の
期
間
は
、
そ
の
始
期
及
び
終
期
を
日
時
を
も
つ
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
前
段
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
ま
で
当
該
所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
始
期
及
び
終
期
」
と
あ
る
の
は
、「
終
期
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

裁
判
所
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け

た
者
に
対
し
、
期
間
を
指
定
し
て
、
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着
し
な
い
で
い
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
五
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
位
置
測
定
端
末
の
取
り
外
し
に
つ
い
て
準
用
す

る
。裁

判
所
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
八
条
の
十
五
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
者
の
身
体
か
ら
位
置
測
定
端
末
を
取
り
外
す
と
き
は
、
刑
事
施
設
職
員
を
指
揮

し
て
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
八

裁
判
所
は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
被
告
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、保
釈
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
九
十
八
条
の
十
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
所
在
禁
止

区
域
内
に
所
在
し
た
と
き
。

二

第
九
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
位
置
測
定
端
末

を
自
己
の
身
体
か
ら
取
り
外
し
、
又
は
装
着
し
な
か
つ
た
と
き
。

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を

し
た
と
き
。

四

正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
管
理

を
し
な
か
つ
た
と
き
。

五

正
当
な
理
由
が
な
く
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

六

第
九
十
八
条
の
十
四
第
二
項
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
さ
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
日
時
及
び
場
所

に
出
頭
し
な
い
と
き
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

監
督
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
（
第
二
号
（
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着
し

な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
当
該
日
時
に
お
い
て
位
置
測
定
端
末
を

装
着
す
る
た
め
に
出
頭
す
べ
き
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場

合
に
限
る
。）及
び
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
決
定

で
、
監
督
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
の
身
体
か
ら
位
置
測
定
端
末
を
取
り
外
し
た
後
で
な
け

れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
の
身
体
に
装
着
さ
れ
た
位
置
測
定
端
末
は
、
裁
判
所
の
指
揮
に
よ
つ

て
、
裁
判
所
書
記
官
そ
の
他
の
裁
判
所
の
職
員
が
取
り
外
す
も
の
と
す
る
。

前
条
第
一
項
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
第
六
項
の
期
間
内
は
適
用
し
な

い
。第

六
項
の
期
間
を
指
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
終
期
を
日
時
を
も
つ
て
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
日
時

に
お
い
て
位
置
測
定
端
末
を
装
着
す
る
た
め
に
出
頭
す
べ
き
場
所
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
六
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

裁
判
所
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着
し

な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
ま
で
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着

し
な
い
で
い
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
第
十
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
九
十
八
条
の
十
六

位
置
測
定
端
末
を
装
着
さ
せ
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
位
置

測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
若
し
く
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
位
置
測
定
端
末

装
着
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
位
置
測
定
端

末
装
着
命
令
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
身
体
か
ら
位
置
測
定
端
末
を
取
り
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
条
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
位
置
測
定
端
末
の
取
り
外
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
九
十
八
条
の
十
七

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

保
釈
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
に
収

容
さ
れ
た
と
き
。

二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
三
百
四
十
三
条
第
二
項
前
段
（
第

四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
十
八
条
の
二
十
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い

て
準
用
す
る
第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
と
き
。

三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
判
決

に
係
る
刑
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
と
き
。

四

無
罪
、
免
訴
、
刑
の
免
除
、
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
、
公
訴
棄
却
（
第
三
百
三
十
八
条
第
四
号
（
第
四
百
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
る
場
合
を
除
く
。）、
罰
金
若
し
く
は
科
料
の
裁
判
又
は
勾
留
を
取

り
消
す
裁
判
の
告
知
が
あ
つ
た
と
き
。

五

勾
留
状
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
（
第
三
号
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
及
び
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）。

前
項
の
規
定
に
よ
り
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
位
置
測

定
端
末
装
着
命
令
が
効
力
を
失
つ
た
者
の
身
体
か
ら
位
置
測
定
端
末
を
取
り
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
九
十
八
条
の
十
九

裁
判
所
は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
当
該
被
告
人
を
勾
引
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
明
ら
か
に
勾
引
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

閲
覧
設
備
に
お
い
て
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た

と
き
。

二

閲
覧
設
備
に
お
い
て
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
後
、
裁
判
所

の
規
則
で
定
め
る
時
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
か
つ
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
報
告
が
な
か

つ
た
と
き
。

第
九
十
八
条
の
二
十

裁
判
所
は
、
閲
覧
設
備
に
お
い
て
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
検
察
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。裁

判
所
は
、
閲
覧
設
備
に
お
い
て
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
五
号
の
い
ず

れ
か
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
事
由
の
発
生
に
係
る
位
置
測
定
端
末
の
端
末
位
置
情
報

を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
当
該
事
由
の
発
生
を
検
知
す
る
前
の
も
の
に
限
り
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
場

合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
ご
と
に
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
時
前
の
も
の
に
限
る
。

検
察
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
、
前
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
が
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
規
定
に
よ
る
勾
引
を
嘱
託
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受

託
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
も
、
裁
判
所
又
は
受
託
裁
判
官
の
許
可
を
受

け
て
、
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
（
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
託
裁
判
官
所
属
の
裁

判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事
務
官
又
は
当
該
検
察
庁
の
所
在
地
に
お
い
て
職

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
職
員
を
含
む
。）は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
（
同
項
に
規
定
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
裁
判
所
又
は
受
託
裁
判
官
）
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
者
に
係
る
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

勾
引
状
を
執
行
す
る
と
き
。

二

第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
百
四
十
三
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
と
き
。

裁
判
所
は
、
位
置
測
定
端
末
そ
の
他
の
位
置
測
定
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
保
守
点
検
、
修
理
そ
の

他
の
管
理
の
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
位
置
測
定
端
末
の
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
し
、
又

は
当
該
管
理
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
者
に
表
示
さ
せ
て
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
二
十
一

裁
判
所
は
、
自
ら
第
九
十
八
条
の
十
九
各
号
に
掲
げ
る
事
由
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
勾
引
に
関
す
る
権
限
を
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
裁
判
所
の

裁
判
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
当
該
勾
引
に
関
し
、
適
当
と
認
め
る

条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
任
を
受
け
た
裁
判
官
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
任
裁
判
官
」
と
い
う
。）は
、
第
九

十
八
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
る
勾
引
に
関
し
裁
判
所
又
は
裁
判
長
と
同
一
の
権
限
を
有
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
受
任
裁
判
官
（
受
任

裁
判
官
が
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
十
八
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
る
勾
引
を
嘱
託
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
受
任
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
）
の
許
可
を
受
け
て
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
に
係
る

端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

勾
引
状
を
執
行
す
る
場
合

受
任
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事

務
官
、
当
該
検
察
庁
の
所
在
地
に
お
い
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
職
員
、
当
該
執
行
を
指
揮
す

る
検
察
官
又
は
当
該
執
行
を
す
る
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員

二

第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
場
合

受
任
裁
判
官
所
属
の
裁
判

所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事
務
官
、
当
該
検
察
庁
の
所
在
地
に
お
い
て
職
務
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
司
法
警
察
職
員
、
当
該
収
容
を
指
揮
す
る
検
察
官
又
は
当
該
収
容
を
す
る
検
察
事
務
官
若
し
く
は

司
法
警
察
職
員

受
任
裁
判
官
は
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
二
十
二

端
末
位
置
情
報
の
閲
覧
は
、
第
九
十
八
条
の
二
十
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
前
条
第
三

項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
百
八
十
九
条
の
二
の
場
合
を
除
き
、
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
二
十
三

裁
判
長
は
、
急
速
を
要
す
る
場
合
に
は
、
第
九
十
八
条
の
十
九
及
び
第
九
十
八
条
の
二
十

の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
、
又
は
合
議
体
の
構
成
員
に
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
二
十
四

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
が
、次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

一
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

一

第
九
十
八
条
の
十
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
所
在
禁
止

区
域
内
に
所
在
し
た
と
き
。

二

第
九
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
位
置
測
定
端
末

を
自
己
の
身
体
か
ら
取
り
外
し
、
又
は
装
着
し
な
か
つ
た
と
き
。

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を

し
た
と
き
。

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁

刑
に
処
す
る
。

一

正
当
な
理
由
が
な
く
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

二

第
九
十
八
条
の
十
四
第
二
項
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
さ
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
日
時
及
び
場
所

に
出
頭
し
な
い
と
き
。

第
百
九
十
九
条
第
二
項
中
「
以
下
本
条
」
を
「
次
項
及
び
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書

中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
一
条
の
二

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の

個
人
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
九
十

九
条
第
二
項
本
文
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
の

記
載
が
な
い
逮
捕
状
の
抄
本
そ
の
他
の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条

若
し
く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。）、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六

条
の
二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。）若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ

の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は

こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条

第
二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
件
の
ほ
か
、
犯
行
の
態
様
、
被
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
被
害
者
の
個

人
特
定
事
項
が
被
疑
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
件

被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が
あ
る
場
合

に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
名
誉
又
は
社
会
生

活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ

れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
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二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
個
人
特
定
事
項
が
被
疑
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者

イ

そ
の
者
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ

ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ

裁
判
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
逮

捕
状
を
発
す
る
と
き
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
、
当
該
請
求
に
係
る
個
人
特
定
事
項
を

明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
記
載
し
た
逮
捕
状
の
抄
本
そ
の
他
の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
請
求
に
係
る
者
が
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し

な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

逮
捕
状
に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
に
当
た
り
、当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
被
疑
者
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も

の
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項

の
規
定
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
疑
者
に
対
し
、

逮
捕
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
に
記
載
が
な
い
も
の
を
明
ら
か
に
し

な
い
方
法
に
よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
旨
を
告
げ
て
、
逮
捕
状

に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か

に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
百
七
条
の
二

検
察
官
は
、
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に

つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
勾
留
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
勾
留
を
請
求
さ

れ
た
被
疑
者
に
被
疑
事
件
を
告
げ
る
に
当
た
つ
て
は
当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と

及
び
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
勾
留
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
留
状
に
代
わ

る
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
勾
留
を
請
求
さ
れ
た
被
疑
者
に
被
疑
事
件
を
告
げ

る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
請
求
に
係
る
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
る
と
と
も
に
、
前
条
第
五

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
勾
留
状
を
発
す
る
と
き
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
、
当
該
個
人

特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
記
載
し
た
勾
留
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
留
状
に

代
わ
る
も
の
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
請
求
に
係
る
者
が
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
七
条
の
三

裁
判
官
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
疑
者
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項

の
全
部
又
は
一
部
を
被
疑
者
に
通
知
す
る
旨
の
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
個
人
特
定
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
で
あ
る
と
き
。

イ

被
害
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
事
件
に
係
る
罪
が
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及

び
ロ
に
規
定
す
る
も
の
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
係
る
事
件
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
し

な
い
と
き
。

ロ

被
害
者
以
外
の
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
者
が
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
者
に
該
当
し
な
い
と
き
。

二

当
該
措
置
に
よ
り
被
疑
者
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

裁
判
官
は
、
前
項
の
請
求
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
官
は
、
第
一
項
の
裁
判
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
一
部
を
被
疑
者
に

通
知
す
る
旨
の
も
の
に
限
る
。）を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
検
察
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
、

当
該
個
人
特
定
事
項
（
当
該
裁
判
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に

よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
記
載
し
た
勾
留
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

第
七
十
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
裁
判
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
項
の
裁
判
を
執
行
す
る
に
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
に
つ
い

て
当
該
裁
判
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
勾
留
状
を
、
当
該
個
人
特
定
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
当
該
裁
判
が
あ
つ

た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
項
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
を
、
被
疑
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
八
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
二
百
七
条
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
二
百
八
条
の
三

期
間
を
指
定
さ
れ
て
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
被
疑
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期

間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
出
頭
す
べ
き
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、

二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
二
百
八
条
の
四

裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
い
で
指
定
さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
制
限
さ
れ
た
住
居
を
離
れ
て
は
な

ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
さ
れ
て
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
被
疑
者
が
、
当
該
条
件
に
係
る
住
居
を
離
れ
、
当
該

許
可
を
受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に
帰
着
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以

下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

前
項
の
被
疑
者
が
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
同
項
の
住
居
を
離
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
住
居
を
離

れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
し
て
指
定
さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に
帰
着
し
な
い
と
き
も
、
同
項
と
同
様

と
す
る
。

第
二
百
八
条
の
五

勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ
、
検
察
官
か
ら
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
た
被
疑
者
が
、
正
当
な
理

由
が
な
く
、
指
定
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
二
百
二
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
百
七
条
の
二
及
び
第
二
百
七
条
の
三
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
二
百
七
条
の
二
中
「
勾
留
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
を
」
と
、
同

条
並
び
に
第
二
百
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
勾
留
状
」
と
あ
る
の
は
「
鑑
定
留
置
状
」
と
、
第
二
百
七

条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
二
十
四
条
第
二
項
前
段
の
規
定

に
よ
り
第
百
六
十
七
条
の
場
合
に
準
じ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
二
十
四
条
の
二

第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合

に
お
け
る
前
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
八
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
勾
留
状
の
謄
本
」
と
あ
る
の
は
、「
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本

文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
す
る
。

第
二
百
五
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
五
十
六
条
の
二

検
察
官
は
、
公
訴
の
提
起
と
同
時
に
、
被
告
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄

本
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
公
訴
の
提
起
後

速
や
か
に
こ
れ
を
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
二

検
察
官
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要

と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特

定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条

若
し
く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。）、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六

条
の
二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。）若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ

の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は

こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件
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ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条

第
二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
件
の
ほ
か
、
犯
行
の
態
様
、
被
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
被
害
者
の
個

人
特
定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
件

被
害
者
等
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ

れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
個
人
特
定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者

イ

そ
の
者
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ

ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ

前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
は
、
公
訴
の
提
起
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
と
と
も
に
、
被
告
人
に
送

達
す
る
も
の
と
し
て
、
当
該
求
め
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
起
訴
状
の
抄
本
そ
の
他
の
起
訴
状
の
謄

本
に
代
わ
る
も
の
（
以
下
「
起
訴
状
抄
本
等
」
と
い
う
。）を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
は
、
起
訴
状
抄
本
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
訴
事
実
を
第
二
百
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る

公
訴
事
実
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
で
き
る
限
り
日
時
、
場

所
及
び
方
法
を
以
て
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
あ
る
の
は
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
す
る
。

裁
判
所
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
起
訴
状
抄
本
等
を
被
告
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百

五
十
五
条
及
び
前
条
第
二
項
中
「
起
訴
状
の
謄
本
」
と
あ
る
の
は
、「
起
訴
状
抄
本
等
」
と
す
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
三

検
察
官
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、

被
告
人
に
弁
護
人
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、

起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な

ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
て
起
訴
状
の
謄
本
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

検
察
官
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
第

一
号
ハ

若
し
く
は
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
又
は
同

項
第
一
号
ハ

若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁

判
所
に
対
し
、
起
訴
状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、

起
訴
状
抄
本
等
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
四

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ

つ
た
後
に
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
裁
判
所
に
対
し
、
弁
護
人
に
送
達
す

る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、

起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な

ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
て
起
訴
状
の
謄
本
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

検
察
官
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
は
、
第
二
百
七
十
一

条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ

若
し
く
は
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ

れ
る
こ
と
又
は
同
項
第
一
号
ハ

若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
抄
本
等

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、

起
訴
状
抄
本
等
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
五

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
措
置

に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
被
告
人
に
通
知
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
個
人
特
定
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
で
あ
る
と
き
。

イ

被
害
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
事
件
に
係
る
罪
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号

イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
も
の
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
係
る
事
件
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
該

当
し
な
い
と
き
。

ロ

被
害
者
以
外
の
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
者
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
と
き
。

二

当
該
措
置
に
よ
り
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

裁
判
所
は
、第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
四
項
又
は
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、弁
護
人
に
対
し
、

当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
て
当
該
個
人
特
定
事
項

の
全
部
又
は
一
部
を
通
知
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二

第
一
項
第
一
号
ハ

及
び
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
並
び

に
同
項
第
一
号
ハ

及
び
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
る
と
き
。

二

当
該
措
置
に
よ
り
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

裁
判
所
は
、
前
二
項
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
と
き
は
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
又
は
第
二
項
の
決
定
に
係
る
通
知
は
、
裁
判
所
が
、
当
該
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
し
た
個
人
特

定
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
に
つ
い
て
し
た
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴

状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
（
前
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と

認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
が
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
又
は

謄
写
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て

は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者

と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
三
項
又
は
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本

等
の
提
出
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が

な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場

合
に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
が
第
四
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
又
は
謄
写
す
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
当
該
個
人

特
定
事
項
が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
禁
じ
、
又
は
当
該
個
人
特
定

事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方

法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る

よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被

告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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裁
判
所
は
、
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴

状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該

当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
人
か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、

検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書

の
謄
本
又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら

せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関

係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不

利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

裁
判
所
は
、
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴

状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該

当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
人
か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、

検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄

本
で
あ
つ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
し
、
又
は
弁
護
人
に
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
記

載
し
た
調
書
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
当
該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な

ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者

と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

裁
判
所
は
、第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、

起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
そ
の
他
訴
訟
関
係
人
（
検
察
官
及

び
弁
護
人
を
除
く
。）か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及
び
当
該
請
求

を
し
た
被
告
人
そ
の
他
訴
訟
関
係
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た

調
書
の
抄
本
で
あ
つ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係

の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

裁
判
所
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状

抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当

す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
被
告
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
告
人
が
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
判
調
書
を
閲
覧
し
又
は
そ
の
朗
読
を
求
め
る
に
つ
い
て
、
こ
の
う
ち
当
該
個
人
特
定

事
項
が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
を
禁
じ
、
又
は
当
該
部
分
の
朗
読
の
求
め
を
拒
む
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ

の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実

質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
七

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
三
項
、
第
二
百

七
十
一
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
弁
護
人
が
違
反

し
た
と
き
、
又
は
同
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
の
指
定
に
弁
護
人
が
従
わ

な
か
つ
た
と
き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
弁
護
人
に
つ
い
て
は
当
該
弁
護
士
の
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
日
本
弁
護
士

連
合
会
に
通
知
し
、
適
当
な
処
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
と
つ
た
処
置
を
そ
の
請
求
を
し
た
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
八

裁
判
所
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
あ
つ
て
は
裁
判
長
及
び
合
議
体
の
構
成
員
を
、
第
二
号

及
び
第
三
号
に
あ
つ
て
は
第
六
十
六
条
第
四
項
の
裁
判
官
並
び
に
裁
判
長
及
び
合
議
体
の
構
成
員
を
含
み
、
第
五

号
に
あ
つ
て
は
裁
判
官
と
す
る
。）は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が

あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が

同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
被
告
事
件
の
告
知
を
す

る
こ
と
。

二

勾
引
状
又
は
勾
留
状
を
発
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
時
に
、
被
告
人
に
示
す
も
の
と
し
て
、
当
該
個

人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
公
訴
事
実
の
要
旨
を
記
載
し
た
勾
引
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
引

状
に
代
わ
る
も
の
又
は
勾
留
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
。

三

当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
訴
事
実
の
要

旨
の
告
知
を
し
、
又
は
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
。

四

当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
第
七
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
訴
事
実
の
要

旨
の
告
知
を
し
、
又
は
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
。

五

当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
第
二
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
被
告
事
件
の

告
知
を
す
る
こ
と
。

前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
勾
引
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け

る
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
前
段
中
「
こ
れ
」
と
あ
り
、
同

条
第
三
項
中
「
勾
引
状
又
は
勾
留
状
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
た
だ
し
書
中
「
令
状
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十

一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
引
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
同
項
中
「
公
訴
事
実
の
要
旨
及
び
」と
あ
る
の
は「
勾

引
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
引
状
に
代
わ
る
も
の
に

記
載
が
な
い
も
の
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
公
訴
事
実
の
要
旨
を
告
げ
る
と
と
も
に
、」と
す
る
。

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お

け
る
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
」
と
あ
り
、
同
条

第
三
項
中
「
勾
引
状
又
は
勾
留
状
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
た
だ
し
書
中
「
令
状
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
一

条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
同
項
中
「
公
訴
事
実
の
要
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
勾

留
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
に

記
載
が
な
い
も
の
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
公
訴
事
実
の
要
旨
を
告
げ
る
と
と
も
に
、」と
す
る
。

裁
判
長
又
は
合
議
体
の
構
成
員
は
、
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ

る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
又
は
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
勾
留
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
こ
れ
ら
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
に
記

載
が
な
い
も
の
（
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
又
は
第
二
百
七
条
の
三
第
一
項
の
裁
判
に
よ
り
通
知
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に

該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
勾
留
の

理
由
の
開
示
を
す
る
に
当
た
り
、
当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
被
告
事
件
を
告
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
又
は

第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
九
十
八
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
勾
留
状
の
謄
本
」
と
あ
る
の
は
、「
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一

項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
又
は
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
す
る
。

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が

あ
つ
た
場
合
又
は
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
で
あ

つ
て
、
第
百
六
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
八
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
百
七
十
八
条
の
二
を
第
二
百
七
十
八
条
の
三
と
し
、
第
二
百
七
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
八
条
の
二

保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
被
告
人
が
、
召
喚
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
公

判
期
日
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
二
百
九
十
条
の
二
第
一
項
中「（
被
害
者
又
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。
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第
二
百
九
十
一
条
第
四
項
中
「
起
訴
状
」
を
「
第
一
項
の
起
訴
状
」
に
、「
終
つ
た
」
を
「
終
わ
つ
た
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
後
段
（
前
項
前

段
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
後
段
と
同
様
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の

規
定
は
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定

が
あ
つ
た
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
後
段
中
「
起
訴
状
」
と
あ
る
の
は
、「
第
二

百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
に
つ
い
て
第
二
百
七
十
一
条
の
五

第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
起
訴
状
を
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に

係
る
個
人
特
定
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
当
該
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
起
訴
状
抄
本
等
及
び
第
二
百
七
十

一
条
の
五
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
」
と
す
る
。

第
二
百
九
十
一
条
の
二
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
三
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起

訴
状
抄
本
等
を
提
出
し
た
場
合
を
除
き
」
を
加
え
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
四
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
第
六
項
本
文
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お

い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
三
項
又
は
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
又
は

訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起

訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更

等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の

も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の
検
察
官
請

求
証
人
等
の
供
述
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
に
係
る
証
人
の
供
述
」
と
、「
そ
の
検
察
官
請
求
証

人
等
の
氏
名
又
は
住
居
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
」
と
す
る
。

第
七
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
に
弁
護
人
が
な
い
と
き
も
、
第
八
項
と
同
様
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
供
述
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
に

係
る
証
人
の
供
述
」
と
、「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
氏
名
又
は
住
居
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事

項
」
と
す
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
三
項
中
「
次
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お

い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
し
た
場
合
又
は
第
三
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た

個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特

定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
氏
名
又
は
住
居
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て

い
る
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら

の
個
人
特
定
事
項
に
係
る
証
人
」
と
す
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
第
一
項
本
文
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お
い

て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
三
項
又
は
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
百
十
二
条
の

二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
又
は
訴

因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し
た
場
合
（
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
が
あ
つ
た
場

合
を
除
く
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
つ
て
、
当
該
氏
名
又
は
住
居
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事

項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う

ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
（
い
ず
れ
も
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
決
定
に
よ
り
通
知
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
該
当
し
、
か
つ
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
供
述
」
と
あ
る
の
は
「
証
人
の
供
述
」
と
、「
そ
の
証

人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
氏
名
」
と
す
る
。

第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
に
弁
護
人
が
な
い
と
き
も
、
第
三
項
と
同
様
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
供
述
」
と
あ
る
の
は
「
証
人
の
供
述
」

と
、「
そ
の
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
氏
名
」
と
す
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お
い

て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
し
た
場
合
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
（
同
項
に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
提
出
し
た
場
合
（
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
請

求
を
却
下
す
る
決
定
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
つ
て
、
当
該
氏
名
又
は
住
居
が
起

訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面

（
第
三
百
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
を
い
う
。以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。）

に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
（
い
ず
れ
も
第
二
百

七
十
一
条
の
五
第
一
項
（
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
決
定

に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
七
項
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
該
当
し
、
か
つ
、
第
二

百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同

様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
」と
あ
る
の
は
、

「
証
人
」
と
す
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
、
第
三
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
前
条
第
二
項
又
は
第
四
項
」
を
「
前
条
第
三
項
又
は
第
八
項
」
に
、「
第
三
項
本
文
」
を
「
第
六
項
本

文
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の

下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、「
第
二
項
」を「
第

三
項
又
は
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
と
認
め
て
検
察
官
が
と
つ
た
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消

す
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ

若
し
く
は
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
若
し
く

は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
又
は
同
項
第
一
号
ハ

若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
行
為

が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
者
の

氏
名
又
は
住
居
」
と
あ
る
の
は
、「
個
人
特
定
事
項
」
と
す
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
官
が
前
条
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
七
項
、
第
九
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た

場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

一

当
該
措
置
に
係
る
氏
名
若
し
く
は
住
居
又
は
個
人
特
定
事
項
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う

ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴

因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
（
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
が
あ
つ

た
場
合
に
お
け
る
当
該
請
求
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
該
当
し
な
い
と
き
。

二

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
個
人
特
定
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
で
あ
る
と
き
。

イ

被
害
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
事
件
に
係
る
罪
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号

イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
も
の
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
係
る
事
件
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
該

当
し
な
い
と
き
。

ロ

被
害
者
以
外
の
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
者
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
と
き
。
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三

検
察
官
の
と
つ
た
措
置
が
前
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
九
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
が
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
二
項
（
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
に
該
当
す
る
と
き
。

四

当
該
措
置
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関

係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な

不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

五

検
察
官
の
と
つ
た
措
置
が
前
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
九
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号

ハ

及
び
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
一
号

ハ

及
び
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
る
と
き
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
三
項
若
し
く

は
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
、
第
三
項
、第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
」に
、「
前

条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る

者
若
し
く
は
裁
判
所
が
と
つ
た
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
親
族
の
身
体
若

し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
人
か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察

官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄

本
又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
措
置
に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被

告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の

関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な

不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
三
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る

者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ

る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
人
か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求

が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
書
若
し
く
は

裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
つ
て
当
該
措
置
に
係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交

付
し
、又
は
弁
護
人
に
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、

当
該
氏
名
若
し
く
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ

る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断

に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ

の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は
裁
判
所
が
と
つ
た
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、被
告
人
そ
の
他
訴
訟
関
係
人（
検
察
官
及
び
弁
護
人
を
除
く
。）

か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及
び
当
該
請
求
を
し
た
被
告
人
そ
の

他
訴
訟
関
係
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
つ

て
当
該
措
置
に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措

置
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
九
十
九
条
の
七
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
二
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
二
項
」
を「
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」に
、「
若

し
く
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
二
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
項
の
請
求
は
、
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
十
二
条
第
四
項
中
「
防
禦
」
を
「
防
御
」
に
、「
虞
」
を
「
お
そ
れ
」
に
、「
充
分
な
」
を
「
十
分
な
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

検
察
官
は
、
第
一
項
の
請
求
と
同
時
に
、
被
告
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
前
項
の
書
面
（
以
下
「
訴
因
変

更
等
請
求
書
面
」
と
い
う
。）の
謄
本
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
の
謄
本
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ

を
被
告
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
が
在
廷
す
る
公
判
廷
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
請
求
は
、
口
頭
で
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
百
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
十
二
条
の
二

検
察
官
は
、
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
と
と
も
に
、
被
告
人
に
送
達
す
る
も

の
と
し
て
、
当
該
求
め
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
の
抄
本
そ
の
他
の
訴
因
変

更
等
請
求
書
面
の
謄
本
に
代
わ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
」
と
い
う
。）

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
五
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
被
告
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
三
か
ら
第
二
百
七
十
一
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訴
因
変
更
等
請

求
書
面
抄
本
等
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
三

項
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
ハ

」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ

」
と
、
第
二
百

七
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
二
条
の
二
第
三
項
」と
、

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
五
項
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」と
あ
る
の
は「
第

二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
五
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
こ
と
。

第
三
百
十
六
条
の
十
一
中
「
第
七
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
三
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第
三
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
本
邦
か
ら
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
百
四
十
二
条
の
三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
弁
護
人
、法
定
代
理
人
、

保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
は
、
前
条
の
許
可
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
四

裁
判
所
は
、
前
条
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
本
邦
か
ら
出
国
す
る
こ
と
を
許
す

べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
国
外
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
指
定
し
て
、
第
三

百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年

政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。）第
四
十
条
に
規
定
す
る
収
容
令
書
又
は
入
管
法
第
五
十
一
条

に
規
定
す
る
退
去
強
制
令
書
の
発
付
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。





第
三
百
四
十
二
条
の
三
、
第
三
百

四
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
三
百

四
十
二
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三

百
四
十
二
条
の
八
第
一
項

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決

の
宣
告

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
決
定

第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
二
項

当
該
判
決
の
宣
告

第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
二
項

宣
告
さ
れ
た
判
決
に
係
る
刑
名
及

び
刑
期

告
知
さ
れ
た
裁
判
に
係
る
罰
金
の

金
額
及
び
罰
金
を
完
納
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
留
置

の
期
間

第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項

第
三
百
四
十
二
条
の
三

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
三

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

裁
判
所
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
特
別
の
事
情
の
有
無
を
判
断
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の

二
の
許
可
が
さ
れ
た
場
合
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

す
る
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
又
は
上
陸
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
の
程
度
の
ほ
か
、
本
邦
か
ら
出
国
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
不
利
益
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

裁
判
所
は
、
前
条
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
と
き
は
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
本
文
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
国
外
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
し

て
指
定
さ
れ
た
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。）の
終
期
ま
で
国
外
に
い
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
指
定
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
五

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、
帰
国
等
保
証
金
額
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
釈
を
許
す
決
定
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
同
条
の
許
可
を
す
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

帰
国
等
保
証
金
額
は
、
宣
告
さ
れ
た
判
決
に
係
る
刑
名
及
び
刑
期
、
当
該
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
の
性
格
、

生
活
の
本
拠
及
び
資
産
、
そ
の
者
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
在
留
資
格
（
入
管
法
第
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
を
い
う
。）の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
る
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
し
又
は
上
陸
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
に
足
り
る
相
当
な
金
額
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、そ
の
許
可
を
受
け
る
者
の
渡
航
先
を
制
限
し
、

そ
の
他
適
当
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
六

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
は
、
帰
国
等
保
証
金
額
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
帰
国
等

保
証
金
の
納
付
が
あ
つ
た
時
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
帰
国
等
保
証
金
の
納
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
保
釈
請
求
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
四
十
二
条
の
三
の
請
求
を
し
た
者
」
と
、
同
条

第
三
項
中
「
被
告
人
」
と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
七

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
入
管
法
第
四
十
条
に
規
定

す
る
収
容
令
書
又
は
入
管
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
退
去
強
制
令
書
の
発
付
を
受
け
た
と
き
は
、
決
定
で
、
当

該
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、又
は
職
権
で
、

決
定
で
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず

又
は
上
陸
し
な
い
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

二

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
が
渡
航
先
の
制
限
そ
の
他
裁
判
所
の
定
め
た
条
件
に
違
反
し
た

と
き
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
帰
国
等

保
証
金
（
第
九
十
四
条
第
一
項
の
保
証
金
が
納
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
証
金
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。）の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
又

は
上
陸
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
帰
国
等
保
証
金

の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
八

裁
判
所
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
被
告
人
が
第
三
百
四
十

二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
な
い
で
本
邦
か
ら
出
国
し
若
し
く
は
出
国
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
同
条
の
許
可
を
受
け

た
被
告
人
に
つ
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
、
又
は
第
三
百
四
十
二
条
の

二
の
許
可
を
受
け
た
被
告
人
が
正
当
な
理
由
が
な
く
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
若
し
く
は
上
陸
し
な
か
つ

た
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
被
告
人
に
つ
い
て
勾
留
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
な
い
場
合

勾
留
す
る
決
定

二

当
該
被
告
人
が
保
釈
さ
れ
て
い
る
場
合

保
釈
を
取
り
消
す
決
定

三

当
該
被
告
人
が
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
場
合

勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
す
決
定

前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、

保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
三
条
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
場
合
に
は
、
新
た
に
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
の
決
定
が
な
い
と
き
に
限
り
、
第
九
十
八
条
及
び
第

二
百
七
十
一
条
の
八
第
五
項
（
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
五
項
中
「
第
一
項
（
」

と
あ
る
の
は
、「
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
（
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
四
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
三
百
四
十
三
条
の
二

検
察
官
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
に
よ
り
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停

止
が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
が
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
被
告
人
に
対

し
、
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
三
条
の
三

前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
被
告
人
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
さ
れ
た
日

時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
三
百
四
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
後
は
、
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
る
保
釈
を
許
す
に
は
、
同

条
に
規
定
す
る
不
利
益
そ
の
他
の
不
利
益
の
程
度
が
著
し
く
高
い
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
釈

さ
れ
た
場
合
に
被
告
人
が
逃
亡
す
る
お
そ
れ
の
程
度
が
高
く
な
い
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
百
四
十
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
三
百
四
十
五
条
の
二

裁
判
所
は
、
罰
金
の
裁
判
（
そ
の
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
同
じ
。）の
告
知
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
当
該
裁
判
の
確
定
後
に
罰
金
を
完
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
勾
留
状
を
発
す
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は

職
権
で
、
決
定
で
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
本
邦
か
ら
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と

す
る
。

前
項
の
被
告
人
に
つ
い
て
、
保
釈
を
許
し
、
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
罰
金
の
裁
判
の

確
定
後
に
罰
金
を
完
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
も
、
同
項
と
同
様
と

す
る
。

第
三
百
四
十
五
条
の
三

第
三
百
四
十
二
条
の
三
か
ら
第
三
百
四
十
二
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
の
許
可
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。





第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項

と
き
、

場
合
、

と
き
は

場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
定
に
係

る
罰
金
の
裁
判
の
確
定
後
に
罰
金

を
完
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
三
百
四
十
五
条
の
四

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
と
認
め

る
と
き
は
、
検
察
官
、
当
該
決
定
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
弁
護
人
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直

系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
当
該
決
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
中
「
第
二
百
九
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
二
百
九
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
九
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
九
十
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
控
訴
裁
判
所
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
で
起
訴
さ

れ
て
い
る
被
告
人
で
あ
つ
て
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
判
決
を
宣
告
す

る
公
判
期
日
へ
の
出
頭
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
い
疾
病
又
は
傷
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
被
告
人
が
当
該
公
判
期
日
に
出
頭
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
百
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
百
二
条
の
二

控
訴
裁
判
所
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
被
告
人
で
あ
つ
て
、
保

釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
も
の
が
判
決
を
宣
告
す
る
公
判
期
日
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
判
決
以
外
の
判
決
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
百
九
十
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

場
合
で
あ
つ
て
、刑
の
執
行
の
た
め
そ
の
者
を
収
容
す
る
の
に
困
難
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

無
罪
、
免
訴
、
刑
の
免
除
、
公
訴
棄
却
又
は
管
轄
違
い
の
言
渡
し
を
し
た
原
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
棄
却
す

る
判
決

二

事
件
を
原
裁
判
所
に
差
し
戻
し
、
又
は
管
轄
裁
判
所
に
移
送
す
る
判
決

三

無
罪
、
免
訴
、
刑
の
免
除
又
は
公
訴
棄
却
の
言
渡
し
を
す
る
判
決

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
被
告
人
で
あ
つ
て
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り

消
さ
れ
た
も
の
が
勾
留
さ
れ
て
い
な
い
と
き
も
、
前
項
本
文
と
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
告
人
が
逃
亡
し
て
い

る
こ
と
に
よ
り
勾
留
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
判
決
に
つ
い
て
、

速
や
か
に
宣
告
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
刑
事
事
件
に
つ

い
て
、
有
罪
の
言
渡
し
（
刑
の
免
除
の
言
渡
し
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
す
る
判
決
又
は
有

罪
の
言
渡
し
を
し
た
原
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
棄
却
す
る
判
決

二

組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
被
害
財
産
の
没
収
若
し
く
は
組
織
的
犯
罪
処
罰

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
被
害
財
産
の
価
額
の
追
徴
の
言
渡
し
を
す
る
判
決
又
は
こ
れ
ら
の
言

渡
し
を
し
た
原
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
棄
却
す
る
判
決

第
四
百
三
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
四
百
三
条
の
三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
裁
判
の

告
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
被
告
人
に
対
し
て
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
原
判
決
を
破
棄
す
る
判
決

二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
原
判
決
に
係
る
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
公
訴
を
棄
却
す
る
決
定

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
場
合
（
第
四
百
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
更
に
第
三
百
四
十

五
条
に
規
定
す
る
裁
判
を
し
た
場
合
を
除
く
。）に
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

限
り
、
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
勾
留
状
は
、
そ
の
効
力
を

失
う
。

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
に
対
す
る
控
訴
が
棄
却
さ
れ
た
と
き
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
（
第
四
百

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
四
百
三
条
の
四

次
に
掲
げ
る
裁
判
の
告
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
次
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
決
定
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
罰
金
の
原
判
決
を
破
棄
す
る
判
決

二

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
罰
金
の
原
判
決
に
係
る
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
公
訴
を

棄
却
す
る
決
定

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
場
合
（
第
四
百
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
更
に
第
三
百
四
十

五
条
に
規
定
す
る
裁
判
を
し
た
場
合
を
除
く
。）に
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
三
（
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の

規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
勾
留
状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
四
百
二
十
九
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同

条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
（
第
二
百
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規

定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
当
該
措
置
に
係
る
者
が
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
第
一
項
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
百
六
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
」
の
下
に
「
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
二
」
を
加
え
、
同
項
た

だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
中
「
公
訴
の
提
起
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
百
六
十
三
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
公
訴
の
提
起
が
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
百
六

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
公
訴
の
提
起
に
お
い
て
、
裁

判
所
に
対
し
、
起
訴
状
と
と
も
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
百
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後

速
や
か
に
、
裁
判
所
に
対
し
」
と
す
る
。

第
四
百
六
十
三
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
裁
判
所
に
対
し
、
被
告
人
に
送
達
す

る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
六
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出

は
、
第
三
百
三
十
八
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
訴
の
提
起
に
お
い
て

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
百
六
十
八
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

検
察
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
規
定
に
従
い
審
判
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
起
訴

状
に
記
載
さ
れ
た
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い

て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
と
み
な
し
て
、
同
条
第
二

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
公
訴
の
提
起
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状

と
と
も
に
」
と
あ
る
の
は
、「
速
や
か
に
、
裁
判
所
に
対
し
」
と
す
る
。

第
四
百
六
十
三
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
百
六
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。





第
三
百
四
十
二
条
の
二
、
第
三
百

四
十
二
条
の
四
、
第
三
百
四
十
二

条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
九

十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
三
百
四

十
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項

裁
判
所

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決

の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所

第
三
百
四
十
二
条
の
三

そ
の
弁
護
人
、

そ
の

第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項

第
三
百
四
十
二
条
の
三

第
四
百
八
十
三
条
の
二
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
三
（
第
四
百
四
条
（
第

四
百
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

九
十
四
条
第
三
項

裁
判
所
は

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決

の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
は

裁
判
所
の

そ
の
裁
判
所
の

第
三
百
四
十
二
条
の
七
第
一
項

第
三
百
四
十
二
条
の
二

第
三
百
四
十
二
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

第
三
百
四
十
二
条
の
七
第
二
項

裁
判
所
は

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決

の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
は

第
三
百
四
十
二
条
の
七
第
二
項
第

二
号

裁
判
所

当
該
許
可
を
し
た
裁
判
所

第
三
百
四
十
二
条
の
七
第
四
項

裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
又
は
職
権
で

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決

の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
は
、
検

察
官
の
請
求
に
よ
り

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

略
式
命
令
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
第
三
百
四
十
五
条
の

三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に

よ
る
決
定
に
係
る
勾
留
状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
七
編
中
第
四
百
七
十
一
条
の
前
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
一
章

裁
判
の
執
行
の
手
続

第
四
百
七
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
百
七
十
九
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
刑
法
第
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
拘
置
若
し
く
は
拘
禁
刑
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
と
き
、
又
は
当
該
判
決
に
係
る
刑
の
執
行
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
て
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
（
第
四
百
四
条
（
第
四
百
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第

四
百
八
十
五
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
百
八
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
百
八
十
三
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
が
確
定
し
た
後
に
お
け
る
第
三
百
四
十
二
条
の
二
か
ら

第
三
百
四
十
二
条
の
七
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

第
四
百
八
十
四
条
中
「
た
め
」
の
下
に
「
、
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
て
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
百
八
十
四
条
の
二

前
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
呼
出
し
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
さ
れ
た

日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
四
百
八
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
百
八
十
五
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
検
察
官
は
、
当
該
判
決
が
確
定
し
た
後
、
直
ち
に
収
容
状
を
発
付
し
、
又
は
司
法
警
察
員
に
こ
れ

を
発
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
な
い
で
本
邦
か
ら
出
国
し
又
は
出
国
し
よ
う
と
し
た
と
き
。

二

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

三

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
又
は
上

陸
し
な
か
つ
た
と
き
。

第
四
百
八
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
百
八
十
九
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
が
確
定
し
た
後
に
お
け
る
第

九
十
八
条
の
十
二
か
ら
第
九
十
八
条
の
十
七
ま
で
及
び
第
九
十
八
条
の
二
十
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九

十
八
条
の
十
二
第
五
項
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
、
第
九
十
八
条
の
十
五
第
一
項
、
第

三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
、
第
九
十
八
条
の
十
六
第
一
項
、
第
九
十
八
条
の
十
七
第

四
項
並
び
に
第
九
十
八
条
の
二
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の

刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
」
と
、
第
九
十
八
条
の
十
三
第
一
項
及
び

第
九
十
八
条
の
十
五
第
八
項
中
「
裁
判
所
の
指
揮
」
と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留

に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
の
指
揮
」
と
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
五
号
中
「
裁
判
所
に
」

と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
に
」と
し
、

第
九
十
八
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
十
八
条
の
二
十
第
二
項
、第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

収
容
状
の
執
行
を
指
揮
す
る
検
察
官
又
は
そ
の
執
行
を
す
る
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
は
、
位
置

測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
収
容
状
の
執
行
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該

者
に
係
る
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
は
、
自
ら
第
九
十
八
条

の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
通
知
及
び
端
末

位
置
情
報
の
閲
覧
の
許
可
に
関
す
る
権
限
を
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
裁
判
所
の
裁
判
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
委
任
を
受
け
た
裁
判
官
の
許
可

を
受
け
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
端
末
位
置
情
報
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

委
任
を
受
け
た
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事
務
官
又
は
当
該
検

察
庁
の
所
在
地
に
お
い
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
職
員

二

収
容
状
の
執
行
を
指
揮
す
る
検
察
官
又
は
当
該
執
行
を
す
る
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員

第
四
百
九
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
百
九
十
二
条
の
二

罰
金
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
仮
納
付
の
裁
判
の
執
行
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
百
四

十
五
条
の
二
（
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
百
九
十
四
条
の
三
、
第
四
百
九
十
四
条
の

五
（
第
三
号
を
除
く
。）、
第
四
百
九
十
四
条
の
六
、
第
四
百
九
十
四
条
の
八
第
一
項
、
第
四
百
九
十
四
条
の
十
二

第
一
項
及
び
第
四
百
九
十
四
条
の
十
四
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
第
三
百
四
十
五
条
の
三
（
第

四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
百
九
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
勾
留
状

は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
四
百
九
十
四
条
の
次
に
次
の
十
三
条
を
加
え
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
二

罰
金
の
裁
判
が
確
定
し
た
後
に
お
け
る
第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

百
四
十
二
条
の
三
か
ら
第
三
百
四
十
二
条
の
七
ま
で
の
規
定
及
び
第
三
百
四
十
五
条
の
四
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、適
用
し
な
い
。





第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
三
及
び
第
三
百
四
十
二

条
の
四
第
二
項

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規

定

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
三
及
び
第
三
百
四
十
五

条
の
四
第
一
項

そ
の
弁
護
人
、

そ
の

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
四

並
び
に
第
三
百
四
十
二
条
の
五
第

一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百

四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条

の
六
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
九
十
四
条
第
二
項

裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規

定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
百

四
十
二
条
の
六
第
二
項

第
三
百
四
十
五
条
の
二

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
六
第
二
項

第
三
百
四
十
五
条
の
三

第
四
百
九
十
四
条
の
二
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
百
四

十
五
条
の
三
（
第
四
百
四
条
（
第

四
百
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
第
九
十
四
条

第
三
項

裁
判
所
は

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規

定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は

裁
判
所
の

そ
の
裁
判
所
の

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
七

第
一
項
及
び
第
三
百
四
十
五
条
の

四
第
一
項

裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定

に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
七

第
二
項

裁
判
所
は

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
七

第
二
項
第
二
号

裁
判
所

当
該
許
可
を
し
た
裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
七

第
三
項
及
び
第
三
百
四
十
五
条
の

四
第
二
項

裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
七

第
四
項

裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
又
は
職
権
で

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は
、
検

察
官
の
請
求
に
よ
り

第
三
百
四
十
二
条
の
三
、
第
三
百

四
十
二
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三

百
四
十
二
条
の
六
第
二
項

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決

の
宣
告

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定

第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
二
項

当
該
判
決
の
宣
告

第
三
百
四
十
二
条
の
三
及
び
第
三

百
四
十
五
条
の
四
第
一
項

そ
の
弁
護
人
、

そ
の

第
三
百
四
十
二
条
の
四
、
第
三
百

四
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
九
十
四
条
第
二
項
、
第
三
百

四
十
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
三
百
四
十
五
条
の
四

裁
判
所

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所

第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
二
項

宣
告
さ
れ
た
判
決
に
係
る
刑
名
及

び
刑
期

告
知
さ
れ
た
裁
判
に
係
る
罰
金
の

金
額
及
び
罰
金
を
完
納
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
留
置

の
期
間

第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項

第
三
百
四
十
二
条
の
三

第
四
百
九
十
四
条
の
四
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
三

第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

九
十
四
条
第
三
項

裁
判
所
は

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は

裁
判
所
の

そ
の
裁
判
所
の

第
三
百
四
十
二
条
の
七
第
二
項

裁
判
所
は

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は

第
三
百
四
十
二
条
の
七
第
二
項
第

二
号

裁
判
所

当
該
許
可
を
し
た
裁
判
所

第
三
百
四
十
二
条
の
七
第
四
項

裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
又
は
職
権
で

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は
、
検

察
官
の
請
求
に
よ
り

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
四
百
九
十
四
条
の
三

罰
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判
所
は
、
当
該
裁
判
が
確
定
し
た
者
に
つ
い
て
、
罰
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
そ
の
者
が
受
け
た
第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
決
定
が
効
力
を
失
つ
て
い
な
い
と
き
を
除
く
。）は
、
拘
置
状
を
発
す
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
決
定
で
、裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
本
邦
か
ら
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
四

第
三
百
四
十
二
条
の
三
か
ら
第
三
百
四
十
二
条
の
七
ま
で
（
第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
一

項
た
だ
し
書
を
除
く
。）の
規
定
は
前
条
の
許
可
に
つ
い
て
、
第
三
百
四
十
五
条
の
四
の
規
定
は
前
条
の
規
定
に
よ

る
決
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。





第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十

二
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
二

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
四

条

被
告
人

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
受
け
た
者

第
六
十
四
条
第
一
項

罪
名
、
公
訴
事
実
の
要
旨

罰
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判

所
、
当
該
裁
判
が
確
定
し
た
日
、

当
該
裁
判
に
係
る
罰
金
の
金
額
、

罰
金
を
完
納
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
お
け
る
留
置
の
期
間

勾
留
す
べ
き

拘
置
す
べ
き

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

裁
判
長

第
六
十
四
条
第
二
項

被
告
人
の

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
受
け
た
者
の

被
告
人
を

そ
の
者
を

第
七
十
三
条
第
三
項

公
訴
事
実
の
要
旨

罰
金
が
完
納
さ
れ
て
い
な
い
旨

第
六
十
九
条

第
五
十
七
条
乃
至
第
六
十
二
条
、

第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
及
び

前
条

第
四
百
九
十
四
条
の
五
か
ら
第
四

百
九
十
四
条
の
七
ま
で
及
び
第
四

百
九
十
四
条
の
十
二
第
一
項

第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
並
び
に

第
九
十
五
条
第
五
項

被
告
人

者

第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
七

条
第
一
項
、第
九
十
五
条
第
一
項
、

第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
九

十
六
条
第
一
項

裁
判
所

第
四
百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に

よ
る
拘
置
を
し
た
裁
判
所

第
八
十
二
条
第
二
項
及
び
第
八
十

七
条
第
一
項

弁
護
人
、
法
定
代
理
人

法
定
代
理
人

第
八
十
三
条
第
三
項

被
告
人
及
び
そ
の
弁
護
人

拘
置
さ
れ
て
い
る
者

第
八
十
三
条
第
三
項
た
だ
し
書

被
告
人
の

そ
の
者
の

被
告
人
が

そ
の
者
が

被
告
人
に
異
議
が
な
い
と
き
、
弁

護
人
の
出
頭
に
つ
い
て
は
、
被
告

人
に
異
議
が
な
い
と
き

そ
の
者
に
異
議
が
な
い
と
き

第
八
十
四
条
第
二
項

被
告
人
及
び
弁
護
人
並
び
に
こ
れ

ら
の

拘
置
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の

第
九
十
二
条
第
二
項

も
、
前
項
と
同
様
で
あ
る

は
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

第
九
十
五
条
第
一
項

被
告
人
を

者
を

被
告
人
の

拘
置
さ
れ
て
い
る
者
の

第
九
十
五
条
第
六
項

被
告
人

拘
置
の
執
行
停
止
を
さ
れ
る
者

第
九
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
六
号

被
告
人

拘
置
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る

者

第
九
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項

被
告
人

拘
置
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ

た
者
又
は
拘
置
の
執
行
停
止
の
期

間
が
満
了
し
た
者

第
九
十
八
条
の
二

被
告
人
が

拘
置
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ

た
者
が

被
告
人
に

そ
の
者
に

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
四
百
九
十
四
条
の
五

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所

は
、
罰
金
の
裁
判
が
確
定
し
た
者
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
罰
金
を
完
納
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
裁
判
が
確
定

し
た
後
三
十
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
者
を
刑
事
施
設
に
拘
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
裁
判
所

の
許
可
を
受
け
な
い
で
本
邦
か
ら
出
国
し
又
は
出
国
し
よ
う
と
し
た
も
の

二

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
又
は
上
陸
し
な
か
つ
た
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を

受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
逃
亡
し
又
は
逃
亡
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
も
の

第
四
百
九
十
四
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
る
拘
置
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規

定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者
に
対
し
理
由
を
告
げ
こ
れ
に
関
す
る
陳
述
を
聴
い
た
後
で
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
逃
亡
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
百
九
十
四
条
の
七

第
四
百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
拘
置
は
、
拘
置
状
を
発
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。第

六
十
四
条
、
第
七
十
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
二

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
勾
留
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）は
、
拘
置

状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
九

期
間
を
指
定
さ
れ
て
拘
置
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期

間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
出
頭
す
べ
き
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、

二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
八

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者
を

拘
置
し
た
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
及
び
兄
弟
姉
妹
の
う
ち
そ
の
決
定
を

受
け
た
者
の
指
定
す
る
者
一
人
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
、
第
八
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
二
項
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
並
び
に

第
九
十
六
条
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
九
十
八
条
及
び
第
九
十
八
条
の
二
の
規

定
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
勾
留
の
執
行
停
止
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）は
、
第
四
百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に

よ
る
拘
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。





第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
、
第

六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
七

十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

七
十
四
条
並
び
に
第
七
十
五
条

被
告
人

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
受
け
た
者

第
五
十
九
条

裁
判
所

指
定
し
た
場
所

第
五
十
九
条
た
だ
し
書

勾
留
状

拘
置
状

第
六
十
四
条
第
一
項

罪
名
、
公
訴
事
実
の
要
旨

罰
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判

所
、
当
該
裁
判
が
確
定
し
た
日
、

当
該
裁
判
に
係
る
罰
金
の
金
額
、

罰
金
を
完
納
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
お
け
る
留
置
の
期
間

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

裁
判
長

第
六
十
四
条
第
二
項

被
告
人
の

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
受
け
た
者
の

被
告
人
を

そ
の
者
を

第
六
十
六
条
第
一
項

裁
判
所
は

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判

所
は

被
告
人
の
現
在
地

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
受
け
た
者
の
現
在
地

被
告
人
の
勾
引

そ
の
者
の
勾
引

第
六
十
七
条
第
二
項

被
告
人
が
人
違

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は

第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
受
け
た
者
が
人
違

被
告
人
が
指
定
さ
れ
た

そ
の
者
が
指
定
さ
れ
た

第
六
十
九
条

第
五
十
七
条
乃
至
第
六
十
二
条
、

第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
及
び

前
条

第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
、
第

六
十
六
条
及
び
第
四
百
九
十
四
条

の
十
二
第
二
項

第
七
十
三
条
第
三
項

公
訴
事
実
の
要
旨

罰
金
が
完
納
さ
れ
て
い
な
い
旨

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
四
百
九
十
四
条
の
十
三

拘
置
の
日
数
は
、
そ
の
一
日
を
、
刑
法
第
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
留
置
一
日
の
割

合
に
相
当
す
る
金
額
に
換
算
し
、
全
部
本
刑
に
算
入
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十
四

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九

十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
拘
置
状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

罰
金
が
完
納
さ
れ
た
と
き
。

二

罰
金
に
つ
い
て
労
役
場
留
置
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
と
き
。

三

拘
置
の
日
数
が
罰
金
の
金
額
（
未
決
勾
留
の
日
数
が
罰
金
に
算
入
さ
れ
若
し
く
は
通
算
さ
れ
た
場
合
又
は
罰

金
の
一
部
が
納
付
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
額
か
ら
算
入
又
は
通
算
が
さ
れ
た
金
額
及
び
納
付
さ
れ

た
罰
金
の
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
）
を
刑
法
第
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
留
置
一
日
の
割
合
に
相

当
す
る
金
額
で
除
し
て
得
た
日
数（
そ
の
日
数
に
一
日
未
満
の
端
数
を
生
じ
る
と
き
は
、こ
れ
を
一
日
と
す
る
。）

を
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

四

罰
金
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
と
き
。

第
五
百
二
条
中
「
処
分
」
の
下
に「（
次
章
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
言
渡
」
を
「
言
渡
し
」に
、

「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
改
め
る
。

第
五
百
七
条
中
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
を
削
り
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
官
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
必
要
な
調
査

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
強
制
の
処
分
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ

れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
百
七
条
を
第
五
百
八
条
と
し
、
第
五
百
六
条
の
次
に
次
の
章
名
及
び
一
条
を
加
え
る
。

第
二
章

裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査

第
五
百
七
条

検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
管
轄
区

域
外
で
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
則
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

第
五
百
九
条

検
察
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
令
状
に
よ

り
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
身
体
の

検
査
は
、
身
体
検
査
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
が
電
子
計
算
機
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
電
子
計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
い

る
記
録
媒
体
で
あ
つ
て
、
当
該
電
子
計
算
機
で
作
成
若
し
く
は
変
更
を
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
当
該
電
子
計
算
機

で
変
更
若
し
く
は
消
去
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
を
保
管
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ

て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
状
況
に
あ
る
も
の
か
ら
、
そ
の
電
磁
的
記
録
を
当
該
電
子
計
算
機
又
は
他
の
記
録
媒

体
に
複
写
し
た
上
、
当
該
電
子
計
算
機
又
は
当
該
他
の
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
令
状
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
こ
れ
を
発
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十

第
四
百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
拘
置
を
し
た
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
い
で
指
定

さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
制
限
さ
れ
た
住
居
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
さ
れ
て
拘
置
の
執
行
停
止
を
さ

れ
た
者
が
、
当
該
条
件
に
係
る
住
居
を
離
れ
、
当
該
許
可
を
受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期
間
を

超
え
て
当
該
住
居
に
帰
着
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

前
項
の
者
が
、
第
四
百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
拘
置
を
し
た
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
同
項
の
住
居
を

離
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
住
居
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
し
て
指
定
さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
当

該
住
居
に
帰
着
し
な
い
と
き
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十
一

拘
置
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ
、
検
察
官
か
ら
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
正
当
な

理
由
が
な
く
、
指
定
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判

所
は
、
第
四
百
九
十
四
条
の
六
に
規
定
す
る
手
続
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
当
該
第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を

受
け
た
者
に
対
し
、
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は
、
当
該
決
定
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
こ
れ
に
応

じ
な
い
と
き
、
又
は
応
じ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
場
所
に
勾
引

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一

項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
四
条
並
び
に
第
七
十
五
条
の
規

定
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
勾
引
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）は
、前
項
の
規
定
に
よ
る
勾
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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検
察
官
は
、
第
一
項
の
身
体
検
査
令
状
の
請
求
を
す
る
に
は
、
身
体
の
検
査
を
必
要
と
す
る
理
由
及
び
身
体
の

検
査
を
受
け
る
者
の
性
別
、
健
康
状
態
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
官
は
、
身
体
の
検
査
に
関
し
、
適
当
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
百
十
条

前
条
第
一
項
の
令
状
に
は
、
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
氏
名
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
、
記
録
さ

せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
電
磁
的
記
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
者
、
捜
索
す
べ

き
場
所
、
身
体
若
し
く
は
物
、
検
証
す
べ
き
場
所
若
し
く
は
物
又
は
検
査
す
べ
き
身
体
及
び
身
体
の
検
査
に
関
す

る
条
件
、
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
に
着
手
す
る
こ

と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
並
び
に
発
付
の
年
月
日
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定

め
る
事
項
を
記
載
し
、
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
条
第
二
項
の
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
の
令
状
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き

電
子
計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
い
る
記
録
媒
体
で
あ
つ
て
、
そ
の
電
磁
的
記
録
を
複
写
す
べ
き
も
の

の
範
囲
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
令
状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十

四
条
第
二
項
中
「
被
告
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
」
と
、「
被
告
人
を
」と
あ
る
の
は「
そ

の
者
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
一
条

裁
判
所
又
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
令
状
を
発
し

て
、
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
身
体
の

検
査
は
、
身
体
検
査
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
が
電
子
計
算
機
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
電
子
計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
い

る
記
録
媒
体
で
あ
つ
て
、
当
該
電
子
計
算
機
で
作
成
若
し
く
は
変
更
を
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
当
該
電
子
計
算
機

で
変
更
若
し
く
は
消
去
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
を
保
管
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ

て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
状
況
に
あ
る
も
の
か
ら
、
そ
の
電
磁
的
記
録
を
当
該
電
子
計
算
機
又
は
他
の
記
録
媒

体
に
複
写
し
た
上
、
当
該
電
子
計
算
機
又
は
当
該
他
の
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
令
状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
裁
判
官
」

と
あ
る
の
は
「
裁
判
長
又
は
裁
判
官
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
二
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
二
条

検
察
官
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
者
が
遺
留
し
た

物
又
は
所
有
者
、
所
持
者
若
し
く
は
保
管
者
が
任
意
に
提
出
し
た
物
は
、
こ
れ
を
領
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
条
、
第
百
二
条
か
ら
第
百
五
条
ま
で
、
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

百
九
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
条
の
二
前
段
、
第
百
十
一
条
第
一
項
前
段
及
び
第
二
項
、第
百
十
一
条
の
二
前
段
、

第
百
十
二
条
、
第
百
十
三
条
第
三
項
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
八
条
か
ら
第
百
二
十
一
条
ま
で
、

第
百
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
五
条
の
規
定
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
前
二
条
の

規
定
に
よ
つ
て
す
る
押
収
又
は
捜
索
に
つ
い
て
、
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
九
条
、第
百
十
条
、

第
百
十
一
条
の
二
前
段
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
三
条
第
三
項
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
五
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
項
本
文
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百
四

十
条
ま
で
並
び
に
第
二
百
二
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
第
五
百
十
一
条
の

規
定
に
よ
つ
て
す
る
検
証
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、第
九
十
九
条
第
一
項
中「
証

拠
物
又
は
没
収
す
べ
き
物
」
と
あ
り
、
及
び
第
百
十
九
条
中
「
証
拠
物
又
は
没
収
す
べ
き
も
の
」と
あ
る
の
は「
裁

判
の
執
行
を
受
け
る
者
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
の
所
在
若
し
く
は
状
況
に
関
す
る
資
料
又
は

裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
を
管
理
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
物
」
と
、
第
百
条
第
一
項
、第
百
二
条
、

第
百
五
条
た
だ
し
書
、
第
百
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
十
三
条
第
三
項
及
び
第
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
被

告
人
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
条
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第

三
項
中
「
被
告
事
件
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
百
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
審
理
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
」

と
、
第
百
二
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
又
は
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
を
し
た
裁
判
官
」
と
、
第
二
百
二
十
二
条
第
四
項
中
「
検
察
官
、
検

察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
検
証
状
を
執
行
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
六
条
及
び
第
百
十
七
条
の
規
定
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
第
五
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
差

押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
又
は
捜
索
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
十
一
条
の
規
定
は
、
第
五
百
十
一
条
第
一
項
の
令
状
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
押
収
物
の
還
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

四
百
九
十
九
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
五
百
十
三
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
二
十
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に
前
項

の
交
付
又
は
複
写
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
交
付
を
し
、
又
は
複
写
を
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
五
百
十
四
条

検
察
官
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
者
の
出
頭
を
求
め
、
質
問
を
し
、
又
は
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
以
外

の
者
に
鑑
定
、
通
訳
若
し
く
は
翻
訳
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
百
十
五
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
鑑
定
の
嘱
託
を
受
け
た
者
は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
て
、
第
百
六
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

検
察
官
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
鑑
定
の
嘱
託
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
許
可
の
請
求
は
、
検
察
官
か

ら
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
十
三
条

第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
条
、
第
百
二
条
か
ら
第
百
五
条
ま
で
、
第
百
十
条
、
第
百
十
条
の
二

前
段
、
第
百
十
一
条
第
一
項
前
段
及
び
第
二
項
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百

十
五
条
、
第
百
十
八
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
二
百
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ

つ
て
す
る
押
収
又
は
捜
索
に
つ
い
て
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
、
第

百
十
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百
四
十
条
ま
で
及
び
第
二
百
二
十
二
条

第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
検
証
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
証
拠
物
又
は
没
収
す
べ
き
物
」
と
あ
り
、
及
び

第
百
十
九
条
中
「
証
拠
物
又
は
没
収
す
べ
き
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
若
し
く
は
裁
判
の

執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
の
所
在
若
し
く
は
状
況
に
関
す
る
資
料
、
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
資
産
に
関
す
る

資
料
、
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
財
産
を
管
理
す
る
た
め
に
使
用

さ
れ
て
い
る
物
又
は
第
四
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
規
定
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
る
民
事
執
行
法
そ
の

他
強
制
執
行
の
手
続
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
の

目
的
と
な
る
物
若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
物
で
あ
つ
て
当
該
強
制
執
行
の
手
続
に
お
い
て
執
行
官
に
よ
る
取
上
げ
の

対
象
と
な
る
べ
き
も
の
」
と
、
第
百
条
第
一
項
、
第
百
二
条
、
第
百
五
条
た
だ
し
書
及
び
第
百
三
十
七
条
第
一
項

中
「
被
告
人
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
二
百
二
十
二
条
第
六
項
中
「
被
疑
者
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け

る
者
」
と
、
第
百
条
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
被
告
事
件
」
と
あ
り
、
並
び
に
第

百
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
審
理
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
」
と
、
第
二
百
二
十
二
条
第
七
項
中「
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
六
条
及
び
第
百
十
七
条
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
差
押
え
、
記
録
命

令
付
差
押
え
又
は
捜
索
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

検
察
官
は
、
第
四
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
規
定
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
る
民
事
執
行
法
そ
の
他
強

制
執
行
の
手
続
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
執
行
官
に
押
収

物
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
と
き
は
、
押
収
を
解
く
処
分
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
押
収
物
は
、
還
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

前
二
項
の
規
定
は
、
民
事
訴
訟
の
手
続
に
従
い
、
利
害
関
係
人
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

裁
判
官
は
、
前
項
の
請
求
を
相
当
と
認
め
る
と
き
、
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
が
鑑
定
を
嘱
託
し
た
場
合

に
お
い
て
第
一
項
の
許
可
を
す
る
と
き
は
、
許
可
状
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
七
条
、
第
百
三
十
八
条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
六
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
及
び
前
項
の
許
可
状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十

七
条
第
一
項
中
「
被
告
人
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
六
十
八
条
第
二
項
中
「
被
告

人
の
氏
名
、
罪
名
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
氏
名
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
六
条

検
察
官
は
、
検
察
事
務
官
に
第
五
百
八
条
第
一
項
本
文
の
調
査
又
は
同
条
第
二
項
、第
五
百
九
条
、

第
五
百
十
二
条
若
し
く
は
第
五
百
十
四
条
の
処
分
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
刑
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

拘
禁
刑
、
罰
金
、
拘
留
及
び
科
料
の
時
効
は
、
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
が
国
外
に
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
国

外
に
い
る
期
間
は
、
進
行
し
な
い
。

第
九
十
七
条
中
「
裁
判
の
執
行
」
を
「
法
令
」
に
改
め
、「
既
決
又
は
未
決
の
」
を
削
り
、「
一
年
」
を
「
三
年
」
に

改
め
る
。

第
九
十
八
条
中
「
又
は
勾
引
状
の
執
行
を
受
け
た
者
」
を
削
る
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
条
・
」
を
「
第
六
十
条

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
国
制
限
対
象
者

同
項
の
出
国
制
限
対
象
者
条
件
指
定
書

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
許
可
書
」
の
下
に
「
、
出
国
制
限
対
象
者
条
件
指
定
書
」
を
加
え
る
。

２

入
国
審
査
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
国
の
確
認
を
留
保
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
同
項
の
通
知
を
し
た
機
関

に
そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
出
国
制
限
対
象
者
に
条
件
を
付
す
こ
と
及
び
同

項
の
出
国
制
限
対
象
者
条
件
指
定
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
申
請
又
は
」
を
「
申
請
、」に
改
め
、「
受
領
」
の
下
に
「
又
は
第
六
十

三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
外
国
人
に
係
る
退
去
強
制
令
書
は
、
当
該
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
間
は
、
そ

の
執
行
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
出
国
制
限
対
象
者
）

第
六
十
三
条
の
二

主
任
審
査
官
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
去
強
制
令
書
の
執
行
を
停
止
さ
れ
る
外
国
人

（
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
り
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
国
制
限
対

象
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
住
居
及
び
行
動
範
囲
の
制
限
、
呼
出
し
に
対

す
る
出
頭
の
義
務
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
と
と
も
に
、
出
国
制
限
対
象
者
条
件
指
定
書
（
当
該
条
件

そ
の
他
法
務
省
令
で
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。）を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

出
国
制
限
対
象
者
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
生
活
状
況
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条

件
の
遵
守
状
況
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
主
任
審
査
官
に
対
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

出
国
制
限
対
象
者
に
対
す
る
第
七
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
間
は
、
出

国
制
限
対
象
者
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
三
号
の
三
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で

に
規
定
す
る
残
留
す
る
者
又
は
出
国
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者
の
そ
の
間
の
在
留
は
、

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
不
法
に
在
留
す
る
こ
と
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中「（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）」を
削
る
。

第
七
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
国
制
限
対
象
者
で
、
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
又
は
報

酬
を
受
け
る
活
動
を
行
つ
た
も
の

第
七
十
一
条
の
五
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

第
七
十
二
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
て
、
逃
亡
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が

な
く
て
呼
出
し
に
応
じ
な
い
者

第
七
十
六
条
第
二
号
中
「
又
は
許
可
書
」
を
「
、
許
可
書
又
は
出
国
制
限
対
象
者
条
件
指
定
書
」
に
改
め
る
。

（
民
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
八
十
九
条
第
三
項
中
「
第
五
百
七
条
」
を
「
第
七
編
第
二
章
（
第
五
百
十
一
条
及
び
第
五
百
十
三
条
第
六
項

か
ら
第
八
項
ま
で
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
者
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
」
と
あ
る
の
は「
者
」

と
、「
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁
判
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
刑
に
つ
き
」
の
下
に
「
、
出
国
の
制
限

を
受
け
て
い
る
者
、」を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
」
の
下
に「（
当

該
訴
追
に
係
る
刑
に
つ
き
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項

に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

出
国
の
制
限
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
百
四
十
二
条
の
二
（
同
法
第
四

百
四
条
（
同
法
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
又
は
同
法
第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
同
法
第

四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
第
四
百
九
十
四
条
の

三
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
本
邦
か
ら
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
て
い
る
者
（
裁
判
所
の
許
可
（
同
法
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
同
条
の
許
可
、
同
法
第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
決
定
に
よ
り
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
同
条
の
許
可
、
同
法
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の

規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
同
条
の
許
可
を
い
う
。
第
六
十
条
の
二

第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。）

第
六
十
条
第
一
項
中
「
除
く
。」の
下
に
「
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。」を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
日
本
人
の
出
国
確
認
の
留
保
）

第
六
十
条
の
二

入
国
審
査
官
は
、
日
本
人
が
本
邦
外
の
地
域
に
赴
く
意
図
を
も
つ
て
出
国
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
い
て
、
関
係
機
関
か
ら
当
該
日
本
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
て
い

る
と
き
は
、
前
条
の
出
国
の
確
認
を
受
け
る
た
め
の
手
続
が
さ
れ
た
時
か
ら
二
十
四
時
間
を
限
り
、
そ
の
者
に
つ

い
て
出
国
の
確
認
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
（
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。）

二

死
刑
若
し
く
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
に
つ
き
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
（
当
該

訴
追
に
係
る
刑
に
つ
き
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。）又
は
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
疑
い
に
よ
り
逮

捕
状
、
勾
引
状
、
勾
留
状
若
し
く
は
鑑
定
留
置
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
者

三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
全
部
に
つ
き
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
な
か
つ
た
者
で
、
刑

の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
も
の
（
当
該
刑
に
つ
き
、
出
国
の
制

限
を
受
け
て
い
る
者
、
仮
釈
放
中
の
者
及
び
そ
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
て
執
行
猶
予
中
の
者
を

除
く
。）

四

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
の
規
定
に
よ
り
仮
拘
禁
許
可
状
又
は
拘
禁
許
可
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
者
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（
非
訟
事
件
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
一
条
第
三
項
中
「
第
五
百
七
条
」
を
「
第
七
編
第
二
章
（
第
五
百
十
一
条
及
び
第
五
百
十
三
条
第
六
項

か
ら
第
八
項
ま
で
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
者
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
」
と
あ
る
の
は「
者
」

と
、「
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁
判
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
刑
法
第
三
十
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
中
刑
法
第
九
十
七
条
及
び
第

九
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
中
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
（
第
一
号
を

削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
部
分
に
限
る
。
第
六
号
に

お
い
て
「
第
七
十
二
条
第
一
号
を
削
る
改
正
規
定
」
と
い
う
。）並
び
に
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八

条
第
四
項
並
び
に
第
二
十
条
の
規
定
、
附
則
第
二
十
四
条
中
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六

号
）
第
四
十
二
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
七
条
中
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
百
九
十
三
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
条
及
び

第
三
十
一
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
二
条
中
少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
百
三
十
二

条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
三
十
五
条
の
う
ち
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
。

以
下
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。）第
三
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
四
条
の
改
正
規
定
の
改
正
規
定
及

び
刑
法
等
一
部
改
正
法
第
十
一
条
中
少
年
鑑
別
所
法
第
百
三
十
二
条
の
改
正
規
定
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則

第
三
十
六
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日

三

第
一
条
の
う
ち
、
刑
事
訴
訟
法
目
次
、
第
九
十
三
条
及
び
第
九
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
九
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
一
編
第
八
章
に
二
十
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第

九
十
八
条
の
二
及
び
第
九
十
八
条
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
二
百
八
条
の
二
の
次
に
三
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
法
中
第
二
百
七
十
八
条
の
二
を
第
二
百
七
十
八
条
の
三
と
し
、
第
二
百
七
十
八
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
百
四
十
三
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
百
九
十
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
編
中
第
四
百
七
十
一

条
の
前
に
章
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
八
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
法
第
五
百
二
条
及
び
第
五
百
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
中
同
条
を
第
五
百
八
条
と
し
、
第
五
百
六
条
の

次
に
章
名
及
び
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
本
則
に
八
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
及
び
第

五
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
附
則
第
三
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
、
附
則
第
十
三
条
中
刑
事
補
償
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
号
）
第
一
条
第
三
項
の

改
正
規
定
、
附
則
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
、
附
則
第
十
六
条
中
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の

相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位

に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
八
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
刑

事
特
別
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
七
条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す

る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
議
定
書
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
六
十
五
号
。

以
下
「
日
国
連
裁
判
権
議
定
書
刑
事
特
別
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
九
条
中
日
本
国
に
お

け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
一

号
。
以
下
「
日
国
連
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
」
と
い
う
。）第
五
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
四
条
中
国
際
受
刑

者
移
送
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定（「
第
四
百
八
十
四
条
」
を「
第
四
百
八
十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
五
条
ま
で
、

第
四
百
八
十
六
条
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
、
附
則
第
二
十
六
条
中
裁
判
員
の
参

加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
第
四
十
三
条
第

四
項
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
八
十
五
条
、
第
百
八
条
第
三
項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
、
第

百
六
十
三
条
第
一
項
、
第
百
六
十
九
条
、
第
二
百
七
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
二
百
九
十
七
条
第
二
項
、
第
三
百

十
六
条
の
十
一
の
項
の
改
正
規
定（「
第
二
百
七
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
七
十
八
条
の
三
第
二
項
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
附
則
第
二
十
七
条
中
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
第
二
百

八
十
六
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
七
条
中
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
百
九
十
一

条
第
七
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
一
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
法
第
二
百
七
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第

二
百
二
十
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
五
十
六
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
九

十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
九
十
一
条
、
第
二
百
九
十
一
条
の
二
、
第
二
百
九
十
九
条
の
三
た
だ
し
書
、
第
二
百

九
十
九
条
の
四
、
第
二
百
九
十
九
条
の
五
、
第
二
百
九
十
九
条
の
六
、
第
二
百
九
十
九
条
の
七
及
び
第
三
百
十
二

条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
百
十
六
条
の
五
、第
三
百
十
六
条
の
十
一
、

第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第
三
項
、
第
三
百
四
十
三
条
、
第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
、
第
四
百
二
十
九
条
及
び
第

四
百
六
十
三
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
四
百
六
十
八
条
に
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
の

規
定
、
附
則
第
十
六
条
中
日
米
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
七
条
中
日
国
連
裁
判

権
議
定
書
刑
事
特
別
法
第
四
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
九
条
中
日
国
連
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
第
四
条
の
改
正

規
定
、
附
則
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定
、
附
則
第
二
十
六
条
中
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判

に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
八
十

五
条
、
第
百
八
条
第
三
項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十
三
条
第
一
項
、
第
百
六
十
九
条
、
第
二
百
七
十

八
条
の
二
第
二
項
、
第
二
百
九
十
七
条
第
二
項
、
第
三
百
十
六
条
の
十
一
の
項
の
改
正
規
定（「
第
百
六
十
九
条
」

の
下
に
「
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）、
附
則
第
三
十
三
条
及
び

第
三
十
四
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
五
条
の
う
ち
刑
法
等
一
部
改
正
法
第
三
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十

三
条
の
改
正
規
定
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
五

第
一
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
一
編
第
八
章
に
二
十
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
九
十
八
条
の
四
か
ら
第
九
十
八

条
の
十
一
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
次
条
第
三
項
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

六

第
一
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
二
条
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
百
四
十
五
条
の
次
に

三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
三
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
六
十
九
条

に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
七
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
八
十
三

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百
八
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
百

九
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
百
九
十
四
条
の
次
に
十
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
第
三
条
（
第
七
十
二
条
第
一
号
を
削
る
改
正
規
定
を
除
く
。）の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
、
附
則
第
十
三
条
中
刑
事

補
償
法
第
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
八
条
の
規
定
、
附
則
第
二
十
四
条
中
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二

十
一
条
の
改
正
規
定（「
第
四
百
八
十
四
条
」
を
「
第
四
百
八
十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
五
条
ま
で
、
第
四
百
八
十

六
条
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
附
則
第
二
十
六
条
中
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
第
八
十

三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
七
条
中
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
第
百

七
十
二
条
第
二
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
九
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
二
条
中
少
年
鑑
別
所
法
第
百
二
十
五

条
第
三
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
七
条
中
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
第
四
百
七
十
九
条
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

七

附
則
第
五
条
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項
、
第
八
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
条
第
二
項
並
び
に
第
十
一

条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

刑
法
等
一
部
改
正
法
の
施
行
の
日
（
以
下
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
」
と

い
う
。）
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（
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
読
替
え
等
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
新
刑
事
訴
訟
法
」
と
い
う
。）目
次
中
「
第
九
十
八

条
の
二
十
四
」
と
あ
る
の
は
、
第
三
号
施
行
日
か
ら
前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て
「
第
五
号
施
行
日
」
と
い
う
。）の
前
日
ま
で
の
間
は
「
第
九
十
八
条
の
三
」
と
、
第
五
号
施
行
日

か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）の
前
日
ま
で
の
間
は
「
第
九
十
八
条
の
十
一
」と
す
る
。

２

第
三
号
施
行
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
六
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
含
む
。第
九
十
八
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
」と
あ
る
の
は
、「
含

む
」
と
す
る
。

３

第
五
号
施
行
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
第
九
十
八
条
の
十
一
及
び
第
九
十
八
条
の
十
八
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、「
及
び
第
九

十
八
条
の
十
一
」
と
す
る
。

（
保
証
金
の
没
取
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
六
条
第
三
項
及
び
第
六
項
（
保
釈
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
逃
亡
し
た
場
合
に
係
る
部

分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
保
釈
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
第
三
号
施
行
日
以
後
に
逃
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
保
証
金
の

没
取
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

２

新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
被
告
人
が
第
三
号

施
行
日
以
後
に
逃
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

３

新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
六
条
第
七
項
（
保
釈
さ
れ
た
者
が
逃
亡
し
た
場
合
（
刑
の
執
行
の
た
め
呼
出
し
を
受
け
た

場
合
を
除
く
。）に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
保
釈
さ
れ
た
者
が
第
三
号
施
行
日
以
後
に
逃
亡
し
た
場
合
に
お

け
る
保
証
金
の
没
取
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

（
秘
匿
措
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
以
下
「
従
前
の
例
に
よ
る
平

成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
」
と
い
う
。）第
百
七
十
八
条
の
二
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
、
従
前
の
例
に
よ
る
平
成

二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
百
八
十
一
条
第
三
項
の
罪
又
は
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
二
百
四

十
一
条
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件
は
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

二
百
七
条
の
二
、
第
二
百
七
条
の
三
第
一
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
四
百
二
十
九
条
第
三
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
件
と
み
な
し
、
新
刑

事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、

第
二
百
七
十
一
条
の
六
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
、第
四
項
、

第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
二
項
（
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
三
百
十
二
条

の
二
第
一
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
五
項
及
び

第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
並
び
に
新
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
六
十
八
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
新
刑

事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
件
と
み
な
す
。

（
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
出
頭
命
令
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

控
訴
裁
判
所
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
に
判
決
を
宣
告
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
九
十

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る

被
告
人
で
あ
っ
て
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
九
十
条

の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
判
決
を
宣
告
す
る
公
判
期
日
へ
の
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
命
令
は
、
第
三
号
施
行
日
以
降
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
命
令
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。）か
ら
刑
法
等
一
部
改
正

法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
禁

錮
」
と
す
る
。

３

刑
法
等
一
部
改
正
法
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
罪
に
関
し
て
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け

る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
以
下
こ
の

項
及
び
附
則
第
八
条
第
六
項
に
お
い
て
「
令
和
四
年
改
正
前
刑
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
次
条

第
三
項
並
び
に
附
則
第
八
条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
懲
役
」
と
い

う
。）又
は
令
和
四
年
改
正
前
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
次
条
第
三
項
並
び
に
附
則
第
八
条
第
五
項
及
び
第

七
項
並
び
に
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
禁
錮
」
と
い
う
。）に
当
た
る
罪
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
に

当
た
る
罪
と
み
な
す
。

（
出
国
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
百
四
十
二
条
の
八
ま
で
、
第
四
百
三
条
の
三
、
第
四
百
七

十
九
条
の
二
、
第
四
百
八
十
三
条
の
二
及
び
第
四
百
八
十
五
条
の
二
の
規
定
は
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
六
号
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者

に
つ
い
て
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
五
条
の
二
か
ら
第
三
百
四
十
五
条
の
四
ま
で
、
第
四
百
三
条
の
四
、
第
四

百
六
十
九
条
第
二
項
、
第
四
百
九
十
二
条
の
二
及
び
第
四
百
九
十
四
条
の
二
か
ら
第
四
百
九
十
四
条
の
十
四
ま
で
の

規
定
は
第
六
号
施
行
日
以
後
に
罰
金
の
裁
判
の
告
知
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。

２

第
六
号
施
行
日
が
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
六
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法

施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
拘
禁
刑
」と
あ
る
の
は
、「
禁
錮
」

と
す
る
。

３

刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
判

決
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
に
処
す
る
判
決
と
み
な
す
。

（
刑
事
訴
訟
法
に
係
る
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
七
条

第
三
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
五
条

の
二
、
第
九
十
五
条
の
三
、
第
九
十
八
条
の
三
、
第
二
百
八
条
の
三
か
ら
第
二
百
八
条
の
五
ま
で
、
第
二
百
七
十
八

条
の
二
、
第
三
百
四
十
三
条
の
三
及
び
第
四
百
八
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
新

刑
事
訴
訟
法
第
九
十
五
条
の
三
第
二
項
及
び
第
二
百
八
条
の
四
第
二
項
を
除
く
。）中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
懲

役
」
と
す
る
。
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

第
六
号
施
行
日
が
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
六
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法

施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
四
条
の
九
か
ら
第
四
百
九
十
四
条
の
十
一
ま
で
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
新
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
四
条
の
十
第
二
項
を
除
く
。）中
「
拘
禁

刑
」
と
あ
る
の
は
、「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前

に
し
た
行
為
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
に
係
る
拘
禁
刑
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
八
条

第
三
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
六
条

第
四
項
に
規
定
す
る
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
に
係
る
新
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
拘
禁
刑
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
禁
錮
以
上
」
と
、「
拘
禁
刑
の
」
と
あ
る
の
は
「
懲
役
又
は
禁
錮
の
」
と
す
る
。

八

附
則
第
三
十
八
条
中
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び

協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律

第
二
十
六
号
。
以
下
「
日
豪
協
定
実
施
法
」
と
い
う
。）第
六
条
の
改
正
規
定

日
豪
協
定
実
施
法
の
施
行
の
日
又

は
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。）の
い
ず
れ
か
遅
い
日

九

附
則
第
三
十
九
条
中
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の

間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
日
英
協
定
実
施

法
」
と
い
う
。）第
六
条
の
改
正
規
定

日
英
協
定
実
施
法
の
施
行
の
日
又
は
第
三
号
施
行
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

十

附
則
第
三
十
八
条
中
日
豪
協
定
実
施
法
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定

日
豪
協
定
実
施
法
の
施
行
の
日
又
は
第

四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
四
号
施
行
日
」
と
い
う
。）の
い
ず
れ
か
遅
い
日

十
一

附
則
第
三
十
九
条
中
日
英
協
定
実
施
法
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定

日
英
協
定
実
施
法
の
施
行
の
日
又
は

第
四
号
施
行
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
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２

第
三
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
六
条
第
六

項
及
び
第
七
項
、
第
三
百
四
十
三
条
の
二
、
第
三
百
九
十
条
の
二
並
び
に
第
四
百
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
禁
錮
」
と
す
る
。

３

第
六
号
施
行
日
が
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
六
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法

施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
二
条
の
二
、
第
三
百
四
十
二
条
の
三
、
第
三
百
四

十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項
、
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
、
第
四
百
三
条
の
三
、
第

四
百
七
十
九
条
の
二
及
び
第
四
百
八
十
三
条
の
二
、
同
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百

四
十
二
条
の
二
、
第
三
百
四
十
二
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項
並
び
に
新
刑
事
訴
訟
法
第
四

百
八
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
新
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
三
条
の
三
第
二
項
を
除

く
。）中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
禁
錮
」
と
す
る
。

４

第
二
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
四
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
禁
錮
」
と
す
る
。

５

刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
六
条
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
九

十
八
条
の
十
七
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
、
第
三
百
四
十
二

条
の
三
並
び
に
第
三
百
四
十
二
条
の
四
第
二
項
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
四
条
第
三
項
並
び
に
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
、
第
三
百

四
十
三
条
の
二
、
第
三
百
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四
百
三
条
の
三
、
第
四
百
七
十
九
条
の
二
及
び
第
四
百
八
十
三
条

の
二
の
規
定
、
同
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
二
条
の
二
、
第
三
百
四
十
二
条

の
四
並
び
に
第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
二
条

の
七
の
規
定
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
八
十
五
条
の
二
及
び
第
四
百
八
十
九
条
の
二
の
規
定
並
び
に
同
条
第
一
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五
項
、
第
九
十
八
条
の
十
三
第
一
項
、
第
九

十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
二
項
、第
九
十
八
条
の
十
五
第
一
項
、

第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
、
第
八
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
、
第
九
十
八
条
の
十
六
第
一
項
、
第
九
十
八
条

の
十
七
第
四
項
並
び
に
第
九
十
八
条
の
二
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
（
次
項
に
お
い
て
「
第
四
百
八

十
九
条
の
二
読
替
適
用
規
定
」
と
い
う
。）の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
判
決
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘

禁
刑
に
処
す
る
判
決
と
み
な
す
。

６

刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
新
刑
事
訴
訟
法
第
九
十
六
条
第
七
項
、
第
九
十
八
条
の
十
七
第
一
項

（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
四
百
八
十
九
条
の
二
の
規
定
並
び
に
第
四
百
八
十
九
条
の
二
読
替
適
用
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
改
正
前
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
に
処
す
る
判
決
は
、
拘
留
に
処
す
る

判
決
と
み
な
す
。

７

刑
法
等
一
部
改
正
法
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
罪
に
関
し
て
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け

る
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
九
十
条
の
二
及
び
第
四
百
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
又
は
禁
錮
に
当

た
る
罪
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
と
み
な
す
。

（
刑
の
時
効
の
停
止
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
法
（
次
条
に
お
い
て
「
新
刑
法
」
と
い
う
。）第
三
十
三
条
第
二
項
の
規

定
は
、
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
が
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日（
次
条
第
一
項
に
お
い
て「
第

一
号
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
国
外
に
い
る
期
間
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

（
刑
法
に
係
る
拘
禁
刑
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

第
一
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
刑
法
第
三
十
三
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
懲
役
、
禁
錮
」
と
す
る
。

２

刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
、
当
分
の
間
、
新
刑
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
罰
金
、
拘
留
」
と
あ
る
の
は
、「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
、
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
三
条
に
規
定

す
る
禁
錮
、
罰
金
、
拘
留
、
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
」
と
す
る
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
等
）

第
十
一
条

第
六
号
施
行
日
が
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
十
一
条
の
う
ち
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
十
五
条
の
二
第

一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」と
、

「
同
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
三
号
」
と
す
る
。

２

第
六
号
施
行
日
が
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
六
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法

施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
次
項
及
び

第
四
項
に
お
い
て
「
新
入
管
法
」
と
い
う
。）第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
二
号
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る

の
は
「
禁
錮
」
と
す
る
。

３

刑
法
等
一
部
改
正
法
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
罪
に
関
し
て
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け

る
新
入
管
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は

そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
罪
に
つ
い
て
定
め

た
刑
と
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
と
み
な
す
。

４

懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
新
入
管
法
第
六
十
条
の
二

第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
と
み
な
す
。

（
少
年
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
第
百
二
十
一
条
」
を
「
第
百
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
刑
事
訴

訟
法
第
五
百
八
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
百
十
四
条
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
検
察
官
」と
あ
る
の
は
、「
家
庭
裁
判
所
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
刑
事
補
償
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

刑
事
補
償
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、「
第
十
一
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
刑
事
訴
訟
法
第

四
百
九
十
四
条
の
五
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
か
ら
第
四
百
八
十
六
条
ま
で
（
」
を
「
、
第
四
百
八
十
五
条
、

第
四
百
八
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
八
十
六
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
改
め
る
。

（
刑
事
補
償
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

第
三
号
施
行
日
か
ら
第
六
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
補

償
法
第
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
第
四
百
八
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
八
十
六
条
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
、「
又
は
第
四
百
八
十
六
条
第
二
項
」
と
す
る
。

（
民
事
調
停
法
等
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
及
び
第
百
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び

第
三
項
」
に
改
め
、「
除
く
。）」
の
下
に
「
並
び
に
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
百
八

条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
百
十
四
条
の
規
定
」
を
加
え
る
。

一

民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項

二

家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
百
九
十
一
条
第
二
項

三

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十

八
号
）
第
百
五
十
条
第
二
項

（
日
米
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

日
米
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。





第
百
三
十
三
条
の

二
第
二
項

申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で

決
定
で

訴
訟
記
録
等
中
秘
匿
事
項
届

出
部
分
以
外
の
も
の
で
あ
っ

て
秘
匿
事
項
又
は
秘
匿
事
項

を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項

損
害
賠
償
命
令
事
件
（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の

保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関

す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償

命
令
事
件
を
い
う
。）の
記
録
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
刑
事
関
係
記
録
に
係
る
部
分
を
除
く
。）

又
は
同
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十

二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
記

録
（
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い

て
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
」
と
い
う
。）中
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
決
定
（
第
百
三
十
三
条
の
四

第
一
項
及
び
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
秘
匿
決
定
」

と
い
う
。）に
係
る
個
人
特
定
事
項

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
十
二
条
第
二
項
中
「
充
分
な
」
を
「
十
分
な
」
に
、「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
外
」

を
「
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
よ
る
引
渡
」
を
「
よ
る
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」

を
「
た
だ
し
」
に
、「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
又
は
検
証
」
の
下
に「（
検
証
状
の
執
行
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

（
日
国
連
裁
判
権
議
定
書
刑
事
特
別
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

日
国
連
裁
判
権
議
定
書
刑
事
特
別
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
充
分
な
」
を
「
十
分
な
」
に
、「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
外
」
を

「
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
よ
る
引
渡
」
を
「
よ
る
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を

「
た
だ
し
」
に
、「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
又
は
検
証
」
の
下
に「（
検
証
状
の
執
行
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

（
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
取
下
」
を
「
取
下
げ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２

即
決
裁
判
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
同
法
第

三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
勾
留
状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
附
随
」
を
「
付
随
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
百
九
十
条
」
の
下
に
「
、
第
四
百
九
十
二
条
の
二
」
を
加
え
る
。

（
日
国
連
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

日
国
連
地
位
協
定
刑
事
特
別
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
充
分
な
」
を
「
十
分
な
」
に
、「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
外
」
を

「
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
よ
る
引
渡
」
を
「
よ
る
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を

「
た
だ
し
」
に
、「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
又
は
検
証
」
の
下
に「（
検
証
状
の
執
行
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

（
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
を
削
る
。

（
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
（
当
該
措
置
に
係
る
個
人

特
定
事
項（
同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
特
定
事
項
を
い
う
。以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
全
部
に
つ
い
て
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。）に
お
け
る
前
項
後
段
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
中
「
起
訴
状
」
と
あ
る
の
は
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
一
部

に
つ
い
て
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
「
起
訴
状
抄
本
等
（
同
法
第

二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
起
訴
状
抄
本
等
を
い
う
。）及
び
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
に

規
定
す
る
書
面
」
と
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
「
起
訴
状
抄
本
等
（
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
起
訴
状
抄
本
等
を
い
う
。）」
と
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
、「
第
二
十
三
条

第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
四
条

第
二
十

九
条
」
に
、「
第
二
十
九
条

第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
条

第
三
十
三
条
」
に
、「
第
三
十
三
条

第
三
十
七
条
」

を
「
第
三
十
四
条

第
三
十
八
条
」
に
、「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
、「
第
三
十
九
条
・
第
四
十
条
」
を

「
第
四
十
条

第
四
十
二
条
」
に
、「
第
四
十
一
条

第
四
十
三
条
」
を
「
第
四
十
三
条

第
四
十
五
条
」に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三

十
四
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

四
十
四
条
と
し
、
第
四
十
一
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

第
四
十
条
の
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
項
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を「
第
三
十
五
条
第
二
項
」に
、「
第

三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
条
」
を
「
第
四
十
一
条
」
に
改
め
、
第
七
章
第
五
節

中
第
四
十
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
個
人
特
定
事
項
の
秘
匿
）

第
四
十
二
条

裁
判
所
は
、
刑
事
被
告
事
件
の
手
続
に
お
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載

が
な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟

法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
秘
匿
事
項
の
ほ
か
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
決
定
で
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
秘
匿
す
る
旨
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑
事
被
告
事
件
の
手
続
に
お
い
て
刑
事
訴
訟
法
第

三
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ

た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、相
当
と
認
め
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
秘
匿
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た

め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
一
項
の
決
定
」
と
、「
当
該
秘
匿
対
象
者
の
住
所

又
は
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
」
と
、「
当
該
事
件
並
び
に
そ
の
事
件
」
と
あ
る
の

は
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
（
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
い
う
。）に
関
す
る
手

続
並
び
に
そ
の
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
書

面
を
」
と
あ
る
の
は
、「
書
面
中
第
四
十
二
条
第
一
項
の
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に
つ
い

て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
代
え
て
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条

第
五
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
」
と
す
る
。

４

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
三
十
三
条
の
四
（
第
四
項
第
二
号
を
除
く
。）の
規
定
は
、

第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。





に
係
る
訴
訟
記
録
等
の
閲
覧

等

の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は

抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製

秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象

者

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

第
百
三
十
三
条
の

四
第
一
項

者
は
、
訴
訟
記
録
等

当
事
者
又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
損
害

賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等

第
百
三
十
三
条
の

四
第
二
項

訴
訟
記
録
等
の
存
す
る

損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
の
存
す
る

訴
訟
記
録
等
の
閲
覧
等

閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄

本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製

第
百
三
十
三
条
の

四
第
四
項
第
一
号

秘
匿
対
象
者

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

第
百
三
十
三
条
の

二
第
二
項

申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で

決
定
で

訴
訟
記
録
等
中
秘
匿
事
項
届

出
部
分
以
外
の
も
の
で
あ
っ

て
秘
匿
事
項
又
は
秘
匿
事
項

を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項

和
解
記
録
（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図

る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律

第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
和
解
記
録
を
い
う
。
第

百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。）中
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
決
定
（
第
百
三
十

三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
秘

匿
決
定
」
と
い
う
。）に
係
る
個
人
特
定
事
項

に
係
る
訴
訟
記
録
等
の
閲
覧

等

の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く

は
抄
本
の
交
付

秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象

者

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

第
百
三
十
三
条
の

四
第
一
項

者
は
、
訴
訟
記
録
等

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑

事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
に
基
づ

き
公
判
調
書
に
記
載
さ
れ
た
合
意
を
し
た
者
又
は
利
害

関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
和
解
記
録

第
百
三
十
三
条
の

四
第
二
項

当
事
者

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑

事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
に
基
づ
き
公

判
調
書
に
記
載
さ
れ
た
合
意
を
し
た
者

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
六
章
中
第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
個
人
特
定
事
項
の
秘
匿
）

第
二
十
二
条

裁
判
所
は
、
刑
事
被
告
事
件
の
手
続
に
お
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
（
同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
個
人
特
定
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
（
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
起
訴
状
抄
本
等
を
い
う
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
載
が
な
い
も
の
（
同
法

第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。）が
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と

認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ

い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百

三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
秘
匿
事
項
の
ほ
か
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
決
定
で
、
そ
の
全
部
又
は

一
部
を
秘
匿
す
る
旨
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑
事
被
告
事
件
の
手
続
に
お
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十

二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
（
同
法
第
三
百
十
二

条
第
四
項
に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
を
い
う
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
載
さ
れ
た

個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
（
同
法
第
三
百
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
訴
因
変

更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
い
う
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
載
が
な
い
も
の
（
同
法
第
三
百
十

二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
通
知
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
秘
匿
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た

め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
決
定
」
と
、「
当
該
秘
匿
対
象
者
の
住
所

又
は
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
」
と
、「
当
該
事
件
並
び
に
そ
の
事
件
」
と
あ
る
の

は
「
同
法
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に

関
す
る
手
続
並
び
に
そ
の
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
三
十
三
条
の
四
（
第
四
項
第
二
号
を
除
く
。）の
規
定
は
、

第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
（
刑
事
関
係
記
録
を
除
く
。）中
、
当
該
決
定

に
係
る
個
人
特
定
事
項
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
地
方
裁
判
所

又
は
簡
易
裁
判
所
に
送
付
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
も
の
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
け
る
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、「
前
項
又
は
第
四

十
二
条
第
五
項
前
段
」
と
す
る
。

第
三
十
九
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十

四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
第
七
章
第
四
節
中
同
条
を
第

三
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
七
章
第
三
節
中
同
条
を
第
三

十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す

る
。第

三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
、「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十

五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十

五
条
」
に
改
め
、
第
七
章
第
二
節
中
同
条
を
第
三
十
三
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十

一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
七
章
第
一
節
中
第
二
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
に

改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。





訴
訟
記
録
等
の
存
す
る

和
解
記
録
の
存
す
る

訴
訟
記
録
等
の
閲
覧
等

閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は

抄
本
の
交
付

第
百
三
十
三
条
の

四
第
四
項
第
一
号

秘
匿
対
象
者

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

第
百
三
十
三
条
の

四
第
七
項

当
事
者

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑

事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
に
基
づ

き
公
判
調
書
に
記
載
さ
れ
た
合
意
を
し
た
者

面
」
と
、 「

に
係
る
訴
訟
記
録
等
の
閲
覧
等

秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者

の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の

正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交

付個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

」
と
あ
る
の
は「
秘
匿
決
定

に
係
る
秘
匿
対
象
者

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

」
と
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中

「
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る

訴
訟
記
録
等
の
閲
覧
等

和
解
記
録
の
存
す
る

閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正

本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」

と
あ
る
の
は「
訴
訟
記
録
等
の
存

す
る

和
解
記
録
の
存
す
る

」と
、
新
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
表

第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
項
中
「
訴
訟
記
録
等
中
秘
匿
事
項
届
出
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
訴
訟
記
録
等
（
訴
訟

記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
記
録
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一

項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）中
秘
匿
事
項
届
出
書
面
」と
、 「

に
係
る
訴
訟
記
録
等
の
閲
覧
等

秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者

の
閲
覧
若

本
、
謄
本

又
は
そ
の

個
人
特
定

し
く
は
謄
写
、
そ
の
正

若
し
く
は
抄
本
の
交
付

複
製

事
項
に
係
る
者

」
と
あ
る
の
は
「
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

」
と
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中

「
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る

訴
訟
記
録
等
の
閲
覧
等

損
害
賠
償
命
令
事

存
す
る

閲
覧
若
し
く
は
謄

謄
本
若
し
く
は
抄

そ
の
複
製

件
の
記
録
等
の

写
、そ
の
正
本
、

本
の
交
付
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る

損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
の

存
す
る

」と

す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
等
）

第
二
十
三
条

第
四
号
施
行
日
か
ら
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施

行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
新
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
」
と
い
う
。）第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
新
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
項
中
「
訴
訟
記
録
等
中

秘
匿
事
項
届
出
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
訴
訟
記
録
等
（
訴
訟
記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
の
申
立

て
に
係
る
事
件
の
記
録
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）中
秘
匿
事
項
届
出
書

２

従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
百
七
十
八
条
の
二
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
、
従
前
の
例
に

よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
百
八
十
一
条
第
三
項
の
罪
又
は
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法

第
二
百
四
十
一
条
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件
は
、
新
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
二
十
二
条
第
一
項
及

び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
事
件
と
み
な
す
。

３

第
四
号
施
行
日
か
ら
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
四
百
八
十
四
条
」
を
「
第
四
百
八
十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
五
条
ま
で
、第
四
百
八
十
六
条
」

に
、「
及
び
第
五
百
七
条
」
を
「
、
第
五
百
七
条
か
ら
第
五
百
十
条
ま
で
、
第
五
百
十
二
条
、第
五
百
十
三
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
四
条
か
ら
第
五
百
十
六
条
ま
で
」
に
、「「
言
渡
を
し
た
」

を「「
言
渡
し
を
し
た
」
に
改
め
、「「
東
京
地
方
裁
判
所
」
と
」
の
下
に
「
、
同
法
第
五
百
十
三
条
第
一
項
中
「
裁
判

の
執
行
を
受
け
る
者
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
の
所
在
若
し
く
は
状
況
に
関
す
る
資
料
、
裁
判
の

執
行
を
受
け
る
者
の
資
産
に
関
す
る
資
料
、
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者

の
財
産
を
管
理
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
物
又
は
第
四
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
規
定
に
従
う
こ

と
と
さ
れ
る
民
事
執
行
法
そ
の
他
強
制
執
行
の
手
続
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債

権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
の
目
的
と
な
る
物
若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
物
で
あ
つ
て
当
該
強
制
執
行
の
手
続
に
お
い
て

執
行
官
に
よ
る
取
上
げ
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
の
所
在
又
は
状
況

に
関
す
る
資
料
」
と
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条

削
除

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
八
条
第
二
項
中
「
第
百
二
十
一
条
」
を
「
第
百
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
刑
事
訴

訟
法
第
五
百
八
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
百
十
四
条
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
、「
裁
判
所
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
八
十
五
条
、
第
百
八

条
第
三
項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十
三
条
第
一
項
、
第
百
六
十
九
条
、第
二
百
七
十
八
条
の
二
第
二
項
、

第
二
百
九
十
七
条
第
二
項
、
第
三
百
十
六
条
の
十
一
の
項
中
「
第
八
十
五
条
」
の
下
に「
、
第
九
十
八
条
の
二
十
三
」

を
、「
第
百
六
十
九
条
」
の
下
に
「
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、「
第
二
百
七
十
八
条
の

二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
七
十
八
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
第
三
項
中
「
第
四
百
六
十
九
条
」
を
「
第
四
百
六
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
二
条
第
二
号
中
「
第
三
百
四
十
五
条
」
の
下
に「（
同
法
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
四
百
三
条
の
三
第
二
項
又
は
第
四
百
三
条
の
四
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
二
百
八
十
六
条
中
「
及
び
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
九
十
八
条
の
二
、
第
九
十
八
条
の
十
七
第
一
項
（
第
一
号

及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
四
項
、
第
九
十
八
条
の
二
十
第
五
項（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、

第
九
十
八
条
の
二
十
一
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
、「
第
二
百
八
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第

三
百
四
十
三
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
中「（
刑
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）」を
削
り
、「
一
年
」

を
「
二
年
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
場
合
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
」
を
「
と
き
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
に

処
す
る
」
に
改
め
、同
条
第
三
項
中「（
刑
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）」を
削
り
、「
第

二
百
十
五
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
百
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
海
上
保
安
被
留
置
者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反

し
て
海
上
保
安
留
置
施
設
又
は
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
等
）

第
二
十
八
条

第
三
号
施
行
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
収
容
施

設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
第
二
百
八
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
九
十
八

条
の
二
、
第
九
十
八
条
の
十
七
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
四
項
、
第
九
十
八
条

の
二
十
第
五
項（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、第
九
十
八
条
の
二
十
一
第
三
項（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」

と
あ
る
の
は
、「
第
九
十
八
条
の
二
」
と
す
る
。

２

第
二
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑

事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
第
二
百
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
一
部
改
正

法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

附
則
第
八
十
七
条
中
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
十
七
条
の
う
ち
、
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
中
第
四
十
三
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
四

十
三
条
を
第
四
十
七
条
」
を
「
第
四
十
五
条
を
第
四
十
九
条
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
四
十
二
条
第
二

項
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
第
三
十
四
条

第
一
項
」
に
、「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三

十
四
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
第
四
項
」
に
、「
第
三
十
八
条
第

一
項
（
第
四
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保
護

法
中
同
条
を
第
四
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
八
条
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保

護
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
犯
罪
被

害
者
等
保
護
法
中
同
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
一
条
を
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
三
条
を

第
四
十
七
条
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を

「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十

九
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
第
四
項
」
に
、「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
三

十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」に
、「
第
四
十
二
条
第
一
項
」

を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
四
十
二
条
第
五
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一

項
」
に
、「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
二
条
第
五
項
前
段
」
を
「
第
四
十
六
条

第
五
項
前
段
」
に
改
め
、
第
七
章
第
五
節
中
同
条
を
第
四
十
六
条
と
す
る
。

附
則
第
八
十
七
条
の
う
ち
、
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
四
十
条
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
条
」
を「
第
四
十
一
条
」

に
改
め
、
同
条
の
表
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」に
、「
第
三
十
九
条
第
一
項
」

を
「
第
四
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
、「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第

一
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
七
章
第
五
節
中
同
条
を
第
四

十
四
条
と
し
、
第
三
十
九
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
七
章
第
五
節
中
第
四
十
条
を
第
四
十
四
条
」

を
「
第
四
十
一
条
を
第
四
十
五
条
」
に
、「
第
三
十
九
条
を
第
四
十
三
条
」
を
「
第
四
十
条
を
第
四
十
四
条
」に
改
め
、

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
三
項
」を「
第

三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
、「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
」

に
、「
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保

護
法
第
七
章
第
四
節
中
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
三
条
」
に
改
め
、

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
三
十
七
条
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
七
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条

中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保

護
法
第
七
章
第
三
節
中
同
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
、

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
六
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条

中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保

護
法
中
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
四
十
一
条
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保
護

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項

中
「
第
三
十
一
条
第
四
項
」
に
、「
第
三
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保

護
法
中
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
四
十
条
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保

（
更
生
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
五
条
第
三
項
中
「
第
四
百
八
十
四
条
」
を
「
第
四
百
八
十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
五
条
ま
で
及
び
第
四
百

八
十
六
条
」
に
改
め
る
。

（
少
年
院
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
受
刑
在
院
者
」
を
「
在
院
者
」
に
、「
一
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「（
刑
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）」
を
削
り
、「
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
」を「
は
、

二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
」
に
改
め
る
。

（
少
年
院
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
一
条

第
二
号
施
行
日
か
ら
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
少
年
院
法
第
百
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
拘
禁
刑
」と
あ
る
の
は
、「
懲
役
」

と
す
る
。
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
少
年
鑑
別
所
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

少
年
鑑
別
所
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
五
条
第
三
号
中
「
第
三
百
四
十
五
条
」
の
下
に「（
同
法
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
四
百
三
条
の
三
第
二
項
又
は
第
四
百
三
条
の
四
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
二
条
中「（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。）」
を
削
り
、「
第
七
十
九
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、「
一
年
」
を
「
二
年
」
に
改
め
る
。

（
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
八
十
七
条
中
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
目
次
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
、「
第
三
十
条

第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条

第
三
十

七
条
」
に
、「
第
三
十
四
条

第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
八
条

第
四
十
二
条
」
に
、「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
四

十
三
条
」
に
、「
第
四
十
条

第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
四
条

第
四
十
六
条
」
に
、「
第
四
十
三
条

第
四
十
五

条
」
を
「
第
四
十
七
条

第
四
十
九
条
」
に
改
め
る
。





同
項
の
表
刑
事
訴
訟
法
の
項
中「
第
五
百
二
条

裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者

言
渡
を
し
た
裁
判
所

共
助
刑
の
執
行
を

東
京
地
方
裁
判
所

受
け
る
者

」
を

「
第
五
百
二
条

第
五
百
十
三
条
第
一

項

裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者

言
渡
し
を
し
た
裁
判
所

裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
若
し
く
は

裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
の

所
在
若
し
く
は
状
況
に
関
す
る
資

料
、
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
資

産
に
関
す
る
資
料
、
裁
判
の
執
行
の

対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁
判
の

執
行
を
受
け
る
者
の
財
産
を
管
理
す

る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
物
又
は

第
四
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
規
定
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
る

民
事
執
行
法
そ
の
他
強
制
執
行
の
手

続
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
金

銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
に
つ

い
て
の
強
制
執
行
の
目
的
と
な
る
物

若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
物
で
あ
つ
て

当
該
強
制
執
行
の
手
続
に
お
い
て
執

行
官
に
よ
る
取
上
げ
の
対
象
と
な
る

べ
き
も
の

共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る

東
京
地
方
裁
判
所

共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る

在
又
は
状
況
に
関
す
る
資

者者
の
所

料

」
に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

護
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
犯
罪
被

害
者
等
保
護
法
中
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
三
十
八
条
」

を
「
第
三
十
九
条
」
に
、「
第
三
十
三
条
を
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
四
条
を
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害

者
等
保
護
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
三
条
第

一
項
中
「
第
三
十
五
条
」
に
、「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
、
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
七
章
第
二

節
中
同
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
二
十
九

条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
、「
第
三
十
一
条
を
第
三
十
五
条
」

を
「
第
三
十
二
条
を
第
三
十
六
条
」
に
、「
第
三
十
条
を
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
一
条
を
第
三
十
五
条
」
に
、「
第

二
十
九
条
を
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
条
を
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
章
第
一
節
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定

の
う
ち
第
二
十
九
条
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
条
中
「
第
三
十

条
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
一
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」に
、

「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
二
条
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三

十
三
条
」
に
改
め
る
。

（
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
三
十
四
条

第
四
号
施
行
日
が
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
中
「
第
四
十
条
」
と
あ
る
の
は
、「
第
四
十
一
条
」
と
す
る
。

（
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

刑
法
等
一
部
改
正
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
う
ち
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
三
条
の
改
正
規
定
中
「
第
三
百
四
十
三
条
」
を
「
第
三
百
四
十
三
条

第
一
項
」
に
改
め
、「
、「
あ
ら
た
に
」
を
「
新
た
に
」
に
」
を
削
り
、
同
法
第
三
百
四
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
第
三

百
四
十
四
条
」
を
「
第
三
百
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
少
年
鑑
別
所
法
第
百
三
十
二
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。

（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
六
十
三
条
の
表
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
四
百
九
十
一
条
第
八
項
」

を
「
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
」
に
、「
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
」
を
「
第
四
百
九
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
七
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
百
九
十
一
条
第
八
項
」
を
「
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
の
表
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
項
中
「
第
四
百
九
十
一
条
第
八
項
」
を
「
第
四
百
九
十
一

条
第
七
項
」
に
、「
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
」
を
「
第
四
百
九
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
七
十
三
条
第
二
項
中
「
第
四
百
九
十
一
条
第
八
項
」
を
「
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中「
第
四
百
九
十
一
条
第
八
項
」

を
「
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項

と
し
、
同
条
第
七
項
の
表
第
二
十
三
条
の
項
中
「
第
四
百
九
十
一
条
第
八
項
」
を
「
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
」
に

改
め
、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
第
九
項
を
第
八
項
と
す
る
。

附
則
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
七
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」

に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
中
「
第
四
百
八
十
一
条
」
を
「
第
四
百
八
十
一
条
、
第
四
百
八
十
四
条
の
二
」
に
、「
及

び
第
五
百
七
条
」
を
「
、
第
五
百
七
条
か
ら
第
五
百
十
条
ま
で
、
第
五
百
十
二
条
、
第
五
百
十
三
条
第
一
項
、
第
二

項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
四
条
か
ら
第
五
百
十
六
条
ま
で
」
に
、「
及
び
第
四
百
八
十
四

条
か
ら
第
四
百
八
十
六
条
ま
で
」
を
「
、
第
四
百
八
十
四
条
、
第
四
百
八
十
五
条
及
び
第
四
百
八
十
六
条
」に
改
め
、

（
日
豪
協
定
実
施
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

日
豪
協
定
実
施
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
中
「
又
は
検
証
」
の
下
に「（
検
証
状
の
執
行
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
日
英
協
定
実
施
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

日
英
協
定
実
施
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
中
「
又
は
検
証
」
の
下
に「（
検
証
状
の
執
行
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
十
条

第
二
号
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

法
務
大
臣

藤

健

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫
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条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
編

（
略
）

第
一
編

（
略
）

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
八
章

被
告
人
の
召
喚
、
勾
引
及
び
勾
留
（
第
五
十
七
条

第
八
章

被
告
人
の
召
喚
、
勾
引
及
び
勾
留
（
第
五
十
七
条

―
第
九
十
八
条
の
二
十
四
）

―
第
九
十
八
条
）

第
九
章
～
第
十
六
章

（
略
）

第
九
章
～
第
十
六
章

（
略
）

第
二
編
～
第
六
編

（
略
）

第
二
編
～
第
六
編

（
略
）

第
七
編

裁
判
の
執
行

第
七
編

裁
判
の
執
行
（
第
四
百
七
十
一
条
―
第
五
百
七
条
）

第
一
章

裁
判
の
執
行
の
手
続
（
第
四
百
七
十
一
条
―
第
五

百
六
条
）

第
二
章

裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
（
第
五
百
七
条
―
第

五
百
十
六
条
）

附
則

附
則

第
八
章

被
告
人
の
召
喚
、
勾
引
及
び
勾
留

第
八
章

被
告
人
の
召
喚
、
勾
引
及
び
勾
留

第
九
十
三
条

（
略
）

第
九
十
三
条

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

保
釈
を
許
す
場
合
に
は
、
被
告
人
の
住
居
を
制
限
し
、
そ
の

③

保
釈
を
許
す
場
合
に
は
、
被
告
人
の
住
居
を
制
限
し
そ
の
他

他
適
当
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

適
当
と
認
め
る
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
の
住
居
を
制
限
す

（
新
設
）

る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
の
許
可
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を
受
け
な
い
で
そ
の
指
定
す
る
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
を
離

れ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

前
項
の
期
間
は
、
被
告
人
の
生
活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を

（
新
設
）

考
慮
し
て
指
定
す
る
。

⑥

第
四
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
住
居
を
離
れ
る

（
新
設
）

こ
と
を
必
要
と
す
る
理
由
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
当
該

住
居
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑦

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
期
間
を
延
長

（
新
設
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧

裁
判
所
は
、
第
四
項
の
許
可
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、

（
新
設
）

同
項
の
住
居
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
し
て
指
定
さ
れ

た
期
間
の
終
期
ま
で
当
該
住
居
を
離
れ
る
必
要
が
な
く
な
つ
た

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
五
条

裁
判
所
は
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、

第
九
十
五
条

裁
判
所
は
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、

勾
留
さ
れ
て
い
る
被
告
人
を
親
族
、
保
護
団
体
そ
の
他
の
者
に

勾
留
さ
れ
て
い
る
被
告
人
を
親
族
、
保
護
団
体
そ
の
他
の
者
に

委
託
し
、
又
は
被
告
人
の
住
居
を
制
限
し
て
、
勾
留
の
執
行
を

委
託
し
、
又
は
被
告
人
の
住
居
を
制
限
し
て
、
勾
留
の
執
行
を

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
適
当
と

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
前
段
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
勾
留
の
執
行
停
止
を

（
新
設
）

す
る
期
間
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

前
項
の
期
間
を
指
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
終
期
を
日

（
新
設
）

時
を
も
つ
て
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
日
時
に
出
頭
す
べ
き

場
所
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
期
間
を
延

（
新
設
）

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。
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⑤

裁
判
所
は
、
期
間
を
指
定
さ
れ
て
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ

（
新
設
）

た
被
告
人
に
つ
い
て
、
当
該
期
間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た

日
時
ま
で
勾
留
の
執
行
停
止
を
継
続
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑥

第
九
十
三
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項

（
新
設
）

前
段
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
の
住
居
を
制
限
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

第
九
十
五
条
の
二

期
間
を
指
定
さ
れ
て
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ

（
新
設
）

れ
た
被
告
人
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期
間
の
終
期
と

し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
出
頭
す
べ
き
場
所
と
し
て
指
定
さ

れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処

す
る
。

第
九
十
五
条
の
三

裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
い
で
指
定
さ
れ
た

（
新
設
）

期
間
を
超
え
て
制
限
さ
れ
た
住
居
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
の

条
件
を
付
さ
れ
て
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
被
告

人
が
、
当
該
条
件
に
係
る
住
居
を
離
れ
、
当
該
許
可
を
受
け
な

い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居

に
帰
着
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

②

前
項
の
被
告
人
が
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
同
項
の
住
居

を
離
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
住
居
を
離
れ
る
こ
と
が

で
き
る
期
間
と
し
て
指
定
さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に

帰
着
し
な
い
と
き
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

第
九
十
五
条
の
四

裁
判
所
は
、
被
告
人
の
逃
亡
を
防
止
し
、
又

（
新
設
）

は
公
判
期
日
へ
の
出
頭
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
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る
と
き
は
、
保
釈
を
許
す
決
定
又
は
第
九
十
五
条
第
一
項
前
段

の
決
定
を
受
け
た
被
告
人
に
対
し
、
そ
の
住
居
、
労
働
又
は
通

学
の
状
況
、
身
分
関
係
そ
の
他
の
そ
の
変
更
が
被
告
人
が
逃
亡

す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
の
有
無
の
判
断
に
影
響
を

及
ぼ
す
生
活
上
又
は
身
分
上
の
事
項
と
し
て
裁
判
所
の
定
め
る

も
の
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
報
告
を
す
る

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

裁
判
所
の
指
定
す
る
時
期
に
、
当
該
時
期
に
お
け
る
当
該

事
項
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

二

当
該
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

変
更
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

②

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
同
項
の
被
告
人
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
裁

判
所
の
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
て
す
る
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
と
き
は

そ
の
旨
及
び
そ
の
報
告
の
内
容
を
、
同
項
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
な
か
つ
た
と
き
又
は
同

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
が

な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
状
況
を
、

そ
れ
ぞ
れ
速
や
か
に
検
察
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
六
条

裁
判
所
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

第
九
十
六
条

裁
判
所
は
、
左
の
各
号
の
一
に
あ
た
る
場
合
に
は

場
合
に
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で

、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
を
以
て
保
釈

、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

被
告
人
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
前
条
第
一
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。
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六

（
略
）

五

（
略
）

②

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所

②

保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
保
証
金

は
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が

の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

③

保
釈
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
、
第
九
十
八
条
の
二
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
命
令
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い
と
き
、
又

は
逃
亡
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

④

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
（
拘
禁
刑
の
全
部
の
執
行

（
新
設
）

猶
予
の
言
渡
し
を
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
宣

告
を
受
け
た
後
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る

被
告
人
が
逃
亡
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に

よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止

を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所

（
新
設
）

は
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

⑥

保
釈
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
、
第
九
十
八
条
の
二
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
命
令
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い
場
合
又
は

逃
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処

す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、

決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
さ
れ

た
者
が
逃
亡
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑦

保
釈
さ
れ
た
者
が
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は

③

保
釈
さ
れ
た
者
が
、
刑
の
言
渡
を
受
け
そ
の
判
決
が
確
定
し

拘
留
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
後
、
第
三
百
四
十
三
条

た
後
、
執
行
の
た
め
呼
出
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し

の
二
（
第
四
百
四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

な
い
と
き
、
又
は
逃
亡
し
た
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り

合
を
含
む
。
第
九
十
八
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号

、
決
定
で
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

な
い
。
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規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い
と

き
又
は
逃
亡
し
た
と
き
（
保
釈
さ
れ
て
い
る
場
合
及
び
保
釈
を

取
り
消
さ
れ
た
後
、
逃
亡
し
た
場
合
を
除
く
。
）
は
検
察
官
の

請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
刑
の
執
行
の
た
め
呼
出
し
を
受
け

正
当
な
理
由
が
な
く
出
頭
し
な
い
と
き
は
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
二

検
察
官
は
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を

（
新
設
）

取
り
消
す
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
が
刑
事
施

設
に
収
容
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
被
告
人
に
対
し
、
指
定
す

る
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。
第
九
十
八
条
の
三

保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ

（
新
設
）

、
検
察
官
か
ら
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
た
被
告
人
が
、
正
当
な
理
由

が
な
く
、
指
定
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は

、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
九
十
八
条
の
四

裁
判
所
は
、
保
釈
を
許
し
、
又
は
勾
留
の
執

（
新
設
）

行
停
止
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
適

当
と
認
め
る
者
を
、
そ
の
同
意
を
得
て
監
督
者
と
し
て
選
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②

裁
判
所
は
、
前
項
の
同
意
を
得
る
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
監
督
者
と
し
て
選
任
す
る
者
に
対
し
、
次
項
及
び
第
四

項
に
規
定
す
る
監
督
者
の
責
務
並
び
に
第
九
十
八
条
の
八
第
二

項
、
第
九
十
八
条
の
十
一
及
び
第
九
十
八
条
の
十
八
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
監
督
保
証
金
の
没
取
の
制
度
を
理
解
さ
せ
る
た
め
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に
必
要
な
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

監
督
者
は
、
被
告
人
の
逃
亡
を
防
止
し
、
及
び
公
判
期
日
へ

の
出
頭
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
監
督
を
す
る
も
の
と
す
る

。
④

裁
判
所
は
、
監
督
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

い
ず
れ
か
又
は
全
て
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

被
告
人
が
召
喚
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は
他

の
法
律
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
が
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
き
は
、
そ
の
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場
所
に
、
被
告
人

と
共
に
出
頭
す
る
こ
と
。

二

被
告
人
の
住
居
、
労
働
又
は
通
学
の
状
況
、
身
分
関
係
そ

の
他
の
そ
の
変
更
が
被
告
人
が
逃
亡
す
る
と
疑
う
に
足
り
る

相
当
な
理
由
の
有
無
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
生
活
上
又
は

身
分
上
の
事
項
と
し
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

イ

裁
判
所
の
指
定
す
る
時
期
に
、
当
該
時
期
に
お
け
る
当

該
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ

の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
こ
と
。

第
九
十
八
条
の
五

監
督
者
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、
監
督
保
証

（
新
設
）

金
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

監
督
保
証
金
額
は
、
監
督
者
と
し
て
選
任
す
る
者
の
資
産
及

び
被
告
人
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
前
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
命
ず
る
事
項
及
び
被
告
人
の
出
頭
を
保
証
す

る
に
足
り
る
相
当
な
金
額
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
六

監
督
者
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
保
釈
を
許

（
新
設
）
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す
決
定
は
、
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保

証
金
及
び
監
督
保
証
金
の
納
付
が
あ
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
執

行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②

監
督
者
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
第
九
十
五
条
第
一
項
前
段

の
決
定
は
、
監
督
保
証
金
の
納
付
が
あ
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
、

執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③

第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
監
督
保
証
金

の
納
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

二
項
中
「
保
釈
請
求
者
で
な
い
者
」
と
あ
る
の
は
「
監
督
者
で

な
い
者
（
被
告
人
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
被
告

人
」
と
あ
る
の
は
「
被
告
人
及
び
監
督
者
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
九
十
八
条
の
七

裁
判
所
は
、
監
督
者
を
選
任
し
た
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、
被
告
人
の
召
喚
が
さ
れ
た
と
き
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は

他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
が
指
定
の
日
時
及
び
場
所
に

出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
監
督
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
日
時
及
び
場
所
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
第
九
十
八
条
の
四
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
出
頭
が
あ
つ
た
と
き
は
そ
の
旨

を
、
同
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る

報
告
が
あ
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
報
告
の
内
容
を
、
同

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
出
頭
若

し
く
は
同
項
（
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
る
報
告
が
な
か
つ
た
と
き
又
は
同
項
（
第
二
号
ロ
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ

た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
速
や
か
に
検
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察
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
八

裁
判
所
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

（
新
設
）

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権

で
、
監
督
者
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

監
督
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
九
十
八
条
の
四
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

二

心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
監
督
者
が
第
九
十

八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
つ
た
と
き
。

三

監
督
者
か
ら
解
任
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
。

②

前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
監

督
者
を
解
任
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
監
督
保

証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
九

裁
判
所
は
、
監
督
者
を
解
任
し
た
場
合
又
は

（
新
設
）

監
督
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
決
定
で
、
保
釈
又
は
勾
留
の

執
行
停
止
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認

め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

被
告
人
が
保
釈
さ
れ
て
い
る
場
合

新
た
に
適
当
と
認
め

る
者
を
監
督
者
と
し
て
選
任
し
、
又
は
保
証
金
額
を
増
額
す

る
こ
と
。

二

被
告
人
が
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
場
合

新
た

に
適
当
と
認
め
る
者
を
監
督
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
。

③

裁
判
所
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
監
督
者
を
選
任
す
る
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場
合
に
は
、
監
督
保
証
金
を
納
付
す
べ
き
期
限
を
指
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

④

裁
判
所
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
前
項
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

裁
判
所
は
、
第
三
項
の
期
限
ま
で
に
監
督
保
証
金
の
納
付
が

な
か
つ
た
と
き
は
、
監
督
者
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

裁
判
所
は
、
第
二
項
前
段
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
監
督
者
を
選
任
す
る

場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
保
証
金
額
を
減
額

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦

裁
判
所
は
、
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
額
を
増
額

す
る
場
合
に
は
、
増
額
分
の
保
証
金
を
納
付
す
べ
き
期
限
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項

の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑧

第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定

す
る
場
合
に
お
け
る
増
額
分
の
保
証
金
の
納
付
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
保
釈
請
求
者

」
と
あ
る
の
は
、
「
被
告
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

⑨

裁
判
所
は
、
第
七
項
の
期
限
ま
で
に
増
額
分
の
保
証
金
の
納

付
が
な
か
つ
た
と
き
は
、
決
定
で
、
保
釈
を
取
り
消
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
十

被
告
人
は
、
第
九
十
八
条
の
八
第
一
項
第
二

（
新
設
）

号
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
監
督
者
が
死
亡
し
た
こ
と
を
知
つ
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
か
つ
た
と
き
は

、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
保
釈
又
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は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

③

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所

は
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
一

監
督
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

（
新
設
）

て
、
第
九
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
（

第
九
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
を
し
な
か
つ
た

こ
と
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消

す
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
監
督
保
証
金
の
全
部
又
は

一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
二

裁
判
所
は
、
保
釈
を
許
す
場
合
に
お
い
て

（
新
設
）

、
被
告
人
が
国
外
に
逃
亡
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の

位
置
及
び
当
該
位
置
に
係
る
時
刻
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
被
告
人
に
対
し
、
位
置
測
定
端
末
（
人
の
身

体
に
装
着
さ
れ
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
、
人
工
衛
星
か
ら
発

射
さ
れ
る
信
号
そ
の
他
こ
れ
を
補
完
す
る
信
号
（
第
三
項
第
一

号
に
お
い
て
「
人
工
衛
星
信
号
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
行

う
当
該
電
子
計
算
機
の
位
置
及
び
当
該
位
置
に
係
る
時
刻
の
測

定
（
以
下
「
位
置
測
定
」
と
い
う
。
）
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
そ
の
身
体
に
装
着
す
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

②

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
位
置
測
定

端
末
装
着
命
令
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
飛
行
場
又
は

港
湾
施
設
の
周
辺
の
区
域
そ
の
他
の
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令

を
受
け
た
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
に
立
ち
入
る
こ
と
と
な
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る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
者
が
所
在
し
て
は
な
ら
な
い
区
域
（

以
下
「
所
在
禁
止
区
域
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。
③

位
置
測
定
端
末
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能
及
び
構
造
を
有
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

位
置
測
定
の
た
め
に
必
要
な
人
工
衛
星
信
号
等
を
受
信
す

る
機
能

二

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
検
知
す
る
機
能

イ

位
置
測
定
端
末
が
装
着
さ
れ
た
者
の
身
体
か
ら
離
れ
た

こ
と
。

ロ

位
置
測
定
に
関
し
て
行
わ
れ
る
信
号
の
送
受
信
（
以
下

「
位
置
測
定
通
信
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
位
置
測
定
端

末
に
係
る
も
の
が
途
絶
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
由
と
し
て

裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の

ハ

ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
な
く
な
つ
た
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
位
置
測
定
端

末
を
装
着
さ
れ
た
者
の
本
邦
か
ら
の
出
国
を
防
止
し
、
又

は
そ
の
位
置
を
把
握
す
る
た
め
に
位
置
測
定
端
末
に
お
い

て
検
知
す
べ
き
事
由
と
し
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も

の

三

前
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
が
検
知
さ
れ
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
、
位
置
測
定
端
末
を
装
着
さ
れ
た

者
に
当
該
事
由
の
発
生
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
第
五
項
の

閲
覧
設
備
に
お
い
て
当
該
事
由
の
発
生
を
確
認
す
る
た
め
に

必
要
な
信
号
を
、
直
接
に
又
は
次
項
の
位
置
測
定
設
備
を
経

由
し
て
、
第
五
項
の
閲
覧
設
備
に
送
信
す
る
機
能

四

人
の
身
体
に
装
着
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又

は
一
部
を
損
壊
す
る
こ
と
な
く
当
該
人
の
身
体
か
ら
取
り
外
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す
こ
と
を
困
難
と
す
る
構
造

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
位
置
測
定
に
関
し
て
必

要
な
機
能
又
は
構
造
と
し
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の

④

位
置
測
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
電
気

通
信
設
備
で
あ
つ
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の
（
第
一
号

及
び
第
九
十
八
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
「
位
置
測
定
設
備

」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
検
知
す
る
機
能

イ

位
置
測
定
端
末
が
所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
す
る
こ
と

。
ロ

位
置
測
定
通
信
で
あ
つ
て
位
置
測
定
設
備
に
係
る
も
の

が
途
絶
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
由
と
し
て
裁
判
所
の
規
則

で
定
め
る
も
の

ハ

ロ
に
掲
げ
る
事
由
が
な
く
な
つ
た
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
位
置
測
定
端

末
を
装
着
さ
れ
た
者
の
本
邦
か
ら
の
出
国
を
防
止
し
、
又

は
そ
の
位
置
を
把
握
す
る
た
め
に
位
置
測
定
設
備
に
お
い

て
検
知
す
べ
き
事
由
と
し
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も

の

二

前
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
が
検
知
さ
れ
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
、
位
置
測
定
端
末
を
装
着
さ
れ
た

者
に
当
該
事
由
の
発
生
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
次
項
の
閲

覧
設
備
に
お
い
て
当
該
事
由
の
発
生
を
確
認
す
る
た
め
に
必

要
な
信
号
を
同
項
の
閲
覧
設
備
に
送
信
す
る
機
能

⑤

位
置
測
定
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
端
末
位
置
情
報
（
位
置

測
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
位
置
測
定
端
末
の
位
置
及
び
当
該
位
置

に
係
る
時
刻
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
表
示

し
て
閲
覧
す
る
こ
と
及
び
第
三
項
第
三
号
又
は
前
項
第
二
号
の
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信
号
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
（
以
下

「
閲
覧
設
備
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
由

二

前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
由

三

第
三
項
第
二
号
ロ
又
は
前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
事
由

四

第
三
項
第
二
号
ハ
又
は
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由

五

第
三
項
第
二
号
ニ
又
は
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
由

第
九
十
八
条
の
十
三

位
置
測
定
端
末
は
、
裁
判
所
の
指
揮
に
よ

（
新
設
）

つ
て
、
裁
判
所
書
記
官
そ
の
他
の
裁
判
所
の
職
員
が
位
置
測
定

端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
の
身
体
に
装
着
す
る
も
の
と
す
る

。
②

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
が
さ
れ
た
と
き
は
、
保
釈
を
許
す

決
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
位
置
測
定
端
末
の
装
着
を
し
た

後
で
な
け
れ
ば
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
十
八
条
の
十
四

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
。

二

位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着
し
続
け
る
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

イ

自
己
の
身
体
に
装
着
さ
れ
た
位
置
測
定
端
末
を
損
壊
す

る
行
為

ロ

位
置
測
定
通
信
に
障
害
を
与
え
る
行
為

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
位
置
測
定
端
末
に

よ
る
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
の
位
置
の
把

握
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
と
し
て
裁
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判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の

四

裁
判
所
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
位
置
測
定
端
末
の
充
電

そ
の
他
の
位
置
測
定
端
末
の
機
能
の
維
持
に
必
要
な
管
理
を

す
る
こ
と
。

五

自
己
の
身
体
に
装
着
さ
れ
た
位
置
測
定
端
末
に
お
い
て
位

置
測
定
通
信
の
う
ち
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の
が
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
裁
判
所

に
対
し
、
当
該
位
置
測
定
端
末
の
損
壊
又
は
機
能
の
障
害
の

有
無
及
び
程
度
、
電
池
の
残
量
、
自
己
の
現
在
地
そ
の
他
の

位
置
測
定
通
信
の
回
復
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
必
要

な
事
項
と
し
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
報
告
す
る

こ
と
。

②

裁
判
所
は
、
位
置
測
定
通
信
の
回
復
そ
の
他
の
位
置
測
定
端

末
を
用
い
て
行
う
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
の
位

置
の
把
握
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
裁
判
所
の
指
定
す
る
日
時
及
び

場
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
五

裁
判
所
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り

（
新
設
）

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を

受
け
た
者
に
対
し
、
期
間
を
指
定
し
て
、
所
在
禁
止
区
域
内
に

所
在
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
期
間
内
に
当
該
所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
は
、
適
用
せ
ず
、
裁
判
所
は
、
位
置
測
定
設
備
に

よ
る
第
九
十
八
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
由
の

発
生
の
検
知
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

②

前
項
前
段
の
期
間
は
、
そ
の
始
期
及
び
終
期
を
日
時
を
も
つ
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て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
前
段
の
期
間

を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

裁
判
所
は
、
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者

に
つ
い
て
、
所
在
禁
止
区
域
内
に
所
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
ま
で
当
該
所
在
禁
止
区
域

内
に
所
在
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
又

は
短
縮
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
二
項
中
「
始
期
及
び
終
期
」
と
あ
る
の
は
、
「
終
期
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

⑥

裁
判
所
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
に
対
し

、
期
間
を
指
定
し
て
、
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着

し
な
い
で
い
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦

前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
の
身

体
か
ら
位
置
測
定
端
末
を
取
り
外
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の

効
力
を
生
じ
な
い
。

⑧

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
の
身
体
に
装
着
さ

れ
た
位
置
測
定
端
末
は
、
裁
判
所
の
指
揮
に
よ
つ
て
、
裁
判
所

書
記
官
そ
の
他
の
裁
判
所
の
職
員
が
取
り
外
す
も
の
と
す
る
。

⑨

前
条
第
一
項
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
第
六
項
の
期
間
内
は
適
用
し
な
い
。

⑩

第
六
項
の
期
間
を
指
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
終
期
を

日
時
を
も
つ
て
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
日
時
に
お
い
て
位

置
測
定
端
末
を
装
着
す
る
た
め
に
出
頭
す
べ
き
場
所
を
指
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑪

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
六
項
の
期
間
を
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。

⑫

裁
判
所
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
に
つ

い
て
、
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着
し
な
い
で
い
る

こ
と
が
で
き
る
期
間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
ま
で
位

置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着
し
な
い
で
い
る
必
要
が
な

く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

第
九
十
八
条
の
十
六

位
置
測
定
端
末
を
装
着
さ
せ
る
必
要
が
な

（
新
設
）

く
な
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
位
置
測
定
端
末
装

着
命
令
を
受
け
た
者
若
し
く
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
又
は

職
権
で
、
決
定
で
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
取
り
消
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速

や
か
に
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
身

体
か
ら
位
置
測
定
端
末
を
取
り
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

前
条
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
位
置
測

定
端
末
の
取
り
外
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
九
十
八
条
の
十
七

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
は
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

保
釈
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
八
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た

と
き
。

二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
第
三
百
四
十
三
条
第
二
項
前
段
（
第
四
百
四
条
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に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
十
八
条
の
二
十
第

五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九

十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
に
収

容
さ
れ
た
と
き
。

三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判

決
の
宣
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
判
決
に
係
る
刑

の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
と
き
。

四

無
罪
、
免
訴
、
刑
の
免
除
、
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
、
公

訴
棄
却
（
第
三
百
三
十
八
条
第
四
号
（
第
四
百
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
、

罰
金
若
し
く
は
科
料
の
裁
判
又
は
勾
留
を
取
り
消
す
裁
判
の

告
知
が
あ
つ
た
と
き
。

五

勾
留
状
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
（
第
三
号
の
判
決
が
確
定

し
た
場
合
及
び
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
り
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
が
効
力
を
失

つ
た
と
き
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
位
置
測
定
端
末
装
着

命
令
が
効
力
を
失
つ
た
者
の
身
体
か
ら
位
置
測
定
端
末
を
取
り

外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

第
九
十
八
条
の
十
五
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
位
置
測
定
端
末
の
取
り
外
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

④

裁
判
所
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
八
条
の
十
五

第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事

施
設
に
収
容
さ
れ
た
者
の
身
体
か
ら
位
置
測
定
端
末
を
取
り
外

す
と
き
は
、
刑
事
施
設
職
員
を
指
揮
し
て
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
八

裁
判
所
は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を

（
新
設
）

受
け
た
被
告
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
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る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で

、
保
釈
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
九
十
八
条
の
十
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
所
在
禁
止
区
域
内
に

所
在
し
た
と
き
。

二

第
九
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の

身
体
か
ら
取
り
外
し
、
又
は
装
着
し
な
か
つ
た
と
き
。

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
三

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き

。
四

正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第

四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
管
理
を
し
な

か
つ
た
と
き
。

五

正
当
な
理
由
が
な
く
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第
五

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

六

第
九
十
八
条
の
十
四
第
二
項
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
さ

れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し

な
い
と
き
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所

は
、
決
定
で
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

③

監
督
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
（
第

二
号
（
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
身
体
に
装
着
し
な
い
で
い
る

こ
と
が
で
き
る
期
間
の
終
期
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
当

該
日
時
に
お
い
て
位
置
測
定
端
末
を
装
着
す
る
た
め
に
出
頭
す

べ
き
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
か
つ
た
こ
と
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に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
六
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
釈
を
取
り
消
す
と
き
は
、
裁

判
所
は
、
決
定
で
、
監
督
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
十
九

裁
判
所
は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を

（
新
設
）

受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で

、
当
該
被
告
人
を
勾
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
明
ら

か
に
勾
引
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

閲
覧
設
備
に
お
い
て
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
と
き
。

二

閲
覧
設
備
に
お
い
て
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
後
、
裁
判
所
の
規
則
で

定
め
る
時
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
、
同
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
第

九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
な
か
つ
た
と
き
。

第
九
十
八
条
の
二
十

裁
判
所
は
、
閲
覧
設
備
に
お
い
て
第
九
十

（
新
設
）

八
条
の
十
二
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

検
察
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
閲
覧
設
備
に
お
い
て
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
五
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
事
由
の
発
生
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
事
由
の
発
生
に
係

る
位
置
測
定
端
末
の
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
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と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生

を
確
認
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
の
発
生
を
検
知
す
る

前
の
も
の
に
限
り
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
を
確

認
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
ご
と
に
裁
判
所
の
規
則
で

定
め
る
時
前
の
も
の
に
限
る
。

③

検
察
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は

、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
、
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
端
末

位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

裁
判
所
が
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
規
定

に
よ
る
勾
引
を
嘱
託
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
裁
判
官
所

属
の
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
も
、
裁

判
所
又
は
受
託
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
て
、
第
二
項
の
規
定
の

例
に
よ
り
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

⑤

検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
（
前
項
に
規
定

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
託
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事
務
官
又
は

当
該
検
察
庁
の
所
在
地
に
お
い
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

司
法
警
察
職
員
を
含
む
。
）
は
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を

受
け
た
者
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
（
同
項
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
裁
判
所
又
は
受
託
裁
判
官
）
の
許

可
を
受
け
て
、
当
該
者
に
係
る
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

勾
引
状
を
執
行
す
る
と
き
。

二

第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

三
百
四
十
三
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
次
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
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り
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
と
き
。

⑥

裁
判
所
は
、
位
置
測
定
端
末
そ
の
他
の
位
置
測
定
の
用
に
供

さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
保
守
点
検
、
修
理
そ
の
他
の
管
理
の

た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
位
置
測
定
端
末
の
端
末

位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
し
、
又
は
当
該
管
理
の
た
め
に
必

要
と
認
め
る
者
に
表
示
さ
せ
て
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
二
十
一

裁
判
所
は
、
自
ら
第
九
十
八
条
の
十
九

（
新
設
）

各
号
に
掲
げ
る
事
由
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
勾
引
に
関
す
る
権
限
を

裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
裁
判
所
の
裁
判
官
に
委
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
当
該
勾
引
に

関
し
、
適
当
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
任
を
受
け
た
裁
判
官
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
受
任
裁
判
官
」
と
い
う
。
）
は
、
第
九
十
八
条
の

十
九
の
規
定
に
よ
る
勾
引
に
関
し
裁
判
所
又
は
裁
判
長
と
同
一

の
権
限
を
有
す
る
。

③

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は

、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
受
任
裁
判
官
（
受
任
裁
判
官
が
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
十
八
条
の
十
九
の
規
定

に
よ
る
勾
引
を
嘱
託
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
任
裁
判
官
又

は
受
託
裁
判
官
）
の
許
可
を
受
け
て
、
位
置
測
定
端
末
装
着
命

令
を
受
け
た
者
に
係
る
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し
て
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

勾
引
状
を
執
行
す
る
場
合

受
任
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所

に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事
務
官
、
当

該
検
察
庁
の
所
在
地
に
お
い
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

司
法
警
察
職
員
、
当
該
執
行
を
指
揮
す
る
検
察
官
又
は
当
該
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執
行
を
す
る
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員

二

第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施

設
に
収
容
す
る
場
合

受
任
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
に
対
応

す
る
検
察
庁
の
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事
務
官
、
当
該
検
察

庁
の
所
在
地
に
お
い
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
司
法
警

察
職
員
、
当
該
収
容
を
指
揮
す
る
検
察
官
又
は
当
該
収
容
を

す
る
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員

④

受
任
裁
判
官
は
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
二
十
二

端
末
位
置
情
報
の
閲
覧
は
、
第
九
十
八

（
新
設
）

条
の
二
十
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
前
条
第
三
項
及
び
第
四

項
並
び
に
第
四
百
八
十
九
条
の
二
の
場
合
を
除
き
、
し
て
は
な

ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
二
十
三

裁
判
長
は
、
急
速
を
要
す
る
場
合
に
は

（
新
設
）

、
第
九
十
八
条
の
十
九
及
び
第
九
十
八
条
の
二
十
の
規
定
に
よ

る
処
分
を
し
、
又
は
合
議
体
の
構
成
員
に
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
の
二
十
四

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者

（
新
設
）

が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
一
年
以
下

の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

一

第
九
十
八
条
の
十
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
所
在
禁
止
区
域
内
に

所
在
し
た
と
き
。

二

第
九
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

な
い
で
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
位
置
測
定
端
末
を
自
己
の
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身
体
か
ら
取
り
外
し
、
又
は
装
着
し
な
か
つ
た
と
き
。

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
三

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き

。

②

位
置
測
定
端
末
装
着
命
令
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る

。一

正
当
な
理
由
が
な
く
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
第
五

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

二

第
九
十
八
条
の
十
四
第
二
項
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
さ

れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し

な
い
と
き
。

第
百
九
十
九
条

（
略
）

第
百
九
十
九
条

（
略
）

②

裁
判
官
は
、
被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る

②

裁
判
官
は
、
被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る

相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
又
は
司
法
警

相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
又
は
司
法
警

察
員
（
警
察
官
た
る
司
法
警
察
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
安
委

察
員
（
警
察
官
た
る
司
法
警
察
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
安
委

員
会
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
警
部
以
上
の
者

員
会
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
警
部
以
上
の
者

に
限
る
。
次
項
及
び
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

に
限
る
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
請
求
に
よ
り
、
前

。
）
の
請
求
に
よ
り
、
前
項
の
逮
捕
状
を
発
す
る
。
た
だ
し
、

項
の
逮
捕
状
を
発
す
る
。
但
し
、
明
ら
か
に
逮
捕
の
必
要
が
な

明
ら
か
に
逮
捕
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

③

（
略
）

③

（
略
）

第
二
百
一
条
の
二

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
次
に
掲
げ
る

（
新
設
）

者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
個
人
を
特
定

さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
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、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項
本
文
の
請

求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て

、
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
逮
捕
状
の
抄
本
そ
の
他

の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

。一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く

は
第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若
し
く

は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は

結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第

二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪

を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る

事
件

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第

三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項

の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規

制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四

条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
件
の
ほ
か
、
犯
行
の
態
様
、
被

害
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
被
害
者
の
個
人
特
定

事
項
が
被
疑
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
件

⑴

被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合

若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が
あ
る
場
合
に
お
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け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平

穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

⑵

⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
若
し
く
は
そ
の

親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら

の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ

れ
る
お
そ
れ

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
個
人
特
定
事
項
が
被
疑
者
に

知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
者

イ

そ
の
者
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ

れ
る
お
そ
れ

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
者
若
し
く
は
そ
の
親

族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者

を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お

そ
れ

②

裁
判
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
逮
捕
状
を
発
す

る
と
き
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
、

当
該
請
求
に
係
る
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に

よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
記
載
し
た
逮
捕
状
の
抄
本
そ
の
他
の

逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
請
求
に
係
る
者
が
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者

に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
③

前
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ

た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
逮
捕
状
に

よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
に
当
た
り
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
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も
の
を
被
疑
者
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

④

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
所
持
し

な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
急

速
を
要
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
被
疑
者
に
対
し
、
逮
捕
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項

の
う
ち
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
に
記
載
が
な
い
も
の
を
明

ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
告
げ
る
と
と

も
に
、
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
旨
を
告
げ
て
、
逮
捕
状
に

よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
逮

捕
状
に
代
わ
る
も
の
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
条
の
二

検
察
官
は
、
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一

（
新
設
）

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必

要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
勾
留
の
請
求
と
同
時
に

、
裁
判
官
に
対
し
、
勾
留
を
請
求
さ
れ
た
被
疑
者
に
被
疑
事
件

を
告
げ
る
に
当
た
つ
て
は
当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し

な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
及
び
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
当
該

個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
勾
留
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
留

状
に
代
わ
る
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

②

裁
判
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、

勾
留
を
請
求
さ
れ
た
被
疑
者
に
被
疑
事
件
を
告
げ
る
に
当
た
つ

て
は
、
当
該
請
求
に
係
る
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い

方
法
に
よ
る
と
と
も
に
、
前
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
勾

留
状
を
発
す
る
と
き
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
被
疑
者
に
示
す
も
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の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に

よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
記
載
し
た
勾
留
状
の
抄
本
そ
の
他
の

勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
請
求
に
係
る
者
が
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
七
条
の
三

裁
判
官
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措

（
新
設
）

置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
疑
者
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り

、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
被
疑

者
に
通
知
す
る
旨
の
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
個
人
特
定
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
で
あ
る
と
き
。

イ

被
害
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
事
件
に

係
る
罪
が
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に

規
定
す
る
も
の
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
係
る

事
件
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
し
な
い
と
き
。

ロ

被
害
者
以
外
の
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係

る
者
が
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に

該
当
し
な
い
と
き
。

二

当
該
措
置
に
よ
り
被
疑
者
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

②

裁
判
官
は
、
前
項
の
請
求
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
と
き
は
、

検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

裁
判
官
は
、
第
一
項
の
裁
判
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
一
部
を
被
疑
者
に
通
知
す
る
旨

の
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
検
察
官
に
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対
し
、
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
（

当
該
裁
判
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
記
載
し

た
勾
留
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

④

第
七
十
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の

裁
判
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

⑤

第
一
項
の
裁
判
を
執
行
す
る
に
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
に
つ
い
て
当
該
裁
判

が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
勾
留
状
を
、
当
該
個
人
特
定
事
項

の
一
部
に
つ
い
て
当
該
裁
判
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三

項
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
を
、
被
疑
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
百
八
条

第
二
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
を
勾
留
し
た

第
二
百
八
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
を
勾
留
し
た
事
件
に

事
件
に
つ
き
、
勾
留
の
請
求
を
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
公
訴

つ
き
、
勾
留
の
請
求
を
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
公
訴
を
提
起

を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
検
察
官
は
、
直
ち
に
被
疑
者
を
釈
放

し
な
い
と
き
は
、
検
察
官
は
、
直
ち
に
被
疑
者
を
釈
放
し
な
け

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
二
百
八
条
の
三

期
間
を
指
定
さ
れ
て
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ

（
新
設
）

れ
た
被
疑
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期
間
の
終
期
と

し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
出
頭
す
べ
き
場
所
と
し
て
指
定
さ

れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処

す
る
。

第
二
百
八
条
の
四

裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
い
で
指
定
さ
れ
た

（
新
設
）

期
間
を
超
え
て
制
限
さ
れ
た
住
居
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
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条
件
を
付
さ
れ
て
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
被
疑
者
が
、
当

該
条
件
に
係
る
住
居
を
離
れ
、
当
該
許
可
を
受
け
な
い
で
、
正

当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に
帰
着
し

な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

②

前
項
の
被
疑
者
が
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
同
項
の
住
居

を
離
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
住
居
を
離
れ
る
こ
と
が

で
き
る
期
間
と
し
て
指
定
さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に

帰
着
し
な
い
と
き
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

第
二
百
八
条
の
五

勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ
、
検
察
官

（
新
設
）

か
ら
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
た
被
疑
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、

指
定
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以

下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
二
百
二
十
四
条

（
略
）

第
二
百
二
十
四
条

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
二
百
七
条
の
二
及
び
第
二
百
七
条
の
三
の
規
定
は
、
第
一

（
新
設
）

項
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二

百
七
条
の
二
中
「
勾
留
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
処
分
を
」
と
、
同
条
並
び
に
第
二
百
七
条
の

三
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
勾
留
状
」
と
あ
る
の
は
「
鑑
定
留

置
状
」
と
、
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
五
項
本
文

の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
二
十
四
条
第
二
項
前

段
の
規
定
に
よ
り
第
百
六
十
七
条
の
場
合
に
準
じ
て
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
二
十
四
条
の
二

第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
前
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条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
七
条
の
二
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
一
項
中
「
勾
留
状
の
謄
本
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
す

る
。

第
二
百
五
十
六
条
の
二

検
察
官
は
、
公
訴
の
提
起
と
同
時
に
、

（
新
設
）

被
告
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
裁
判
所

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
公
訴
の
提
起
後
速
や
か
に
こ
れ
を
提
出
す

れ
ば
足
り
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
二

検
察
官
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
次

（
新
設
）

に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状

の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら

れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く

は
第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若
し
く

は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は

結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第

二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪

を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
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し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る

事
件

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第

三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項

の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規

制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四

条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
件
の
ほ
か
、
犯
行
の
態
様
、
被

害
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
被
害
者
の
個
人
特
定

事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
件

⑴

被
害
者
等
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く

害
さ
れ
る
お
そ
れ

⑵

⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
若
し
く
は
そ
の

親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら

の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ

れ
る
お
そ
れ

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
個
人
特
定
事
項
が
被
告
人
に

知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
者

イ

そ
の
者
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ

れ
る
お
そ
れ

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
者
若
し
く
は
そ
の
親

族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者

を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お

そ
れ

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
は
、
公
訴
の
提
起
に
お
い
て
、
裁

判
所
に
対
し
、
起
訴
状
と
と
も
に
、
被
告
人
に
送
達
す
る
も
の
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と
し
て
、
当
該
求
め
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
起

訴
状
の
抄
本
そ
の
他
の
起
訴
状
の
謄
本
に
代
わ
る
も
の
（
以
下

「
起
訴
状
抄
本
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

③

前
項
の
場
合
に
は
、
起
訴
状
抄
本
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公

訴
事
実
を
第
二
百
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
訴
事
実
と

み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
項
中
「
で
き
る
限
り
日
時
、
場
所
及
び
方
法
を
以
て
罪
と

な
る
べ
き
事
実
」
と
あ
る
の
は
、
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と

す
る
。

④

裁
判
所
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遅

滞
な
く
起
訴
状
抄
本
等
を
被
告
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
五
十
五
条
及
び
前
条
第
二

項
中
「
起
訴
状
の
謄
本
」
と
あ
る
の
は
、
「
起
訴
状
抄
本
等
」

と
す
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
三

検
察
官
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
に
弁

護
人
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
弁
護
人
に
送
達
す
る

も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
②

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が

あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、
起
訴
状
に
記

載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な

い
も
の
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し

て
起
訴
状
の
謄
本
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

検
察
官
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
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規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑴
若

し
く
は
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平

穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
又
は
同
項
第
一
号
ハ
⑵
若
し
く
は

第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
の
謄
本
に
代
え

て
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が

あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、
起
訴
状
抄
本

等
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
四

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第

（
新
設
）

二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
後
に
弁

護
人
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
検
察
官
に
そ
の
旨

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
裁
判
所
に
対
し
、
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し

て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が

あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、
起
訴
状
に
記

載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な

い
も
の
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し

て
起
訴
状
の
謄
本
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

検
察
官
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の

規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一

項
第
一
号
ハ
⑴
若
し
く
は
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
若
し
く

は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
又
は
同
項
第
一

号
ハ
⑵
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
な
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い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴

状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴

状
抄
本
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が

あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、
起
訴
状
抄
本

等
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
五

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第

（
新
設
）

四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は

弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の

全
部
又
は
一
部
を
被
告
人
に
通
知
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
個
人
特
定
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
で
あ
る
と
き
。

イ

被
害
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
事
件
に

係
る
罪
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及
び

ロ
に
規
定
す
る
も
の
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
措
置
に

係
る
事
件
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
し
な
い
と
き

。
ロ

被
害
者
以
外
の
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係

る
者
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
な
い
と
き
。

二

当
該
措
置
に
よ
り
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

②

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
四
項
又
は
前
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
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護
人
の
請
求
に
よ
り
、
弁
護
人
に
対
し
、
当
該
措
置
に
係
る
個

人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を

付
し
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
通
知
す
る
旨

の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第

一
号
ハ
⑴
及
び
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
又
は
社
会
生
活

の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
一
号
ハ
⑵

及
び
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
る
と
き
。

二

当
該
措
置
に
よ
り
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

③

裁
判
所
は
、
前
二
項
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
と
き
は

、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

第
一
項
又
は
第
二
項
の
決
定
に
係
る
通
知
は
、
裁
判
所
が
、

当
該
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
し
た
個
人
特
定
事
項
を
記

載
し
た
書
面
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

⑤

第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
に
つ
い
て
し
た
決
定
に
対
し
て

は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第

（
新
設
）

一
項
又
は
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴

状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
記
載

さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い

も
の
（
前
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場

合
に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
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認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
が
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
又
は
謄
写
す
る
に

当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
個

人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を

付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る

者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他

の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
三
項
又
は
第
二
百
七

十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が

あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事

項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十

一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に

該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の

意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
が
第
四
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲

覧
し
又
は
謄
写
す
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
当
該
個
人
特

定
事
項
が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧

若
し
く
は
謄
写
を
禁
じ
、
又
は
当
該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人

に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告

人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明

力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利

害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の

他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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③

裁
判
所
は
、
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
起

訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に

記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
、
弁
護
人
か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ

つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載

し
た
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら

に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る

時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資

す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の

防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

④

裁
判
所
は
、
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
起

訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に

記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
、
弁
護
人
か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ

つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
記
載
し
た

調
書
の
抄
本
で
あ
つ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
も

の
を
交
付
し
、
又
は
弁
護
人
に
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
記
載

し
た
調
書
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
当

該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条

件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
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法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事

項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告

人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な

不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
⑤

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に

記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が

な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の

も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
そ
の
他

訴
訟
関
係
人
（
検
察
官
及
び
弁
護
人
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
十

六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官

及
び
当
該
請
求
を
し
た
被
告
人
そ
の
他
訴
訟
関
係
人
の
意
見
を

聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し

た
調
書
の
抄
本
で
あ
つ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い

も
の
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定

事
項
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被

告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的

な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

⑥

裁
判
所
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴

状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記

載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お

い
て
、
検
察
官
及
び
被
告
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る

と
き
は
、
被
告
人
が
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
判
調
書
を
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閲
覧
し
又
は
そ
の
朗
読
を
求
め
る
に
つ
い
て
、
こ
の
う
ち
当
該

個
人
特
定
事
項
が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分

の
閲
覧
を
禁
じ
、
又
は
当
該
部
分
の
朗
読
の
求
め
を
拒
む
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の
供
述

の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者

と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と

き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
七

裁
判
所
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第

（
新
設
）

二
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
三
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の

五
第
二
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
付
し
た
条
件
に
弁
護
人
が
違
反
し
た
と
き
、
又
は
同
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
の

指
定
に
弁
護
人
が
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
弁

護
人
に
つ
い
て
は
当
該
弁
護
士
の
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
日

本
弁
護
士
連
合
会
に
通
知
し
、
適
当
な
処
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
と
つ
た
処

置
を
そ
の
請
求
を
し
た
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
第
二
百
七
十
一
条
の
八

裁
判
所
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
あ
つ

（
新
設
）

て
は
裁
判
長
及
び
合
議
体
の
構
成
員
を
、
第
二
号
及
び
第
三
号

に
あ
つ
て
は
第
六
十
六
条
第
四
項
の
裁
判
官
並
び
に
裁
判
長
及

び
合
議
体
の
構
成
員
を
含
み
、
第
五
号
に
あ
つ
て
は
裁
判
官
と

す
る
。
）
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
起
訴
状
に
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記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が

な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の

も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
第

六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
被
告
事
件
の
告
知
を
す
る
こ
と
。

二

勾
引
状
又
は
勾
留
状
を
発
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
と

同
時
に
、
被
告
人
に
示
す
も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事

項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
公
訴
事
実
の
要
旨
を
記

載
し
た
勾
引
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
引
状
に
代
わ
る
も
の
又

は
勾
留
状
の
抄
本
そ
の
他
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
を
交
付

す
る
こ
と
。

三

当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
第

七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
訴
事
実
の
要
旨
の
告
知

を
し
、
又
は
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
。

四

当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
第

七
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
訴
事
実
の
要
旨
の
告
知

を
し
、
又
は
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
。

五

当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
第

二
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
被
告
事
件
の
告
知
を
す

る
こ
と
。

②

前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
勾

引
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
七
十

三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
前
段
中
「
こ
れ
」
と
あ
り
、
同
条
第
三
項
中
「
勾
引
状

又
は
勾
留
状
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
た
だ
し
書
中
「
令
状
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
引
状

に
代
わ
る
も
の
」
と
、
同
項
中
「
公
訴
事
実
の
要
旨
及
び
」
と
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あ
る
の
は
「
勾
引
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
第

二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
引
状
に
代
わ
る
も
の

に
記
載
が
な
い
も
の
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
公
訴
事

実
の
要
旨
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
」
と
す
る
。

③

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る

勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
七

十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
二
項
中
「
こ
れ
」
と
あ
り
、
同
条
第
三
項
中
「
勾
引
状
又

は
勾
留
状
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
た
だ
し
書
中
「
令
状
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に

代
わ
る
も
の
」
と
、
同
項
中
「
公
訴
事
実
の
要
旨
及
び
」
と
あ

る
の
は
「
勾
留
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
第
二

百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
に

記
載
が
な
い
も
の
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
公
訴
事
実

の
要
旨
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
」
と
す
る
。

④

裁
判
長
又
は
合
議
体
の
構
成
員
は
、
第
一
項
（
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の

交
付
が
あ
つ
た
場
合
又
は
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

、
勾
留
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
こ
れ
ら
の
勾

留
状
に
代
わ
る
も
の
に
記
載
が
な
い
も
の
（
第
二
百
七
十
一
条

の
五
第
一
項
の
決
定
又
は
第
二
百
七
条
の
三
第
一
項
の
裁
判
に

よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
第
二
百
七

十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の

に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人

の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
勾
留
の
理
由
の
開

示
を
す
る
に
当
た
り
、
当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な

い
方
法
に
よ
り
被
告
事
件
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑤

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る

勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
又
は
第
二
百
七

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付

が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
九
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
勾
留
状
の
謄
本
」
と
あ
る
の
は
、
「

第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も

の
又
は
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も

の
」
と
す
る
。

⑥

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場

合
又
は
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勾
留
状
に
代

わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
百
六
十
七
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
九
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
百
七
十
八
条
の
二

保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た

（
新
設
）

被
告
人
が
、
召
喚
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
く
公
判
期
日
に
出

頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
二
百
七
十
八
条
の
三

（
略
）

第
二
百
七
十
八
条
の
二

（
略
）

②
～
⑥

（
略
）

②
～
⑥

（
略
）

第
二
百
九
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
取
り
扱

第
二
百
九
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
取
り
扱

う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
被
害
者
等
若
し
く
は
当
該
被

う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被

害
者
の
法
定
代
理
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁

害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が

護
士
か
ら
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄

を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
害
者
特
定
事
項
（
氏
名

弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法

及
び
住
所
そ
の
他
の
当
該
事
件
の
被
害
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と

定
代
理
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら
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と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
開
の
法
廷
で
明
ら

申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

か
に
し
な
い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
害
者
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所

そ
の
他
の
当
該
事
件
の
被
害
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事

項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
開
の
法
廷
で
明
ら
か
に
し
な

い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
二
百
九
十
一
条

（
略
）

第
二
百
九
十
一
条

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら

（
新
設
）

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
後
段
（
前
項
前
段
の
規
定
に

よ
り
第
二
項
後
段
と
同
様
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
当
該
措
置
に

係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
第
二
百
七
十

一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
後
段
中
「
起
訴
状
」
と
あ
る

の
は
、
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
に
つ
い
て
第
二
百
七
十
一
条
の

五
第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
起
訴
状
を
、
第

二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
個
人

特
定
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
当
該
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ

て
は
起
訴
状
抄
本
等
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
に
規

定
す
る
書
面
」
と
す
る
。

⑤

裁
判
長
は
、
第
一
項
の
起
訴
状
の
朗
読
が
終
わ
つ
た
後
、
被

④

裁
判
長
は
、
起
訴
状
の
朗
読
が
終
つ
た
後
、
被
告
人
に
対
し

告
人
に
対
し
、
終
始
沈
黙
し
、
又
は
個
々
の
質
問
に
対
し
陳
述

、
終
始
沈
黙
し
、
又
は
個
々
の
質
問
に
対
し
陳
述
を
拒
む
こ
と

を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
旨
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
被

が
で
き
る
旨
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
被
告
人
の
権
利

告
人
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
告
げ
た
上
、
被

を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
告
げ
た
上
、
被
告
人
及
び
弁



- -45

告
人
及
び
弁
護
人
に
対
し
、
被
告
事
件
に
つ
い
て
陳
述
す
る
機

護
人
に
対
し
、
被
告
事
件
に
つ
い
て
陳
述
す
る
機
会
を
与
え
な

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
九
十
一
条
の
二

被
告
人
が
、
前
条
第
五
項
の
手
続
に
際

第
二
百
九
十
一
条
の
二

被
告
人
が
、
前
条
第
四
項
の
手
続
に
際

し
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
を

し
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
を

陳
述
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
被
告
人
及
び
弁
護

陳
述
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
被
告
人
及
び
弁
護

人
の
意
見
を
聴
き
、
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
の
あ
つ
た
訴
因
に

人
の
意
見
を
聴
き
、
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
の
あ
つ
た
訴
因
に

限
り
、
簡
易
公
判
手
続
に
よ
つ
て
審
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
す

限
り
、
簡
易
公
判
手
続
に
よ
つ
て
審
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
短
期

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
短
期

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
事
件
に
つ
い
て
は

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
事
件
に
つ
い
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
九
十
九
条
の
三

検
察
官
は
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項

第
二
百
九
十
九
条
の
三

検
察
官
は
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
証
人
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
又

の
規
定
に
よ
り
証
人
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
又

は
証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
る
に

は
証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
る
に

当
た
り
、
被
害
者
特
定
事
項
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

当
た
り
、
被
害
者
特
定
事
項
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

、
被
害
者
等
の
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害

、
被
害
者
等
の
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
被
害
者
若
し
く

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
被
害
者
若
し
く

は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
若
し
く
は
こ

は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
若
し
く
は
こ

れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ

れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
に
対
し
、
そ
の

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
に
対
し
、
そ
の

旨
を
告
げ
、
被
害
者
特
定
事
項
が
、
被
告
人
の
防
御
に
関
し
必

旨
を
告
げ
、
被
害
者
特
定
事
項
が
、
被
告
人
の
防
御
に
関
し
必

要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
被
告
人
そ
の
他
の
者
に
知
ら
れ
な
い

要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
被
告
人
そ
の
他
の
者
に
知
ら
れ
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二

よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
被
告

百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
を
提

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

出
し
た
場
合
を
除
き
、
被
告
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

は
、
被
害
者
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
項
以

と
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
特
定
事
項
の
う
ち
起

外
の
も
の
に
限
る
。

訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
項
以
外
の
も
の
に
限
る
。
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第
二
百
九
十
九
条
の
四

（
略
）

第
二
百
九
十
九
条
の
四

（
略
）

②

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
の
氏
名
及
び

（
新
設
）

住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七

十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
し

た
場
合
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
訴
因

変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
（
同
項
に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
請

求
書
面
抄
本
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
た
場
合
（
第
三
百
十
二
条
第

一
項
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
第
七

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
氏
名
又
は
住
居
が
起

訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に

記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
（
第
三
百
十
二

条
第
四
項
に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特

定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い

も
の
（
い
ず
れ
も
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
（
第
三
百
十

二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く

。
第
七
項
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
、
か
つ
、

第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
証
人
、
鑑
定

人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
証
人
」
と
す
る

。
③

検
察
官
は
、
第
一
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
本
文
の

②

検
察
官
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
本
文
の
規

規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
は
同
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
を

定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
は
同
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
を
防

防
止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
被
告
人
に
弁

止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
被
告
人
に
弁
護
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護
人
が
な
い
と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
証
人
、
鑑
定
人
、
通

人
が
な
い
と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳

訳
人
又
は
翻
訳
人
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な

人
又
は
翻
訳
人
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被

被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る

告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質

と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的

的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
被
告
人

な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
被
告
人
及

及
び
弁
護
人
に
対
し
、
そ
の
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻

び
弁
護
人
に
対
し
、
そ
の
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳

訳
人
の
氏
名
又
は
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き

人
の
氏
名
又
は
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
し
、
氏

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
し
、
氏
名

名
に
あ
つ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
つ
て
は
こ

に
あ
つ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
つ
て
は
こ
れ

れ
に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
④

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
の
氏
名
及
び

（
新
設
）

住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七

十
一
条
の
三
第
三
項
又
は
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り

起
訴
状
抄
本
等
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し

た
場
合
（
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
が

あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て

、
当
該
氏
名
又
は
住
居
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事

項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更

等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更

等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
（
い
ず
れ
も
第
二
百

七
十
一
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三

百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
九

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
二
百
七
十
一
条

の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
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す
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
中
「
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の

供
述
」
と
あ
る
の
は
「
証
人
の
供
述
」
と
、
「
そ
の
証
人
、
鑑

定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
氏

名
」
と
す
る
。

⑤

第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
に
弁
護

（
新
設
）

人
が
な
い
と
き
も
、
第
三
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
供

述
」
と
あ
る
の
は
「
証
人
の
供
述
」
と
、
「
そ
の
証
人
、
鑑
定

人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
氏
名

」
と
す
る
。

⑥

検
察
官
は
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠

③

検
察
官
は
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠

書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お

書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お

い
て
、
証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
に
氏
名
若
し
く
は
住
居
が

い
て
、
証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
に
氏
名
若
し
く
は
住
居
が

記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
検
察
官
が

記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
検
察
官
が

証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
若
し
く
は
翻
訳
人
と
し
て
尋
問
を
請

証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
若
し
く
は
翻
訳
人
と
し
て
尋
問
を
請

求
す
る
も
の
若
し
く
は
供
述
録
取
書
等
の
供
述
者
（
以
下
こ
の

求
す
る
も
の
若
し
く
は
供
述
録
取
書
等
の
供
述
者
（
以
下
こ
の

項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
検
察
官
請
求
証
人
等
」
と
い
う
。

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
検
察
官
請
求
証
人
等
」
と
い
う
。
）

）
若
し
く
は
検
察
官
請
求
証
人
等
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財

若
し
く
は
検
察
官
請
求
証
人
等
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産

産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑

に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ

さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
弁

弁
護
人
に
対
し
、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を

護
人
に
対
し
、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与

与
え
た
上
で
、
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
氏
名
又
は
住
居
を

え
た
上
で
、
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
氏
名
又
は
住
居
を
被

被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被

告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告

告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で

人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
供
述
の
証
明
力

る
。
た
だ
し
、
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
供
述
の
証
明
力
の

の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害

判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関

関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他

係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
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の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑦

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠
書
類
又
は
証

（
新
設
）

拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
第
二

百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
を
提

出
し
た
場
合
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、

起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等

に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ

た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記

載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、

前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の

検
察
官
請
求
証
人
等
の
氏
名
又
は
住
居
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ

ら
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事

項
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
」
と

あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
に
係
る
証
人
」
と
す
る

。
⑧

検
察
官
は
、
第
六
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
本
文
の

④

検
察
官
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
本
文
の
規

規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
は
同
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
を

定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
は
同
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
を
防

防
止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
被
告
人
に
弁

止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
被
告
人
に
弁
護

護
人
が
な
い
と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等

人
が
な
い
と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の

の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の

供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関

関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く

係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

な
る
場
合
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生

る
場
合
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
被
告
人
及
び
弁
護
人
に
対

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
被
告
人
及
び
弁
護
人
に
対
し

し
、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
の
う
ち
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等

、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
の
う
ち
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の

の
氏
名
又
は
住
居
が
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
に

氏
名
又
は
住
居
が
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
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つ
い
て
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

い
て
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

合
に
お
い
て
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
し
、
氏
名
に
あ
つ
て

に
お
い
て
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
し
、
氏
名
に
あ
つ
て
は

は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
つ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る

こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
つ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
連

連
絡
先
を
知
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

絡
先
を
知
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑨

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠
書
類
又
は
証

（
新
設
）

拠
物
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
第
二

百
七
十
一
条
の
三
第
三
項
又
は
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄

本
等
を
提
出
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個

人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は

訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち

訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百

七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も

の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
供

述
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
に
係
る
証
人
の

供
述
」
と
、
「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
氏
名
又
は
住
居
」

と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
」
と
す
る
。

⑩

第
七
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
に
弁
護

（
新
設
）

人
が
な
い
と
き
も
、
第
八
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
供
述
」
と
あ
る

の
は
「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
に
係
る
証
人
の
供
述
」
と
、

「
そ
の
検
察
官
請
求
証
人
等
の
氏
名
又
は
住
居
」
と
あ
る
の
は

「
こ
れ
ら
の
個
人
特
定
事
項
」
と
す
る
。

⑪

（
略
）

⑤

（
略
）

第
二
百
九
十
九
条
の
五

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
前
条
第
一
項
、

第
二
百
九
十
九
条
の
五

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
前
条
第
一
項
か

第
三
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
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場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被

る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
決
定
で
、

告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
該
措
置
の
全

当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

部
又
は
一
部
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

検
察
官
の
と
つ
た
措
置
が
前
条
第
三
項
又
は
第
八
項
の
規

三

検
察
官
の
と
つ
た
措
置
が
前
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
本
文

定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
本
文

又
は
第
六
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
第
一
号
に

又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て
第
一
号
に

規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
る
と
き
。

規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
る
と
き
。

②

検
察
官
が
前
条
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
七
項
、
第

（
新
設
）

九
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
も
、

前
項
と
同
様
と
す
る
。

一

当
該
措
置
に
係
る
氏
名
若
し
く
は
住
居
又
は
個
人
特
定
事

項
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
起
訴
状

抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に

記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面

抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
（
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
請

求
を
却
下
す
る
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
請
求
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
該
当
し
な
い
と
き
。

二

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
個
人
特
定
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
で
あ
る
と
き
。

イ

被
害
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
る
事
件
に

係
る
罪
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及
び

ロ
に
規
定
す
る
も
の
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
措
置
に

係
る
事
件
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
し
な
い
と
き

。
ロ

被
害
者
以
外
の
者
の
個
人
特
定
事
項

当
該
措
置
に
係
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る
者
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
な
い
と
き
。

三

検
察
官
の
と
つ
た
措
置
が
前
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
九

項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
が
第
二
百
七
十
一
条
の

五
第
二
項
（
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
決
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
も
の
に
該
当
す
る
と
き
。

四

当
該
措
置
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明

力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の

利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き

そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
き
。

五

検
察
官
の
と
つ
た
措
置
が
前
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
九

項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
同
条
第
二
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
つ
て

第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
⑴
及
び
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ

る
こ
と
並
び
に
同
項
第
一
号
ハ
⑵
及
び
第
二
号
ロ
に
規
定
す

る
行
為
を
防
止
で
き
る
と
き
。

③

裁
判
所
は
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認

②

裁
判
所
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め

め
て
検
察
官
が
と
つ
た
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
場

て
検
察
官
が
と
つ
た
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
場
合

合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お

に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
に
対
し
、
当
該
措
置

れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
に
対
し
、
当
該
措
置
に

に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な

係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い

い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く

旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は

は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
条
件
を

方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
条
件
を
付

付
し
、
又
は
当
該
時
期
若
し
く
は
方
法
の
指
定
を
す
る
こ
と
に

し
、
又
は
当
該
時
期
若
し
く
は
方
法
の
指
定
を
す
る
こ
と
に
よ
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よ
り
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す

り
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る

る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を

よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防

か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御

御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ

に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の

の
限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

④

第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
と
認
め
て
検

（
新
設
）

察
官
が
と
つ
た
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
場
合
に
お

い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
⑴
若
し
く
は

第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著

し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
又
は
同
項
第
一
号
ハ
⑵
若
し
く
は
第
二

号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
者
の
氏
名
又
は
住
居
」
と
あ
る
の
は
、
「
個
人
特
定
事
項

」
と
す
る
。

⑤

裁
判
所
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を

③

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
と
き
は

す
る
と
き
は
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
に
つ
い
て
し
た
決
定
（
第
三
項

④

第
一
項
の
請
求
に
つ
い
て
し
た
決
定
（
第
二
項
の
規
定
に
よ

又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
、
又
は
時
期
若
し
く

り
条
件
を
付
し
、
又
は
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
裁
判

は
方
法
を
指
定
す
る
裁
判
を
含
む
。
）
に
対
し
て
は
、
即
時
抗

を
含
む
。
）
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

第
二
百
九
十
九
条
の
六

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百

第
二
百
九
十
九
条
の
六

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百

九
十
九
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

九
十
九
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
係
る
者
若
し
く
は
裁
判
所
が
と
つ
た
前
条
第
三
項
の
規
定
に

に
係
る
者
若
し
く
は
裁
判
所
が
と
つ
た
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
親
族
の
身
体
若
し
く

よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
親
族
の
身
体
若
し
く

は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は

は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は

困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認

に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
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め
る
と
き
は
、
弁
護
人
が
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴

め
る
と
き
は
、
弁
護
人
が
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴

訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
又
は
謄
写
す
る
に
当

訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
又
は
謄
写
す
る
に
当

た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
措
置

た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
措
置

に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な

に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く

い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く

は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に

は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に

係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ

係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ

の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で

の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利

き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利

益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
三

②

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
二

項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は

項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は

そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の

そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の

者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ

者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の

れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の

意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
が
第
四
十
条

意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
弁
護
人
が
第
四
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲

覧
し
又
は
謄
写
す
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
当
該
措
置
に

覧
し
又
は
謄
写
す
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
当
該
措
置
に

係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ

係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ

れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
禁
じ
、
又
は
当
該
氏

れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
禁
じ
、
又
は
当
該
氏

名
若
し
く
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条

名
若
し
く
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条

件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方

件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方

法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る

法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る

者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他

者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他

の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な

の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を

く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

③

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一

（
新
設
）
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項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は

裁
判
所
が
と
つ
た
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え

又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が

な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
人

か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ

て
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と

き
は
、
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄
本

又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
て
い

る
当
該
措
置
に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る

時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う

な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実

質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

④

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
三

（
新
設
）

項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は

そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の

者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
弁
護
人
か
ら
第
四
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及

び
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
書

若
し
く
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
つ
て
当
該
措
置

に
係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付

し
、
又
は
弁
護
人
に
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書

の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
当
該
氏
名
若
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し
く
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を

付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の

供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関

係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑤

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一

（
新
設
）

項
、
第
三
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
係
る
者
若
し
く
は
裁
判
所
が
と
つ
た
前
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
親
族
の
身
体
若
し
く

は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は

困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
、
被
告
人
そ
の
他
訴
訟
関
係
人
（
検
察
官
及
び
弁
護

人
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ

た
場
合
で
あ
つ
て
、
検
察
官
及
び
当
該
請
求
を
し
た
被
告
人
そ

の
他
訴
訟
関
係
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、

裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
つ
て
当
該
措

置
に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の

証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と

の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き

そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑥

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一

③

裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
つ
た
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一

項
、
第
三
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は

に
係
る
者
若
し
く
は
裁
判
所
が
と
つ
た
前
条
第
三
項
の
規
定
に

裁
判
所
が
と
つ
た
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
者

よ
る
措
置
に
係
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
親
族
の
身
体
若
し
く

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え



- -57

は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は

又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が

困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官

に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
被
告
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認

及
び
被
告
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
告

め
る
と
き
は
、
被
告
人
が
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
判
調

人
が
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
判
調
書
を
閲
覧
し
又
は
そ

書
を
閲
覧
し
又
は
そ
の
朗
読
を
求
め
る
に
つ
い
て
、
こ
の
う
ち

の
朗
読
を
求
め
る
に
つ
い
て
、
こ
の
う
ち
当
該
措
置
に
係
る
者

当
該
措
置
に
係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
が
記
載
さ
れ
若
し

の
氏
名
若
し
く
は
住
居
が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い

く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
を
禁
じ
、
又
は
当
該
部
分

る
部
分
の
閲
覧
を
禁
じ
、
又
は
当
該
部
分
の
朗
読
の
求
め
を
拒

の
朗
読
の
求
め
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置

む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る
者
の
供
述
の

に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人

証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と

そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が

の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き

で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不

そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ

利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
九
十
九
条
の
七

検
察
官
は
、
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第

第
二
百
九
十
九
条
の
七

検
察
官
は
、
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第

一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
付

一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
弁
護
人

し
た
条
件
に
弁
護
人
が
違
反
し
た
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定

が
違
反
し
た
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
時
期
若
し
く

に
よ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
の
指
定
に
弁
護
人
が
従
わ
な
か
つ

は
方
法
の
指
定
に
弁
護
人
が
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
弁
護
士

た
と
き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
弁
護
人
に
つ
い
て
は
当
該
弁
護
士

で
あ
る
弁
護
人
に
つ
い
て
は
当
該
弁
護
士
の
所
属
す
る
弁
護
士

の
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
通
知
し
、

会
又
は
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
通
知
し
、
適
当
な
処
置
を
と
る

適
当
な
処
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

裁
判
所
は
、
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
三
項
若
し
く
は
第
四

②

裁
判
所
は
、
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
前
条

項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
付

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
弁
護

し
た
条
件
に
弁
護
人
が
違
反
し
た
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定

人
が
違
反
し
た
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
時
期
若
し

に
よ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
の
指
定
に
弁
護
人
が
従
わ
な
か
つ

く
は
方
法
の
指
定
に
弁
護
人
が
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
弁
護

た
と
き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
弁
護
人
に
つ
い
て
は
当
該
弁
護
士

士
で
あ
る
弁
護
人
に
つ
い
て
は
当
該
弁
護
士
の
所
属
す
る
弁
護

の
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
通
知
し
、

士
会
又
は
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
通
知
し
、
適
当
な
処
置
を
と

適
当
な
処
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

（
略
）

③

（
略
）
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第
三
百
十
二
条

（
略
）

第
三
百
十
二
条

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
一
項
の
請
求
は
、
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

③

裁
判
所
は
、
訴
因
又
は
罰
条
の
追
加
、
撤
回
又
は
変
更
が
あ

い
。

つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
追
加
、
撤
回
又
は
変
更
さ
れ
た
部
分

を
被
告
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

検
察
官
は
、
第
一
項
の
請
求
と
同
時
に
、
被
告
人
に
送
達
す

（
新
設
）

る
も
の
と
し
て
、
前
項
の
書
面
（
以
下
「
訴
因
変
更
等
請
求
書

面
」
と
い
う
。
）
の
謄
本
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑤

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
の

（
新
設
）

謄
本
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
被
告
人
に

送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
が
在
廷
す
る
公
判

（
新
設
）

廷
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
請
求
は
、
口
頭
で
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

⑦

裁
判
所
は
、
訴
因
又
は
罰
条
の
追
加
又
は
変
更
に
よ
り
被
告

④

裁
判
所
は
、
訴
因
又
は
罰
条
の
追
加
又
は
変
更
に
よ
り
被
告

人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

人
の
防
禦
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
虞
が
あ
る
と
認
め
る

め
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
決
定
で

と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
決
定
で
、
被

、
被
告
人
に
十
分
な
防
御
の
準
備
を
さ
せ
る
た
め
必
要
な
期
間

告
人
に
充
分
な
防
禦
の
準
備
を
さ
せ
る
た
め
必
要
な
期
間
公
判

公
判
手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
十
二
条
の
二

検
察
官
は
、
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
に
記

（
新
設
）

載
さ
れ
た
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号

に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
訴
因
変

更
等
請
求
書
面
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
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被
告
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
訴
因
変
更

等
請
求
書
面
と
と
も
に
、
被
告
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、

当
該
求
め
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
訴
因
変
更
等

請
求
書
面
の
抄
本
そ
の
他
の
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
の
謄
本
に

代
わ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訴
因
変
更
等
請
求
書

面
抄
本
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

③

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄

本
等
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
被
告
人

に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

第
二
百
七
十
一
条
の
三
か
ら
第
二
百
七
十
一
条
の
八
ま
で
の

規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本

等
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
第
一

号
ハ
⑴
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一

号
ハ
⑴
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
第
二
百
七

十
一
条
の
二
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
二
条
の
二
第

三
項
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
五
項
及
び
第
二
百
七
十

一
条
の
八
第
一
項
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
五

公
判
前
整
理
手
続
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

第
三
百
十
六
条
の
五

公
判
前
整
理
手
続
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

げ
る
事
項
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

（
新
設
）

規
定
を
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
こ
と
。

四
～
十
三

（
略
）

三
～
十
二

（
略
）

第
三
百
十
六
条
の
十
一

裁
判
所
は
、
合
議
体
の
構
成
員
に
命
じ

第
三
百
十
六
条
の
十
一

裁
判
所
は
、
合
議
体
の
構
成
員
に
命
じ

、
公
判
前
整
理
手
続
（
第
三
百
十
六
条
の
五
第
二
号
、
第
三
号

、
公
判
前
整
理
手
続
（
第
三
百
十
六
条
の
五
第
二
号
、
第
七
号

、
第
八
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
決
定
を
除
く
。

及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
決
定
を
除
く
。
）
を
さ
せ

）
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
命
裁

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
命
裁
判
官
は
、

判
官
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
長
と
同
一
の
権
限
を
有
す
る
。

裁
判
所
又
は
裁
判
長
と
同
一
の
権
限
を
有
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
三

（
略
）

第
三
百
十
六
条
の
二
十
三

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
二
百
九
十
九
条
の
五
か
ら
第
二
百
九
十
九
条
の
七
ま
で
の

③

第
二
百
九
十
九
条
の
五
か
ら
第
二
百
九
十
九
条
の
七
ま
で
の

規
定
は
、
検
察
官
が
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
九
十
九

規
定
は
、
検
察
官
が
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
九
十
九

条
の
四
第
一
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ

条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ

た
場
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

た
場
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣

（
新
設
）

告
を
受
け
た
者
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
本
邦
か

ら
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
百
四
十
二
条
の
三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣

（
新
設
）

告
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
弁
護
人
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、

配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
は
、
前
条
の
許
可

の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
四

裁
判
所
は
、
前
条
の
請
求
が
あ
つ
た
場

（
新
設
）
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合
に
お
い
て
、
本
邦
か
ら
出
国
す
る
こ
と
を
許
す
べ
き
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
国
外
に
い
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
を
指
定
し
て
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法

」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
に
規
定
す
る
収
容
令
書
又
は
入
管
法

第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
退
去
強
制
令
書
の
発
付
を
受
け
て
い

る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
特
別
の
事
情
の
有
無
を

判
断
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
が

さ
れ
た
場
合
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受

け
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
期
間
内
に
本
邦
に
帰

国
せ
ず
又
は
上
陸
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
の
程
度
の
ほ
か

、
本
邦
か
ら
出
国
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
そ
の
者

が
受
け
る
不
利
益
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
も
の
と

す
る
。

③

裁
判
所
は
、
前
条
の
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
と
き
は
、

検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

裁
判
所
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
本
文
の
期
間

を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
に

つ
い
て
、
国
外
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
し
て
指
定
さ
れ

た
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
の
終
期
ま
で
国
外

に
い
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
期

間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
五

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の

（
新
設
）

許
可
を
す
る
場
合
に
は
、
帰
国
等
保
証
金
額
を
定
め
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
釈
を
許
す
決
定
を
受
け
た
被
告
人
に

つ
い
て
、
同
条
の
許
可
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

帰
国
等
保
証
金
額
は
、
宣
告
さ
れ
た
判
決
に
係
る
刑
名
及
び

刑
期
、
当
該
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
者
の
性
格
、
生
活
の
本
拠

及
び
資
産
、
そ
の
者
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の

在
留
資
格
（
入
管
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資

格
を
い
う
。
）
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
者

が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
期
間
内
に
本
邦
に

帰
国
し
又
は
上
陸
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
に
足
り
る
相
当
な
金

額
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
許
可
を
受
け
る
者
の
渡
航
先
を
制
限
し
、
そ
の
他
適

当
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
六

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
は
、
帰

（
新
設
）

国
等
保
証
金
額
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
帰
国
等
保
証
金
の
納

付
が
あ
つ
た
時
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

②

第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
帰
国
等
保
証

金
の
納
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
二
項
中
「
保
釈
請
求
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
四
十
二
条

の
三
の
請
求
を
し
た
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
被
告
人
」
と

あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を
受
け

た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
七

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の

（
新
設
）

許
可
を
受
け
た
者
が
、
入
管
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
収
容
令

書
又
は
入
管
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
退
去
強
制
令
書
の
発

付
を
受
け
た
と
き
は
、
決
定
で
、
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な

理
由
が
な
く
、
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
又
は
上
陸

し
な
い
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

二

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
が
渡
航
先
の

制
限
そ
の
他
裁
判
所
の
定
め
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

③

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
取
り

消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
帰
国
等
保
証
金
（
第

九
十
四
条
第
一
項
の
保
証
金
が
納
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
保
証
金
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は

一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理

由
が
な
く
、
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
又
は
上
陸
し
な

か
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は

職
権
で
、
決
定
で
、
帰
国
等
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
没
取

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
八

裁
判
所
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す

（
新
設
）

る
判
決
の
宣
告
を
受
け
た
被
告
人
が
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の

許
可
を
受
け
な
い
で
本
邦
か
ら
出
国
し
若
し
く
は
出
国
し
よ
う

と
し
た
と
き
、
同
条
の
許
可
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
前
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
、
又

は
第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
た
被
告
人
が
正
当
な

理
由
が
な
く
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
若
し
く
は
上
陸

し
な
か
つ
た
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
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、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
被
告
人
に
つ
い
て
勾
留
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
な
い
場

合

勾
留
す
る
決
定

二

当
該
被
告
人
が
保
釈
さ
れ
て
い
る
場
合

保
釈
を
取
り
消

す
決
定

三

当
該
被
告
人
が
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
場
合

勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
す
決
定

②

前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
保

釈
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
保
証
金
の

全
部
又
は
一
部
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
三
条

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
が
あ

第
三
百
四
十
三
条

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
が
あ

つ
た
と
き
は
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
は
、
そ
の
効
力
を

つ
た
と
き
は
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
は
、
そ
の
効
力
を

失
う
。

失
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
あ
ら
た
に
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停

止
の
決
定
が
な
い
と
き
に
限
り
、
第
九
十
八
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。

②

前
項
の
場
合
に
は
、
新
た
に
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
の

（
新
設
）

決
定
が
な
い
と
き
に
限
り
、
第
九
十
八
条
及
び
第
二
百
七
十
一

条
の
八
第
五
項
（
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八

第
五
項
中
「
第
一
項
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
百
七
十
一
条

の
八
第
一
項
（
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
四
十
三
条
の
二

検
察
官
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す

（
新
設
）

る
判
決
の
宣
告
に
よ
り
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
が
そ
の
効

力
を
失
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
が
刑
事
施
設
に
収
容
さ
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れ
て
い
な
い
と
き
は
、
被
告
人
に
対
し
、
指
定
す
る
日
時
及
び

場
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
四
十
三
条
の
三

前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
被

（
新
設
）

告
人
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所

に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
三
百
四
十
四
条

（
略
）

第
三
百
四
十
四
条

（
略
）

②

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
後
は
、

（
新
設
）

第
九
十
条
の
規
定
に
よ
る
保
釈
を
許
す
に
は
、
同
条
に
規
定
す

る
不
利
益
そ
の
他
の
不
利
益
の
程
度
が
著
し
く
高
い
場
合
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
釈
さ
れ
た
場
合
に
被
告
人
が

逃
亡
す
る
お
そ
れ
の
程
度
が
高
く
な
い
と
認
め
る
に
足
り
る
相

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
百
四
十
五
条
の
二

裁
判
所
は
、
罰
金
の
裁
判
（
そ
の
刑
の

（
新
設
）

執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

の
告
知
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
当
該
裁
判
の
確
定
後
に

罰
金
を
完
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
勾
留
状
を
発
す
る
場
合
を
除
き
、
検
察

官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
裁
判
所
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
本
邦
か
ら
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命

ず
る
も
の
と
す
る
。

②

前
項
の
被
告
人
に
つ
い
て
、
保
釈
を
許
し
、
又
は
勾
留
の
執

行
停
止
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
罰
金
の
裁
判
の
確
定
後
に
罰

金
を
完
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。
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第
三
百
四
十
五
条
の
三

第
三
百
四
十
二
条
の
三
か
ら
第
三
百
四

（
新
設
）

十
二
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
四
十
二
条

拘
禁
刑
以
上
の
刑

第
三
百
四
十
五
条

の
三
、
第
三
百
四

に
処
す
る
判
決
の

の
二
の
規
定
に
よ

十
二
条
の
四
第
二

宣
告

る
決
定

項
、
第
三
百
四
十

二
条
の
六
第
二
項

及
び
第
三
百
四
十

二
条
の
八
第
一
項

第
三
百
四
十
二
条

当
該
判
決
の
宣
告

の
五
第
二
項

第
三
百
四
十
二
条

宣
告
さ
れ
た
判
決

告
知
さ
れ
た
裁
判

の
五
第
二
項

に
係
る
刑
名
及
び

に
係
る
罰
金
の
金

刑
期

額
及
び
罰
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
置
の
期
間

第
三
百
四
十
二
条

第
三
百
四
十
二
条

第
三
百
四
十
五
条

の
六
第
二
項

の
三

の
三
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す

る
第
三
百
四
十
二

条
の
三

第
三
百
四
十
二
条

と
き
、

場
合
、

の
八
第
一
項

と
き
は

場
合
に
お
い
て
、

当
該
決
定
に
係
る
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罰
金
の
裁
判
の
確

定
後
に
罰
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
と
な

る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は

第
三
百
四
十
五
条
の
四

裁
判
所
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
決
定
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

検
察
官
、
当
該
決
定
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
弁
護
人
、
法

定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟

姉
妹
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定
で
、
当
該
決
定
を

取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
察
官

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
五
十
条
の
二
十
二

裁
判
所
は
、
即
決
裁
判
手
続
の
申
立

第
三
百
五
十
条
の
二
十
二

裁
判
所
は
、
即
決
裁
判
手
続
の
申
立

て
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
第
二
百
九
十
一
条
第
五
項
の
手

て
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
、
第
二
百
九
十
一
条
第
四
項
の
手

続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て

続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て

有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を

有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を

除
き
、
即
決
裁
判
手
続
に
よ
つ
て
審
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
し

除
き
、
即
決
裁
判
手
続
に
よ
つ
て
審
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

第
三
百
九
十
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
控
訴
裁
判

（
新
設
）

所
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
被

告
人
で
あ
つ
て
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
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も
の
に
つ
い
て
は
、
判
決
を
宣
告
す
る
公
判
期
日
へ
の
出
頭
を

命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
い
疾
病
又
は
傷
害
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
被
告
人
が
当
該
公
判
期
日
に

出
頭
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
四
百
二
条
の
二

控
訴
裁
判
所
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た

（
新
設
）

る
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
被
告
人
で
あ
つ
て
、
保
釈
又
は
勾
留

の
執
行
停
止
を
さ
れ
て
い
る
も
の
が
判
決
を
宣
告
す
る
公
判
期

日
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
判
決
以
外
の
判
決
を

宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
百
九
十
条
の
二

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
刑
の
執
行
の
た
め
そ

の
者
を
収
容
す
る
の
に
困
難
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

無
罪
、
免
訴
、
刑
の
免
除
、
公
訴
棄
却
又
は
管
轄
違
い
の

言
渡
し
を
し
た
原
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
棄
却
す
る
判
決

二

事
件
を
原
裁
判
所
に
差
し
戻
し
、
又
は
管
轄
裁
判
所
に
移

送
す
る
判
決

三

無
罪
、
免
訴
、
刑
の
免
除
又
は
公
訴
棄
却
の
言
渡
し
を
す

る
判
決

②

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
被
告
人

で
あ
つ
て
、
保
釈
又
は
勾
留
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ
た
も

の
が
勾
留
さ
れ
て
い
な
い
と
き
も
、
前
項
本
文
と
同
様
と
す
る

。
た
だ
し
、
被
告
人
が
逃
亡
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
勾
留
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲

げ
る
判
決
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
宣
告
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
五
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十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、
有

罪
の
言
渡
し
（
刑
の
免
除
の
言
渡
し
を
除
く
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
判
決
又
は
有
罪
の
言
渡
し
を
し

た
原
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
棄
却
す
る
判
決

二

組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
犯

罪
被
害
財
産
の
没
収
若
し
く
は
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
被
害
財
産
の
価
額
の
追
徴
の

言
渡
し
を
す
る
判
決
又
は
こ
れ
ら
の
言
渡
し
を
し
た
原
判
決

に
対
す
る
控
訴
を
棄
却
す
る
判
決

第
四
百
三
条
の
三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣
告
を

（
新
設
）

受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
裁
判
の
告
知
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
被
告
人
に
対
し
て
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の

二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
原
判
決
を
破
棄
す
る
判
決

二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
原
判
決
に
係
る
被
告
事
件
に

つ
い
て
の
公
訴
を
棄
却
す
る
決
定

②

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
場
合
（
第
四

百
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
更
に
第
三
百
四
十
五
条
に
規
定

す
る
裁
判
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
第
三
百
四
十
二
条

の
八
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
四
百
四
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係

る
勾
留
状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

③

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
に
対
す
る
控
訴
が
棄
却
さ

れ
た
と
き
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
（
第
四
百
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う

。
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第
四
百
三
条
の
四

次
に
掲
げ
る
裁
判
の
告
知
が
あ
つ
た
と
き
は

（
新
設
）

、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定

は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
罰
金

の
原
判
決
を
破
棄
す
る
判
決

二

第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
罰
金

の
原
判
決
に
係
る
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
公
訴
を
棄
却
す
る

決
定

②

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
判
決
の
宣
告
が
あ
つ
た
場
合
（
第
四

百
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
更
に
第
三
百
四
十
五
条
に
規
定

す
る
裁
判
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
第
三
百
四
十
五
条

の
三
（
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
（
第
一

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
勾
留

状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
四
百
二
十
九
条

裁
判
官
が
次
に
掲
げ
る
裁
判
を
し
た
場
合
に

第
四
百
二
十
九
条

裁
判
官
が
左
の
裁
判
を
し
た
場
合
に
お
い
て

お
い
て
、
不
服
が
あ
る
者
は
、
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
が
し
た

、
不
服
が
あ
る
者
は
、
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
が
し
た
裁
判
に

裁
判
に
対
し
て
は
管
轄
地
方
裁
判
所
に
、
そ
の
他
の
裁
判
官
が

対
し
て
は
管
轄
地
方
裁
判
所
に
、
そ
の
他
の
裁
判
官
が
し
た
裁

し
た
裁
判
に
対
し
て
は
そ
の
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
に
そ
の
裁

判
に
対
し
て
は
そ
の
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
に
そ
の
裁
判
の
取

判
の
取
消
し
又
は
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

消
又
は
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

忌
避
の
申
立
て
を
却
下
す
る
裁
判

一

忌
避
の
申
立
を
却
下
す
る
裁
判

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
（
第
二
百
二
十
四
条
第
三
項
に
お

（
新
設
）

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

措
置
に
関
す
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
当
該
措
置
に
係
る
者
が
第
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二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該

当
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
第
一
項
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

④

（
略
）

③

（
略
）

⑤

第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
の
裁
判
の
取
消
し
又
は
変
更
の

④

第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
の
裁
判
の
取
消
又
は
変
更
の
請

請
求
は
、
そ
の
裁
判
の
あ
つ
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
し
な
け
れ

求
は
、
そ
の
裁
判
の
あ
つ
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
こ
れ
を
し
な

ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

（
略
）

⑤

（
略
）

第
四
百
六
十
三
条

（
略
）

第
四
百
六
十
三
条

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、

（
新
設
）

速
や
か
に
、
裁
判
所
に
対
し
、
被
告
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し

て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
は
、
第
二
百
七
十
一
条
及
び

④

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
規

第
二
百
七
十
一
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
同
条
第
二
項
に
定
め

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
中
「
公
訴
の

る
期
間
は
、
前
項
の
通
知
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
箇
月
と
す
る
。

提
起
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
百
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
公
訴
の
提

起
が
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
百
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
が
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
公
訴
の

提
起
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
と
と
も
に
」
と
あ

る
の
は
「
第
四
百
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受

け
た
後
速
や
か
に
、
裁
判
所
に
対
し
」
と
す
る
。

⑥

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
百
七
十
一
条
の

（
新
設
）

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
は
、
第
三
百

三
十
八
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
公
訴
の
提
起
に
お
い
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
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。
第
四
百
六
十
八
条

（
略
）

第
四
百
六
十
八
条

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

検
察
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
規
定
に
従
い
審

（
新
設
）

判
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ

れ
た
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は

、
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

⑤

前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
は
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
る
求
め
と
み
な
し
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
公
訴
の
提
起
に

お
い
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
と
と
も
に
」
と
あ
る
の
は

、
「
速
や
か
に
、
裁
判
所
に
対
し
」
と
す
る
。

⑥

第
四
百
六
十
三
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
読
み

（
新
設
）

替
え
て
適
用
す
る
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
百
六
十
九
条

（
略
）

第
四
百
六
十
九
条

（
略
）

②

略
式
命
令
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の

（
新
設
）

二
の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
（
第
一

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
勾
留

状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
七
編

裁
判
の
執
行

第
七
編

裁
判
の
執
行
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第
一
章

裁
判
の
執
行
の
手
続

（
新
設
）

第
四
百
七
十
九
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣

（
新
設
）

告
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
刑
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
拘
置
若
し
く
は
拘
禁
刑
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
と
き
、
又

は
当
該
判
決
に
係
る
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
て
は
、
第
三
百
四
十
二
条
の
二
（
第

四
百
四
条
（
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
第
四
百
八
十
五
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
百
八
十
三
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
が
確

（
新
設
）

定
し
た
後
に
お
け
る
第
三
百
四
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
百
四
十

二
条
の
七
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
し
、
第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所

拘
禁
刑
以
上
の
刑

の
二
、
第
三
百
四

に
処
す
る
判
決
の

十
二
条
の
四
、
第

言
渡
し
を
し
た
裁

三
百
四
十
二
条
の

判
所

五
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
三
百
四

十
二
条
の
六
第
二
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項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る

第
九
十
四
条
第
二

項
並
び
に
第
三
百

四
十
二
条
の
七
第

一
項
及
び
第
三
項

第
三
百
四
十
二
条

そ
の
弁
護
人
、

そ
の

の
三

第
三
百
四
十
二
条

第
三
百
四
十
二
条

第
四
百
八
十
三
条

の
六
第
二
項

の
三

の
二
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
す

る
第
三
百
四
十
二

条
の
三
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十

四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所
は

拘
禁
刑
以
上
の
刑

の
六
第
二
項
に
お

に
処
す
る
判
決
の

い
て
読
み
替
え
て

言
渡
し
を
し
た
裁

準
用
す
る
第
九
十

判
所
は

四
条
第
三
項

裁
判
所
の

そ
の
裁
判
所
の

第
三
百
四
十
二
条

第
三
百
四
十
二
条

第
三
百
四
十
二
条

の
七
第
一
項

の
二

の
二
（
第
四
百
四

条
（
第
四
百
十
四

条
に
お
い
て
準
用
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す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。

）

第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所
は

拘
禁
刑
以
上
の
刑

の
七
第
二
項

に
処
す
る
判
決
の

言
渡
し
を
し
た
裁

判
所
は

第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所

当
該
許
可
を
し
た

の
七
第
二
項
第
二

裁
判
所

号第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所
は
、
検
察

拘
禁
刑
以
上
の
刑

の
七
第
四
項

官
の
請
求
に
よ
り

に
処
す
る
判
決
の

、
又
は
職
権
で

言
渡
し
を
し
た
裁

判
所
は
、
検
察
官

の
請
求
に
よ
り

第
四
百
八
十
四
条

死
刑
、
懲
役
、
禁
錮
又
は
拘
留
の
言
渡
し
を

第
四
百
八
十
四
条

死
刑
、
懲
役
、
禁
錮
又
は
拘
留
の
言
渡
し
を

受
け
た
者
が
拘
禁
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
検
察
官
は
、
執
行

受
け
た
者
が
拘
禁
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
検
察
官
は
、
執
行

の
た
め
、
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
て
こ
れ
を
呼

の
た
め
こ
れ
を
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
呼
出
し
に
応

び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
呼
出
し
に
応
じ
な
い
と
き
は
、

じ
な
い
と
き
は
、
収
容
状
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

収
容
状
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
八
十
四
条
の
二

前
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
呼
出
し
を
受

（
新
設
）

け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
さ
れ
た
日
時
及
び
場

所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。



- -76

第
四
百
八
十
五
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
の
宣

（
新
設
）

告
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
検
察
官
は
、
当
該
判
決
が
確
定
し
た
後
、
直
ち
に
収
容
状
を

発
付
し
、
又
は
司
法
警
察
員
に
こ
れ
を
発
付
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
な
い
で
本
邦
か
ら

出
国
し
又
は
出
国
し
よ
う
と
し
た
と
き
。

二

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

三

第
三
百
四
十
二
条
の
二
の
許
可
を
受
け
、
正
当
な
理
由
が

な
く
、
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず
又
は
上
陸
し
な
か

つ
た
と
き
。

第
四
百
八
十
九
条
の
二

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は

（
新
設
）

拘
留
に
処
す
る
判
決
が
確
定
し
た
後
に
お
け
る
第
九
十
八
条
の

十
二
か
ら
第
九
十
八
条
の
十
七
ま
で
及
び
第
九
十
八
条
の
二
十

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
八
条
の
十
二
第
五
項
、

第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
、
第
九
十
八

条
の
十
五
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
、
第
十
一
項

及
び
第
十
二
項
、
第
九
十
八
条
の
十
六
第
一
項
、
第
九
十
八
条

の
十
七
第
四
項
並
び
に
第
九
十
八
条
の
二
十
第
一
項
、
第
三
項

及
び
第
六
項
中
「
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑

に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
裁

判
所
」
と
、
第
九
十
八
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
九
十
八
条
の

十
五
第
八
項
中
「
裁
判
所
の
指
揮
」
と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以

上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を

し
た
裁
判
所
の
指
揮
」
と
、
第
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
第
五

号
中
「
裁
判
所
に
」
と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
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る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
に

」
と
し
、
第
九
十
八
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

九
十
八
条
の
二
十
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

②

収
容
状
の
執
行
を
指
揮
す
る
検
察
官
又
は
そ
の
執
行
を
す
る

検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
は
、
位
置
測
定
端
末
装

着
命
令
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
収
容
状
の
執
行
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処

す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所

の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
者
に
係
る
端
末
位
置
情
報
を
表
示
し

て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
判
決
又
は
拘
留
に
処
す
る
判
決

の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
は
、
自
ら
第
九
十
八
条
の
二
十
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
通
知
及
び
端
末
位
置
情
報
の
閲
覧
の
許
可

に
関
す
る
権
限
を
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
裁
判
所
の
裁
判
官

に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
者
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
委
任
を
受
け
た
裁
判

官
の
許
可
を
受
け
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
端
末
位
置
情
報
の

閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

委
任
を
受
け
た
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察

庁
の
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事
務
官
又
は
当
該
検
察
庁
の
所

在
地
に
お
い
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
職
員

二

収
容
状
の
執
行
を
指
揮
す
る
検
察
官
又
は
当
該
執
行
を
す

る
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員

第
四
百
九
十
二
条
の
二

罰
金
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
仮
納

（
新
設
）

付
の
裁
判
の
執
行
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
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（
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
百
九

十
四
条
の
三
、
第
四
百
九
十
四
条
の
五
（
第
三
号
を
除
く
。
）

、
第
四
百
九
十
四
条
の
六
、
第
四
百
九
十
四
条
の
八
第
一
項
、

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
四
百
九
十
四
条
の
十

四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
第
三
百
四
十

五
条
の
三
（
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
四
百
九
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条
の
八
第
一
項
（
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
勾
留
状
は
、

そ
の
効
力
を
失
う
。

第
四
百
九
十
四
条
の
二

罰
金
の
裁
判
が
確
定
し
た
後
に
お
け
る

（
新
設
）

第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
二
条

の
三
か
ら
第
三
百
四
十
二
条
の
七
ま
で
の
規
定
及
び
第
三
百
四

十
五
条
の
四
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
し
、
第
三
百
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

。
第
三
百
四
十
五
条

第
三
百
四
十
五
条

第
三
百
四
十
五
条

の
三
に
お
い
て
読

の
二
の
規
定

の
二
（
第
四
百
四

み
替
え
て
準
用
す

条
（
第
四
百
十
四

る
第
三
百
四
十
二

条
に
お
い
て
準
用

条
の
三
及
び
第
三

す
る
場
合
を
含
む

百
四
十
二
条
の
四

。
）
に
お
い
て
準

第
二
項

用
す
る
場
合
を
含
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む
。
）
の
規
定

第
三
百
四
十
五
条

そ
の
弁
護
人
、

そ
の

の
三
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す

る
第
三
百
四
十
二

条
の
三
及
び
第
三

百
四
十
五
条
の
四

第
一
項

第
三
百
四
十
五
条

裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条

の
三
に
お
い
て
準

の
二
（
第
四
百
四

用
す
る
第
三
百
四

条
（
第
四
百
十
四

十
二
条
の
四
並
び

条
に
お
い
て
準
用

に
第
三
百
四
十
二

す
る
場
合
を
含
む

条
の
五
第
一
項
及

。
）
に
お
い
て
準

び
第
三
項
並
び
に

用
す
る
場
合
を
含

第
三
百
四
十
五
条

む
。
）
の
規
定
に

の
三
に
お
い
て
読

よ
る
決
定
を
し
た

み
替
え
て
準
用
す

裁
判
所

る
第
三
百
四
十
二

条
の
六
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
九

十
四
条
第
二
項

第
三
百
四
十
五
条

第
三
百
四
十
五
条

第
三
百
四
十
五
条

の
三
に
お
い
て
読

の
二

の
二
（
第
四
百
四

み
替
え
て
準
用
す

条
（
第
四
百
十
四

る
第
三
百
四
十
二

条
に
お
い
て
準
用

条
の
五
第
二
項
及

す
る
場
合
を
含
む



- -80

び
第
三
百
四
十
二

。
）
に
お
い
て
準

条
の
六
第
二
項

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

第
三
百
四
十
五
条

第
三
百
四
十
五
条

第
四
百
九
十
四
条

の
三
に
お
い
て
読

の
三

の
二
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す

み
替
え
て
適
用
す

る
第
三
百
四
十
二

る
第
三
百
四
十
五

条
の
六
第
二
項

条
の
三
（
第
四
百

四
条
（
第
四
百
十

四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

第
三
百
四
十
五
条

裁
判
所
は

第
三
百
四
十
五
条

の
三
に
お
い
て
読

の
二
（
第
四
百
四

み
替
え
て
準
用
す

条
（
第
四
百
十
四

る
第
三
百
四
十
二

条
に
お
い
て
準
用

条
の
六
第
二
項
に

す
る
場
合
を
含
む

お
い
て
読
み
替
え

。
）
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
第
九

用
す
る
場
合
を
含

十
四
条
第
三
項

む
。
）
の
規
定
に

よ
る
決
定
を
し
た

裁
判
所
は

裁
判
所
の

そ
の
裁
判
所
の

第
三
百
四
十
五
条

裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条

の
三
に
お
い
て
準

の
二
（
第
四
百
四

用
す
る
第
三
百
四

条
（
第
四
百
十
四
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十
二
条
の
七
第
一

条
に
お
い
て
準
用

項
及
び
第
三
百
四

す
る
場
合
を
含
む

十
五
条
の
四
第
一

。
）
に
お
い
て
準

項

用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。

）
の
規
定
に
よ
る

決
定
を
し
た
裁
判

所

第
三
百
四
十
五
条

裁
判
所
は

第
三
百
四
十
五
条

の
三
に
お
い
て
準

の
二
の
規
定
に
よ

用
す
る
第
三
百
四

る
決
定
を
し
た
裁

十
二
条
の
七
第
二

判
所
は

項第
三
百
四
十
五
条

裁
判
所

当
該
許
可
を
し
た

の
三
に
お
い
て
準

裁
判
所

用
す
る
第
三
百
四

十
二
条
の
七
第
二

項
第
二
号

第
三
百
四
十
五
条

裁
判
所

第
三
百
四
十
五
条

の
三
に
お
い
て
準

の
二
の
規
定
に
よ

用
す
る
第
三
百
四

る
決
定
を
し
た
裁

十
二
条
の
七
第
三

判
所

項
及
び
第
三
百
四

十
五
条
の
四
第
二

項第
三
百
四
十
五
条

裁
判
所
は
、
検
察

第
三
百
四
十
五
条

の
三
に
お
い
て
準

官
の
請
求
に
よ
り

の
二
の
規
定
に
よ
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用
す
る
第
三
百
四

、
又
は
職
権
で

る
決
定
を
し
た
裁

十
二
条
の
七
第
四

判
所
は
、
検
察
官

項

の
請
求
に
よ
り

第
四
百
九
十
四
条
の
三

罰
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判
所
は
、

（
新
設
）

当
該
裁
判
が
確
定
し
た
者
に
つ
い
て
、
罰
金
を
完
納
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
そ
の
者
が
受
け

た
第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
が
効
力
を
失
つ

て
い
な
い
と
き
を
除
く
。
）
は
、
拘
置
状
を
発
す
る
場
合
を
除

き
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
決
定
で
、
裁
判
所
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
本
邦
か
ら
出
国
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る

も
の
と
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
四

第
三
百
四
十
二
条
の
三
か
ら
第
三
百
四

（
新
設
）

十
二
条
の
七
ま
で
（
第
三
百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書

を
除
く
。
）
の
規
定
は
前
条
の
許
可
に
つ
い
て
、
第
三
百
四
十

五
条
の
四
の
規
定
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
四
十
二
条

拘
禁
刑
以
上
の
刑

第
四
百
九
十
四
条

の
三
、
第
三
百
四

に
処
す
る
判
決
の

の
三
の
規
定
に
よ

十
二
条
の
四
第
二

宣
告

る
決
定

項
及
び
第
三
百
四

十
二
条
の
六
第
二

項第
三
百
四
十
二
条

当
該
判
決
の
宣
告

の
五
第
二
項
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第
三
百
四
十
二
条

そ
の
弁
護
人
、

そ
の

の
三
及
び
第
三
百

四
十
五
条
の
四
第

一
項

第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所

第
四
百
九
十
四
条

の
四
、
第
三
百
四

の
三
の
規
定
に
よ

十
二
条
の
五
第
一

る
決
定
を
し
た
裁

項
及
び
第
三
項
、

判
所

第
三
百
四
十
二
条

の
六
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
第
九
十

四
条
第
二
項
、
第

三
百
四
十
二
条
の

七
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
三

百
四
十
五
条
の
四

第
三
百
四
十
二
条

宣
告
さ
れ
た
判
決

告
知
さ
れ
た
裁
判

の
五
第
二
項

に
係
る
刑
名
及
び

に
係
る
罰
金
の
金

刑
期

額
及
び
罰
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
置
の
期
間

第
三
百
四
十
二
条

第
三
百
四
十
二
条

第
四
百
九
十
四
条

の
六
第
二
項

の
三

の
四
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す

る
第
三
百
四
十
二

条
の
三
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第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所
は

第
四
百
九
十
四
条

の
六
第
二
項
に
お

の
三
の
規
定
に
よ

い
て
読
み
替
え
て

る
決
定
を
し
た
裁

準
用
す
る
第
九
十

判
所
は

四
条
第
三
項

裁
判
所
の

そ
の
裁
判
所
の

第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所
は

第
四
百
九
十
四
条

の
七
第
二
項

の
三
の
規
定
に
よ

る
決
定
を
し
た
裁

判
所
は

第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所

当
該
許
可
を
し
た

の
七
第
二
項
第
二

裁
判
所

号第
三
百
四
十
二
条

裁
判
所
は
、
検
察

第
四
百
九
十
四
条

の
七
第
四
項

官
の
請
求
に
よ
り

の
三
の
規
定
に
よ

、
又
は
職
権
で

る
決
定
を
し
た
裁

判
所
は
、
検
察
官

の
請
求
に
よ
り

第
四
百
九
十
四
条
の
五

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九

（
新
設
）

十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は
、
罰
金
の

裁
判
が
確
定
し
た
者
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
つ
い
て
、
罰
金
を
完
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
当
該
裁
判
が
確
定
し
た
後
三
十
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

、
そ
の
者
を
刑
事
施
設
に
拘
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規

定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
裁
判
所
の
許
可
を

受
け
な
い
で
本
邦
か
ら
出
国
し
又
は
出
国
し
よ
う
と
し
た
も



- -85

の
二

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
許

可
を
取
り
消
さ
れ
た
者

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
指
定
期
間
内
に
本
邦
に
帰
国
せ
ず

又
は
上
陸
し
な
か
つ
た
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
又

は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者

で
あ
つ
て
、
逃
亡
し
又
は
逃
亡
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当

な
理
由
が
あ
る
も
の

第
四
百
九
十
四
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
る
拘
置
は
、
第
三
百

（
新
設
）

四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決

定
を
受
け
た
者
に
対
し
理
由
を
告
げ
こ
れ
に
関
す
る
陳
述
を
聴

い
た
後
で
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ

の
者
が
逃
亡
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
百
九
十
四
条
の
七

第
四
百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

拘
置
は
、
拘
置
状
を
発
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

第
六
十
四
条
、
第
七
十
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）

、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
勾

留
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
拘
置
状
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
四
条
第
一

被
告
人

第
三
百
四
十
五
条

項
及
び
第
三
項
、

の
二
（
第
四
百
四

第
七
十
条
第
二
項

条
（
第
四
百
十
四
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、
第
七
十
二
条
第

条
に
お
い
て
準
用

一
項
、
第
七
十
三

す
る
場
合
を
含
む

条
第
二
項
及
び
第

。
）
に
お
い
て
準

三
項
並
び
に
第
七

用
す
る
場
合
を
含

十
四
条

む
。
）
又
は
第
四

百
九
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
決

定
を
受
け
た
者

第
六
十
四
条
第
一

罪
名
、
公
訴
事
実

罰
金
の
裁
判
を
告

項

の
要
旨

知
し
た
裁
判
所
、

当
該
裁
判
が
確
定

し
た
日
、
当
該
裁

判
に
係
る
罰
金
の

金
額
、
罰
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
置
の
期
間

勾
留
す
べ
き

拘
置
す
べ
き

裁
判
長
又
は
受
命

裁
判
長

裁
判
官

第
六
十
四
条
第
二

被
告
人
の

第
三
百
四
十
五
条

項

の
二
（
第
四
百
四

条
（
第
四
百
十
四

条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
四
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百
九
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
決

定
を
受
け
た
者
の

被
告
人
を

そ
の
者
を

第
七
十
三
条
第
三

公
訴
事
実
の
要
旨

罰
金
が
完
納
さ
れ

項

て
い
な
い
旨

第
四
百
九
十
四
条
の
八

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九

（
新
設
）

十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者
を
拘
置
し
た
と

き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の
親
族

及
び
兄
弟
姉
妹
の
う
ち
そ
の
決
定
を
受
け
た
者
の
指
定
す
る
者

一
人
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

第
六
十
九
条
、
第
八
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
、
第
九

十
二
条
第
二
項
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
並
び
に
第
九
十
六
条

第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

九
十
八
条
及
び
第
九
十
八
条
の
二
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
の

う
ち
勾
留
の
執
行
停
止
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
第
四

百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
拘
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条

第
五
十
七
条
乃
至

第
四
百
九
十
四
条

第
六
十
二
条
、
第

の
五
か
ら
第
四
百

六
十
五
条
、
第
六

九
十
四
条
の
七
ま

十
六
条
及
び
前
条

で
及
び
第
四
百
九

十
四
条
の
十
二
第

一
項

第
八
十
二
条
第
一

被
告
人

者
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項
及
び
第
二
項
、

第
八
十
七
条
第
一

項
並
び
に
第
九
十

五
条
第
五
項

第
八
十
二
条
第
一

裁
判
所

第
四
百
九
十
四
条

項
、
第
八
十
七
条

の
五
の
規
定
に
よ

第
一
項
、
第
九
十

る
拘
置
を
し
た
裁

五
条
第
一
項
、
第

判
所

四
項
及
び
第
五
項

並
び
に
第
九
十
六

条
第
一
項

第
八
十
二
条
第
二

弁
護
人
、
法
定
代

法
定
代
理
人

項
及
び
第
八
十
七

理
人

条
第
一
項

第
八
十
三
条
第
三

被
告
人
及
び
そ
の

拘
置
さ
れ
て
い
る

項

弁
護
人

者

第
八
十
三
条
第
三

被
告
人
の

そ
の
者
の

項
た
だ
し
書

被
告
人
が

そ
の
者
が

被
告
人
に
異
議
が

そ
の
者
に
異
議
が

な
い
と
き
、
弁
護

な
い
と
き

人
の
出
頭
に
つ
い

て
は
、
被
告
人
に

異
議
が
な
い
と
き

第
八
十
四
条
第
二

被
告
人
及
び
弁
護

拘
置
さ
れ
て
い
る

項

人
並
び
に
こ
れ
ら

者
及
び
そ
の

の

第
九
十
二
条
第
二

も
、
前
項
と
同
様

は
、
検
察
官
の
意

項

で
あ
る

見
を
聴
か
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い

第
九
十
五
条
第
一

被
告
人
を

者
を

項

被
告
人
の

拘
置
さ
れ
て
い
る

者
の

第
九
十
五
条
第
六

被
告
人

拘
置
の
執
行
停
止

項

を
さ
れ
る
者

第
九
十
六
条
第
一

被
告
人

拘
置
の
執
行
停
止

項
第
二
号
及
び
第

を
さ
れ
て
い
る
者

六
号

第
九
十
八
条
第
一

被
告
人

拘
置
の
執
行
停
止

項
及
び
第
二
項

を
取
り
消
さ
れ
た

者
又
は
拘
置
の
執

行
停
止
の
期
間
が

満
了
し
た
者

第
九
十
八
条
の
二

被
告
人
が

拘
置
の
執
行
停
止

を
取
り
消
さ
れ
た

者
が

被
告
人
に

そ
の
者
に

第
四
百
九
十
四
条
の
九

期
間
を
指
定
さ
れ
て
拘
置
の
執
行
停
止

（
新
設
）

を
さ
れ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
期
間
の
終
期
と

し
て
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
出
頭
す
べ
き
場
所
と
し
て
指
定
さ

れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処

す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十

第
四
百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

拘
置
を
し
た
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
い
で
指
定
さ
れ
た
期
間

を
超
え
て
制
限
さ
れ
た
住
居
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
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を
付
さ
れ
て
拘
置
の
執
行
停
止
を
さ
れ
た
者
が
、
当
該
条
件
に

係
る
住
居
を
離
れ
、
当
該
許
可
を
受
け
な
い
で
、
正
当
な
理
由

が
な
く
、
当
該
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に
帰
着
し
な
い
と
き

は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

②

前
項
の
者
が
、
第
四
百
九
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
拘
置

を
し
た
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て
同
項
の
住
居
を
離
れ
、
正
当

な
理
由
が
な
く
、
当
該
住
居
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と

し
て
指
定
さ
れ
た
期
間
を
超
え
て
当
該
住
居
に
帰
着
し
な
い
と

き
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十
一

拘
置
の
執
行
停
止
を
取
り
消
さ
れ
、

（
新
設
）

検
察
官
か
ら
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く

、
指
定
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年

以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二

第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百

（
新
設
）

九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は
、
第
四

百
九
十
四
条
の
六
に
規
定
す
る
手
続
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
決
定

で
、
当
該
第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
指
定
す
る
日
時
及

び
場
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
裁
判
所
は
、
当
該
決
定
を

受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
と
き

、
又
は
応
じ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
同
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
し
た
場
所
に
勾
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
六
条

、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
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一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

七
十
四
条
並
び
に
第
七
十
五
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う

ち
勾
引
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

勾
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
第
五
十
九
条
、
第

被
告
人

第
三
百
四
十
五
条

六
十
二
条
、
第
六

の
二
（
第
四
百
四

十
四
条
第
一
項
及

条
（
第
四
百
十
四

び
第
三
項
、
第
六

条
に
お
い
て
準
用

十
七
条
第
一
項
及

す
る
場
合
を
含
む

び
第
三
項
、
第
七

。
）
に
お
い
て
準

十
二
条
第
一
項
、

用
す
る
場
合
を
含

第
七
十
三
条
第
一

む
。
）
又
は
第
四

項
及
び
第
三
項
、

百
九
十
四
条
の
三

第
七
十
四
条
並
び

の
規
定
に
よ
る
決

に
第
七
十
五
条

定
を
受
け
た
者

第
五
十
九
条

裁
判
所

指
定
し
た
場
所

第
五
十
九
条
た
だ

勾
留
状

拘
置
状

し
書

第
六
十
四
条
第
一

罪
名
、
公
訴
事
実

罰
金
の
裁
判
を
告

項

の
要
旨

知
し
た
裁
判
所
、

当
該
裁
判
が
確
定

し
た
日
、
当
該
裁

判
に
係
る
罰
金
の

金
額
、
罰
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で
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き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
置
の
期
間

裁
判
長
又
は
受
命

裁
判
長

裁
判
官

第
六
十
四
条
第
二

被
告
人
の

第
三
百
四
十
五
条

項

の
二
（
第
四
百
四

条
（
第
四
百
十
四

条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
四

百
九
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
決

定
を
受
け
た
者
の

被
告
人
を

そ
の
者
を

第
六
十
六
条
第
一

裁
判
所
は

第
四
百
九
十
四
条

項

の
十
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
決
定

を
し
た
裁
判
所
は

被
告
人
の
現
在
地

第
三
百
四
十
五
条

の
二
（
第
四
百
四

条
（
第
四
百
十
四

条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
四
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百
九
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
決

定
を
受
け
た
者
の

現
在
地

被
告
人
の
勾
引

そ
の
者
の
勾
引

第
六
十
七
条
第
二

被
告
人
が
人
違

第
三
百
四
十
五
条

項

の
二
（
第
四
百
四

条
（
第
四
百
十
四

条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
四

百
九
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
決

定
を
受
け
た
者
が

人
違

被
告
人
が
指
定
さ

そ
の
者
が
指
定
さ

れ
た

れ
た

第
六
十
九
条

第
五
十
七
条
乃
至

第
五
十
九
条
、
第

第
六
十
二
条
、
第

六
十
二
条
、
第
六

六
十
五
条
、
第
六

十
六
条
及
び
第
四

十
六
条
及
び
前
条

百
九
十
四
条
の
十

二
第
二
項

第
七
十
三
条
第
三

公
訴
事
実
の
要
旨

罰
金
が
完
納
さ
れ

項

て
い
な
い
旨

第
四
百
九
十
四
条
の
十
三

拘
置
の
日
数
は
、
そ
の
一
日
を
、
刑

（
新
設
）
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法
第
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
留
置
一
日
の
割
合
に
相
当
す

る
金
額
に
換
算
し
、
全
部
本
刑
に
算
入
す
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
十
四

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

（
新
設
）

と
き
は
、
第
三
百
四
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
拘
置
状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

罰
金
が
完
納
さ
れ
た
と
き
。

二

罰
金
に
つ
い
て
労
役
場
留
置
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
と
き

。
三

拘
置
の
日
数
が
罰
金
の
金
額
（
未
決
勾
留
の
日
数
が
罰
金

に
算
入
さ
れ
若
し
く
は
通
算
さ
れ
た
場
合
又
は
罰
金
の
一
部

が
納
付
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
額
か
ら
算
入
又

は
通
算
が
さ
れ
た
金
額
及
び
納
付
さ
れ
た
罰
金
の
金
額
の
合

計
額
を
控
除
し
た
残
額
）
を
刑
法
第
十
八
条
第
六
項
に
規
定

す
る
留
置
一
日
の
割
合
に
相
当
す
る
金
額
で
除
し
て
得
た
日

数
（
そ
の
日
数
に
一
日
未
満
の
端
数
を
生
じ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
一
日
と
す
る
。
）
を
超
え
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

四

罰
金
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
と
き
。

第
五
百
二
条

裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人

第
五
百
二
条

裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人

若
し
く
は
保
佐
人
は
、
執
行
に
関
し
検
察
官
の
し
た
処
分
（
次

若
し
く
は
保
佐
人
は
、
執
行
に
関
し
検
察
官
の
し
た
処
分
を
不

章
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
不
当
と
す
る
と
き
は
、

当
と
す
る
と
き
は
、
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
異
議
の
申
立
を
す

言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
に
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

第
二
章

裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査

（
新
設
）

第
五
百
七
条

検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関

（
新
設
）
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す
る
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
管
轄
区
域
外
で
職
務

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
百
八
条

検
察
官
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
は
、
裁
判

第
五
百
七
条

（
新
設
）

の
執
行
に
関
し
て
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
必
要
な
調
査
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
強
制
の
処
分
は
、
こ
の
法
律

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

②

検
察
官
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
に

検
察
官
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
に

関
し
て
は
、
公
務
所
又
は
公
私
の
団
体
に
照
会
し
て
必
要
な
事

関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
務
所
又
は
公
私
の

項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

団
体
に
照
会
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
五
百
九
条

検
察
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
必
要
が
あ
る

（
新
設
）

と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
令
状
に
よ
り
、
差
押
え

、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
身
体
の
検
査
は
、
身
体
検
査
令
状

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
が
電
子
計
算
機
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
電
子
計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
い
る
記
録
媒
体

で
あ
つ
て
、
当
該
電
子
計
算
機
で
作
成
若
し
く
は
変
更
を
し
た

電
磁
的
記
録
又
は
当
該
電
子
計
算
機
で
変
更
若
し
く
は
消
去
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
を
保
管

す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
状
況
に
あ

る
も
の
か
ら
、
そ
の
電
磁
的
記
録
を
当
該
電
子
計
算
機
又
は
他

の
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
上
、
当
該
電
子
計
算
機
又
は
当
該
他

の
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

第
一
項
の
令
状
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
こ
れ
を
発
す
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る
。

④

検
察
官
は
、
第
一
項
の
身
体
検
査
令
状
の
請
求
を
す
る
に
は

、
身
体
の
検
査
を
必
要
と
す
る
理
由
及
び
身
体
の
検
査
を
受
け

る
者
の
性
別
、
健
康
状
態
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
事

項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤

裁
判
官
は
、
身
体
の
検
査
に
関
し
、
適
当
と
認
め
る
条
件
を

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
百
十
条

前
条
第
一
項
の
令
状
に
は
、
裁
判
の
執
行
を
受
け

（
新
設
）

る
者
の
氏
名
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
、
記
録
さ
せ
若
し
く
は

印
刷
さ
せ
る
べ
き
電
磁
的
記
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く

は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
者
、
捜
索
す
べ
き
場
所
、
身
体
若
し
く
は

物
、
検
証
す
べ
き
場
所
若
し
く
は
物
又
は
検
査
す
べ
き
身
体
及

び
身
体
の
検
査
に
関
す
る
条
件
、
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経

過
後
は
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
に
着

手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
並
び
に
発
付
の
年
月
日
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め

る
事
項
を
記
載
し
、
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

②

前
条
第
二
項
の
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
の
令
状
に
、
前
項

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き
電
子
計
算
機

に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
い
る
記
録
媒
体
で
あ
つ
て
、
そ

の
電
磁
的
記
録
を
複
写
す
べ
き
も
の
の
範
囲
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

③

第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
令
状
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
四
条
第
二
項

中
「
被
告
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の

」
と
、
「
被
告
人
を
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
を
」
と
読
み
替
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え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
一
条

裁
判
所
又
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
し

（
新
設
）

て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
令
状
を
発
し
て
、
差
押
え

、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
身
体
の
検
査
は
、
身
体
検
査
令
状

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
が
電
子
計
算
機
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
電
子
計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
て
い
る
記
録
媒
体

で
あ
つ
て
、
当
該
電
子
計
算
機
で
作
成
若
し
く
は
変
更
を
し
た

電
磁
的
記
録
又
は
当
該
電
子
計
算
機
で
変
更
若
し
く
は
消
去
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
を
保
管

す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
状
況
に
あ

る
も
の
か
ら
、
そ
の
電
磁
的
記
録
を
当
該
電
子
計
算
機
又
は
他

の
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
上
、
当
該
電
子
計
算
機
又
は
当
該
他

の
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
令
状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
裁
判
官
」
と
あ
る
の
は

「
裁
判
長
又
は
裁
判
官
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
第
五
百
十
二
条

検
察
官
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
は
、
裁

（
新
設
）

判
の
執
行
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
者
が
遺
留
し
た
物
又
は
所
有

者
、
所
持
者
若
し
く
は
保
管
者
が
任
意
に
提
出
し
た
物
は
、
こ

れ
を
領
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
百
十
三
条

第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
条
、
第
百
二
条
か

（
新
設
）
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ら
第
百
五
条
ま
で
、
第
百
十
条
、
第
百
十
条
の
二
前
段
、
第
百

十
一
条
第
一
項
前
段
及
び
第
二
項
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
、

第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
八
条
か

ら
第
百
二
十
条
ま
で
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
百
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
二
百
二
十

二
条
第
六
項
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
及
び
前
条
の

規
定
に
よ
つ
て
す
る
押
収
又
は
捜
索
に
つ
い
て
、
第
百
十
条
、

第
百
十
一
条
の
二
前
段
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百

十
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
七
条

か
ら
第
百
四
十
条
ま
で
及
び
第
二
百
二
十
二
条
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
つ

て
す
る
検
証
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
証
拠
物
又
は
没
収
す
べ
き

物
」
と
あ
り
、
及
び
第
百
十
九
条
中
「
証
拠
物
又
は
没
収
す
べ

き
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
若
し
く
は

裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
の
所
在
若
し
く
は
状
況
に
関

す
る
資
料
、
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
資
産
に
関
す
る
資
料

、
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
を

受
け
る
者
の
財
産
を
管
理
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
物
又

は
第
四
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
規
定
に
従
う
こ

と
と
さ
れ
る
民
事
執
行
法
そ
の
他
強
制
執
行
の
手
続
に
関
す
る

法
令
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
に
つ
い

て
の
強
制
執
行
の
目
的
と
な
る
物
若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
物
で

あ
つ
て
当
該
強
制
執
行
の
手
続
に
お
い
て
執
行
官
に
よ
る
取
上

げ
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
」
と
、
第
百
条
第
一
項
、
第
百
二

条
、
第
百
五
条
た
だ
し
書
及
び
第
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
被

告
人
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
二
百
二
十
二
条
第
六
項
中
「
被
疑

者
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
条
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第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
被
告

事
件
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
百
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
審
理

」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
」
と
、
第
二
百
二
十
二
条
第
七

項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七
条
第
一
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

②

第
百
十
六
条
及
び
第
百
十
七
条
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五

百
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え

又
は
捜
索
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

③

検
察
官
は
、
第
四
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
規

定
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
る
民
事
執
行
法
そ
の
他
強
制
執
行
の
手

続
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
執
行
官
に
押
収
物
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

④

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
と
き
は
、
押
収
を
解
く
処

分
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
押
収

物
は
、
還
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

⑤

前
二
項
の
規
定
は
、
民
事
訴
訟
の
手
続
に
従
い
、
利
害
関
係

人
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

⑥

第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
条
、
第
百
二
条
か
ら
第
百
五
条

ま
で
、
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
九
条
、
第

百
十
条
、
第
百
十
条
の
二
前
段
、
第
百
十
一
条
第
一
項
前
段
及

び
第
二
項
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十

三
条
第
三
項
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
八
条
か

ら
第
百
二
十
一
条
ま
で
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
並
び
に
第
百
二
十
五
条
の
規
定
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官

が
前
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
押
収
又
は
捜
索
に
つ
い
て
、

第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
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、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
三
条
第
三

項
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
項
本
文
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三

十
一
条
、
第
百
三
十
七
条
か
ら
第
百
四
十
条
ま
で
並
び
に
第
二

百
二
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
裁
判
所
又
は
裁

判
官
が
第
五
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
検
証
に
つ
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
九
条

第
一
項
中
「
証
拠
物
又
は
没
収
す
べ
き
物
」
と
あ
り
、
及
び
第

百
十
九
条
中
「
証
拠
物
又
は
没
収
す
べ
き
も
の
」
と
あ
る
の
は

「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
の
対
象
と

な
る
も
の
の
所
在
若
し
く
は
状
況
に
関
す
る
資
料
又
は
裁
判
の

執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
を
管
理
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い

る
物
」
と
、
第
百
条
第
一
項
、
第
百
二
条
、
第
百
五
条
た
だ
し

書
、
第
百
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
十
三
条
第
三
項
及
び

第
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
被
告
人
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の

執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
条
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
三

条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
被
告
事
件
」
と
あ
り
、
並
び
に
第

百
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
審
理
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執

行
」
と
、
第
百
二
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
裁
判
所
」
と

あ
る
の
は
「
裁
判
所
又
は
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
を
し
た
裁
判
官
」
と
、
第

二
百
二
十
二
条
第
四
項
中
「
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法

警
察
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
検
証
状
を
執
行
す
る
者
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

⑦

第
百
十
六
条
及
び
第
百
十
七
条
の
規
定
は
、
裁
判
所
又
は
裁

判
官
が
第
五
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
差
押
え
、
記
録

命
令
付
差
押
え
又
は
捜
索
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

⑧

第
七
十
一
条
の
規
定
は
、
第
五
百
十
一
条
第
一
項
の
令
状
の
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執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

⑨

第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は

、
第
一
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
押
収
物
の
還
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
百
九
十
九
条
第
三
項
中

「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
百
十
三
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

⑩

第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
六
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

⑪

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
公
告
を
し
た
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に
前
項
の
交
付
又
は

複
写
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
交
付
を
し
、
又
は
複
写
を

さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
五
百
十
四
条

検
察
官
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
は
、
裁

（
新
設
）

判
の
執
行
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
の

執
行
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
者
の
出
頭
を
求
め
、
質
問
を
し
、

又
は
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
以
外
の
者
に
鑑
定
、
通
訳
若
し

く
は
翻
訳
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
百
十
五
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
鑑
定
の
嘱
託
を
受
け
た
者

（
新
設
）

は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
て
、
第
百
六
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

検
察
官
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
鑑
定
の
嘱
託
を
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
前
項
の
許
可
の
請
求
は
、
検
察
官
か
ら
こ
れ
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

裁
判
官
は
、
前
項
の
請
求
を
相
当
と
認
め
る
と
き
、
又
は
裁
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判
所
若
し
く
は
裁
判
官
が
鑑
定
を
嘱
託
し
た
場
合
に
お
い
て
第

一
項
の
許
可
を
す
る
と
き
は
、
許
可
状
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

④

第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
七
条
、
第
百
三
十
八
条
、
第
百

四
十
条
及
び
第
百
六
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

は
、
第
一
項
の
許
可
及
び
前
項
の
許
可
状
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
被
告
人

」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
六
十

八
条
第
二
項
中
「
被
告
人
の
氏
名
、
罪
名
」
と
あ
る
の
は
「
裁

判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
氏
名
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
第
五
百
十
六
条

検
察
官
は
、
検
察
事
務
官
に
第
五
百
八
条
第
一

（
新
設
）

項
本
文
の
調
査
又
は
同
条
第
二
項
、
第
五
百
九
条
、
第
五
百
十

二
条
若
し
く
は
第
五
百
十
四
条
の
処
分
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
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○

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
時
効
の
停
止
）

（
時
効
の
停
止
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

拘
禁
刑
、
罰
金
、
拘
留
及
び
科
料
の
時
効
は
、
刑
の
言
渡
し

（
新
設
）

を
受
け
た
者
が
国
外
に
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
外
に
い
る
期

間
は
、
進
行
し
な
い
。

（
逃
走
）

（
逃
走
）

第
九
十
七
条

法
令
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
た
者
が
逃
走
し
た
と
き
は

第
九
十
七
条

裁
判
の
執
行
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
た
既
決
又
は
未
決

、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

の
者
が
逃
走
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

（
加
重
逃
走
）

（
加
重
逃
走
）

第
九
十
八
条

前
条
に
規
定
す
る
者
が
拘
禁
場
若
し
く
は
拘
束
の

第
九
十
八
条

前
条
に
規
定
す
る
者
又
は
勾
引
状
の
執
行
を
受
け

た
め
の
器
具
を
損
壊
し
、
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
を
し
、
又
は
二

た
者
が
拘
禁
場
若
し
く
は
拘
束
の
た
め
の
器
具
を
損
壊
し
、
暴

人
以
上
通
謀
し
て
、
逃
走
し
た
と
き
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下

行
若
し
く
は
脅
迫
を
し
、
又
は
二
人
以
上
通
謀
し
て
、
逃
走
し

の
懲
役
に
処
す
る
。

た
と
き
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
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○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
六
章
の
二

（
略
）

第
一
章
～
第
六
章
の
二

（
略
）

第
七
章

日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
（
第
六
十
条
―
第
六
十
一

第
七
章

日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
（
第
六
十
条
・
第
六
十
一

条
）

条
）

第
七
章
の
二
～
第
九
章

（
略
）

第
七
章
の
二
～
第
九
章

（
略
）

附
則

附
則

（
旅
券
等
の
携
帯
及
び
提
示
）

（
旅
券
等
の
携
帯
及
び
提
示
）

第
二
十
三
条

本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
は
、
常
に
旅
券
（
次
の

第
二
十
三
条

本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
は
、
常
に
旅
券
（
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
文
書
）

各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
文
書
）

を
携
帯
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定

を
携
帯
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定

に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
を
携
帯
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
を
携
帯
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
国
制
限
対
象
者

（
新
設
）

同
項
の
出
国
制
限
対
象
者
条
件
指
定
書

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
外
国
人
は
、
入
国
審
査
官
、
入
国
警
備
官
、
警
察

３

前
二
項
の
外
国
人
は
、
入
国
審
査
官
、
入
国
警
備
官
、
警
察

官
、
海
上
保
安
官
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
国
又
は
地
方
公

官
、
海
上
保
安
官
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
職
員
が
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の

共
団
体
の
職
員
が
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
規
定
す
る
旅
券
、
乗
員
手
帳
、
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
、

規
定
に
規
定
す
る
旅
券
、
乗
員
手
帳
、
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
、

許
可
書
、
出
国
制
限
対
象
者
条
件
指
定
書
又
は
在
留
カ
ー
ド
（

許
可
書
又
は
在
留
カ
ー
ド
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旅
券
等

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旅
券
等
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
求

」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
求
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
出
国
確
認
の
留
保
）

（
出
国
確
認
の
留
保
）

第
二
十
五
条
の
二

入
国
審
査
官
は
、
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人

第
二
十
五
条
の
二

入
国
審
査
官
は
、
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人

が
本
邦
外
の
地
域
に
赴
く
意
図
を
も
つ
て
出
国
し
よ
う
と
す
る

が
本
邦
外
の
地
域
に
赴
く
意
図
を
も
つ
て
出
国
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い
て
、
関
係
機
関
か
ら
当
該
外
国
人
が
次
の
各
号
の

場
合
に
お
い
て
、
関
係
機
関
か
ら
当
該
外
国
人
が
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
る
と

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
る
と

き
は
、
前
条
の
出
国
の
確
認
を
受
け
る
た
め
の
手
続
が
さ
れ
た

き
は
、
前
条
の
出
国
の
確
認
を
受
け
る
た
め
の
手
続
が
さ
れ
た

時
か
ら
二
十
四
時
間
を
限
り
、
そ
の
者
に
つ
い
て
出
国
の
確
認

時
か
ら
二
十
四
時
間
を
限
り
、
そ
の
者
に
つ
い
て
出
国
の
確
認

を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

出
国
の
制
限
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

（
新
設
）

三
十
一
号
）
第
三
百
四
十
二
条
の
二
（
同
法
第
四
百
四
条
（

同
法
第
四
百
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
又
は
同
法

第
三
百
四
十
五
条
の
二
（
同
法
第
四
百
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し

く
は
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
、

裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
本
邦
か
ら
出
国
し
て
は
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受

け
て
い
る
者
（
裁
判
所
の
許
可
（
同
法
第
三
百
四
十
二
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
同
条
の
許
可
、
同
法
第
三
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
決
定
に
よ
り
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は

同
条
の
許
可
、
同
法
第
四
百
九
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る

決
定
に
よ
り
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
同

条
の
許
可
を
い
う
。
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
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二

死
刑
若
し
く
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若

一

死
刑
若
し
く
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若

し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
き
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
（
当

し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
き
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
又
は

該
訴
追
に
係
る
刑
に
つ
き
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
を

こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
疑
い
に
よ
り
逮
捕
状
、
勾
引
状
、
勾

除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
疑
い
に
よ
り
逮
捕
状

留
状
若
し
く
は
鑑
定
留
置
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
者

、
勾
引
状
、
勾
留
状
若
し
く
は
鑑
定
留
置
状
が
発
せ
ら
れ
て

い
る
者

三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
全
部
に
つ
き
執

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
全
部
に
つ
き
執

行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
な
か
つ
た
者
で
、
刑
の
執
行
を
終

行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
な
か
つ
た
者
で
、
刑
の
執
行
を
終

わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の

わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の

も
の
（
当
該
刑
に
つ
き
、
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
、

も
の
（
当
該
刑
に
つ
き
仮
釈
放
中
の
者
及
び
そ
の
一
部
の
執

仮
釈
放
中
の
者
及
び
そ
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受

行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
て
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く
。
）

け
て
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く
。
）

四

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
日
本
人
の
出
国
）

（
日
本
人
の
出
国
）

第
六
十
条

本
邦
外
の
地
域
に
赴
く
意
図
を
も
つ
て
出
国
す
る
日

第
六
十
条

本
邦
外
の
地
域
に
赴
く
意
図
を
も
つ
て
出
国
す
る
日

本
人
（
乗
員
を
除
く
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

本
人
（
乗
員
を
除
く
。
）
は
、
有
効
な
旅
券
を
所
持
し
、
そ
の

有
効
な
旅
券
を
所
持
し
、
そ
の
者
が
出
国
す
る
出
入
国
港
に
お

者
が
出
国
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手

い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
入
国
審
査
官
か
ら

続
に
よ
り
、
入
国
審
査
官
か
ら
出
国
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば

出
国
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
日
本
人
の
出
国
確
認
の
留
保
）

第
六
十
条
の
二

入
国
審
査
官
は
、
日
本
人
が
本
邦
外
の
地
域
に

（
新
設
）

赴
く
意
図
を
も
つ
て
出
国
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
関

係
機
関
か
ら
当
該
日
本
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
前
条
の
出
国
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の
確
認
を
受
け
る
た
め
の
手
続
が
さ
れ
た
時
か
ら
二
十
四
時
間

を
限
り
、
そ
の
者
に
つ
い
て
出
国
の
確
認
を
留
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
（
裁
判
所
の
許
可
を
受
け

て
い
る
者
を
除
く
。
）

二

死
刑
若
し
く
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
拘
禁
刑

に
当
た
る
罪
に
つ
き
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
（
当
該
訴
追
に
係

る
刑
に
つ
き
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又

は
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
疑
い
に
よ
り
逮
捕
状
、
勾
引
状
、

勾
留
状
若
し
く
は
鑑
定
留
置
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
者

三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
全
部
に
つ
き

執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
な
か
つ
た
者
で
、
刑
の
執
行
を

終
わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で

の
も
の
（
当
該
刑
に
つ
き
、
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
者

、
仮
釈
放
中
の
者
及
び
そ
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を

受
け
て
執
行
猶
予
中
の
者
を
除
く
。
）

四

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
の
規
定
に
よ
り
仮
拘
禁
許
可
状
又
は

拘
禁
許
可
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
者

２

入
国
審
査
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
国
の
確
認
を
留
保

し
た
と
き
は
、
直
ち
に
同
項
の
通
知
を
し
た
機
関
に
そ
の
旨
を

通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
国
審
査
官
）

（
入
国
審
査
官
）

第
六
十
一
条
の
三

（
略
）

第
六
十
一
条
の
三

（
略
）

２

入
国
審
査
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

２

入
国
審
査
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
出
国
制
限
対
象
者
に
条
件
を
付
す
こ
と
及
び
同
項
の
出
国
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制
限
対
象
者
条
件
指
定
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
本
人
の
出
頭
義
務
と
代
理
人
に
よ
る
届
出
等
）

（
本
人
の
出
頭
義
務
と
代
理
人
に
よ
る
届
出
等
）

第
六
十
一
条
の
九
の
三

外
国
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を

第
六
十
一
条
の
九
の
三

外
国
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
自
ら
出

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
自
ら
出

頭
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

頭
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
第
十
九
条

二

第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
第
十
九
条

の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一

の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
一

項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の

項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
申
請
、
第
十
九
条
の
十
第
二
項
（
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
る
申
請
又
は
第
十
九
条
の
十
第
二
項
（
第
十
九
条

十
一
第
三
項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の

の
十
一
第
三
項
、
第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
九
条

十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
十
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
又
は
第
六
十
三
条

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領

地
方
出
入
国

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

地
方
出
入
国
在
留
管
理

在
留
管
理
局

局
三

（
略
）

三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
刑
事
手
続
と
の
関
係
）

（
刑
事
手
続
と
の
関
係
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
外
国
人
に
係
る
退
去
強
制
令
書

（
新
設
）

は
、
当
該
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
間
は
、
そ
の
執
行
を
停

止
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）
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（
出
国
制
限
対
象
者
）

第
六
十
三
条
の
二

主
任
審
査
官
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

り
退
去
強
制
令
書
の
執
行
を
停
止
さ
れ
る
外
国
人
（
刑
事
訴
訟

法
の
規
定
に
よ
り
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
者
に
限
る
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
国
制
限
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
対

し
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
住
居
及
び
行
動
範

囲
の
制
限
、
呼
出
し
に
対
す
る
出
頭
の
義
務
そ
の
他
必
要
と
認

め
る
条
件
を
付
す
と
と
も
に
、
出
国
制
限
対
象
者
条
件
指
定
書

（
当
該
条
件
そ
の
他
法
務
省
令
で
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

出
国
制
限
対
象
者
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
生
活
状
況
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
の
遵
守
状

況
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
主
任
審
査
官
に
対
し
て

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

出
国
制
限
対
象
者
に
対
す
る
第
七
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
出
国
の
制
限
を
受
け
て
い
る
間
は
、
出
国
制
限
対
象

者
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
三
号
の
三
ま
で
、
第
五
号

及
び
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で
に
規
定
す
る
残
留
す
る
者

又
は
出
国
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者

の
そ
の
間
の
在
留
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
不
法
に
在
留

す
る
こ
と
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

（
刑
事
訴
訟
法
の
特
例
）

（
刑
事
訴
訟
法
の
特
例
）

第
六
十
五
条

司
法
警
察
員
は
、
第
七
十
条
の
罪
に
係
る
被
疑
者

第
六
十
五
条

司
法
警
察
員
は
、
第
七
十
条
の
罪
に
係
る
被
疑
者

を
逮
捕
し
、
若
し
く
は
受
け
取
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る

を
逮
捕
し
、
若
し
く
は
受
け
取
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る

現
行
犯
人
を
受
け
取
つ
た
場
合
に
は
、
収
容
令
書
が
発
付
さ
れ

現
行
犯
人
を
受
け
取
つ
た
場
合
に
は
、
収
容
令
書
が
発
付
さ
れ

、
且
つ
、
そ
の
者
が
他
に
罪
を
犯
し
た
嫌
疑
の
な
い
と
き
に
限

、
且
つ
、
そ
の
者
が
他
に
罪
を
犯
し
た
嫌
疑
の
な
い
と
き
に
限

り
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
条
（
同
法
第
二
百
十
一
条
及
び
第

り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
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二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

二
百
三
条
（
同
法
第
二
百
十
一
条
及
び
第
二
百
十
六
条
の
規
定

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
類
及
び
証
拠
物
と
と
も
に
、
当
該
被
疑

に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

者
を
入
国
警
備
官
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

書
類
及
び
証
拠
物
と
と
も
に
、
当
該
被
疑
者
を
入
国
警
備
官
に

引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
七
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以

第
七
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以

下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
し
、
又
は
そ
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
及
び
罰
金
を
併
科
す
る

処
し
、
又
は
そ
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
及
び
罰
金
を
併
科
す
る

。

。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
国
制
限
対
象
者

（
新
設
）

で
、
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
又
は
報
酬
を
受
け

る
活
動
を
行
つ
た
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

第
七
十
一
条
の
五

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

第
七
十
一
条
の
五

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、

（
新
設
）

又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

第
七
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年

第
七
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年

以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
削
る
）

一

収
容
令
書
又
は
退
去
強
制
令
書
に
よ
つ
て
身
柄
を
拘
束
さ

れ
て
い
る
者
で
逃
走
し
た
も
の

一
～
七

（
略
）

二
～
八

（
略
）
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八

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
付
さ
れ
た
条

（
新
設
）

件
に
違
反
し
て
、
逃
亡
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
く
て
呼

出
し
に
応
じ
な
い
者

第
七
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万

第
七
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
券
、
乗
員
手

二

第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
券
、
乗
員
手

帳
、
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
、
許
可
書
又
は
出
国
制
限
対
象
者

帳
、
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
又
は
許
可
書
の
提
示
を
拒
ん
だ
者

条
件
指
定
書
の
提
示
を
拒
ん
だ
者
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○

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
（
第
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
）

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
）

第
百
八
十
九
条

（
略
）

第
百
八
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七

３

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五

編
第
二
章
（
第
五
百
十
一
条
及
び
第
五
百
十
三
条
第
六
項
か
ら

百
七
条
の
規
定
は
、
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る

第
八
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
過
料
の
裁
判
の
執
行
に

。

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「

者
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
、
「
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁

判
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）
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非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
第
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
）

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
）

第
百
二
十
一
条

（
略
）

第
百
二
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七

３

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五

編
第
二
章
（
第
五
百
十
一
条
及
び
第
五
百
十
三
条
第
六
項
か
ら

百
七
条
の
規
定
は
、
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る

第
八
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
過
料
の
裁
判
の
執
行
に

。

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「

者
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
」
と
あ
る
の
は

「
者
」
と
、
「
裁
判
の
執
行
の
対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁

判
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）
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少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
費
用
の
徴
収
）

（
費
用
の
徴
収
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平

２

前
項
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
、
第

成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
一
条
の
規
定
を
準

二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
刑
事
訴
訟
法
第
五
百
八
条
第
一
項
本

用
す
る
。

文
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
百
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
一
条
第
一

項
中
「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
家
庭
裁
判
所
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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刑
事
補
償
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
号
）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
補
償
の
要
件
）

（
補
償
の
要
件
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

上
訴
権
回
復
に
よ
る
上
訴
、
再
審
又
は
非
常
上
告
の
手
続
に

２

上
訴
権
回
復
に
よ
る
上
訴
、
再
審
又
は
非
常
上
告
の
手
続
に

お
い
て
無
罪
の
裁
判
を
受
け
た
者
が
原
判
決
に
よ
つ
て
既
に
刑

お
い
て
無
罪
の
裁
判
を
受
け
た
者
が
原
判
決
に
よ
つ
て
す
で
に

の
執
行
を
受
け
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号

刑
の
執
行
を
受
け
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

）
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
四
条

号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
拘
置
を
受
け
た
場
合
に

の
五
の
規
定
に
よ
る
拘
置
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、

は
、
そ
の
者
は
、
国
に
対
し
て
、
刑
の
執
行
又
は
拘
置
に
よ
る

国
に
対
し
て
、
刑
の
執
行
又
は
拘
置
に
よ
る
補
償
を
請
求
す
る

補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

３

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
八
十
四
条
、
第
四
百
八
十
五
条
、
第
四

３

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
八
十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
六
条
ま
で

百
八
十
五
条
の
二
又
は
第
四
百
八
十
六
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

（
同
法
第
五
百
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
を
同
法
第
五
百
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

収
容
状
に
よ
る
抑
留
及
び
同
法
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項
（
同

）
の
収
容
状
に
よ
る
抑
留
及
び
同
法
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項

法
第
五
百
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

（
同
法
第
五
百
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

に
よ
る
留
置
並
び
に
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十

規
定
に
よ
る
留
置
並
び
に
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

八
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
引
致
状
に
よ
る
抑

八
十
八
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
引
致
状
に
よ

留
及
び
留
置
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑
の
執

る
抑
留
及
び
留
置
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑

行
又
は
拘
置
と
み
な
す
。

の
執
行
又
は
拘
置
と
み
な
す
。
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民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
過
料
に
つ
い
て
の
決
定
）

（
過
料
に
つ
い
て
の
決
定
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
過
料
に
つ
い
て
の
決
定
に

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
過
料
に
つ
い
て
の
決
定
に

関
し
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
五
編
の
規
定
（
同
法
第
百
十

関
し
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
五
編
の
規
定
（
同
法
第
百
十

九
条
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
並
び

九
条
及
び
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
同
法
第
百
二

に
同
法
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二
十
二
条
の
規
定
中
検
察
官
に

十
条
及
び
第
百
二
十
二
条
の
規
定
中
検
察
官
に
関
す
る
部
分
を

関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三

除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
百
八
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二

項
並
び
に
第
五
百
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
等
）

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
等
）

第
二
百
九
十
一
条

（
略
）

第
二
百
九
十
一
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
過
料
に
つ
い
て
の
裁

２

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
過
料
に
つ
い
て
の
裁

判
に
関
し
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

判
に
関
し
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

五
十
一
号
）
第
五
編
の
規
定
（
同
法
第
百
十
九
条
並
び
に
第
百

五
十
一
号
）
第
五
編
の
規
定
（
同
法
第
百
十
九
条
及
び
第
百
二

二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
並
び
に
同
法
第
百
二
十

十
一
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
同
法
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二

条
及
び
第
百
二
十
二
条
の
規
定
中
検
察
官
に
関
す
る
部
分
を
除

十
二
条
の
規
定
中
検
察
官
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
準
用

く
。
）
並
び
に
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十

す
る
。

一
号
）
第
五
百
八
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
百

十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
十
五

条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
百
五
十
条

（
略
）

第
百
五
十
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
過
料
に
つ
い
て
の
裁

２

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
過
料
に
つ
い
て
の
裁

判
に
関
し
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

判
に
関
し
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

五
十
一
号
）
第
五
編
の
規
定
（
同
法
第
百
十
九
条
並
び
に
第
百

五
十
一
号
）
第
五
編
の
規
定
（
同
法
第
百
十
九
条
及
び
第
百
二

二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
並
び
に
同
法
第
百
二
十

十
一
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
同
法
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二

条
及
び
第
百
二
十
二
条
の
規
定
中
検
察
官
に
関
す
る
部
分
を
除

十
二
条
の
規
定
中
検
察
官
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
準
用

く
。
）
並
び
に
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十

す
る
。

一
号
）
第
五
百
八
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
百

十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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○

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合

衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
附
則
第
十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
合
衆
国
軍
隊
に
よ
つ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

（
合
衆
国
軍
隊
に
よ
つ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

第
十
二
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
合
衆
国
軍
隊
か
ら
日

第
十
二
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
合
衆
国
軍
隊
か
ら
日

本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
者
を
引
き
渡
す
旨
の
通
知
が

本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
者
を
引
き
渡
す
旨
の
通
知
が

あ
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
逮
捕
状
を
示
し
て
被
疑

あ
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
逮
捕
状
を
示
し
て
被
疑

者
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察

者
の
引
渡
を
受
け
、
又
は
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職

職
員
に
そ
の
引
渡
し
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

員
に
そ
の
引
渡
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
者
が
日

２

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
者
が
日

本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
十
分

本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
充
分

な
理
由
が
あ
つ
て
、
急
速
を
要
し
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
官
の
逮

な
理
由
が
あ
つ
て
、
急
速
を
要
し
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
官
の
逮

捕
状
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
告
げ

捕
状
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
告
げ

て
そ
の
者
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

て
そ
の
者
の
引
渡
を
受
け
、
又
は
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
直
ち
に
裁
判
官
の
逮
捕
状
を
求
め
る

い
。
こ
の
場
合
に
は
、
直
ち
に
裁
判
官
の
逮
捕
状
を
求
め
る
手

手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
な
い
と

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
な
い
と
き

き
は
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば

は
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な

な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

３

前
二
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は

３

前
二
項
の
場
合
を
除
く
外
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、

、
引
き
渡
さ
れ
る
者
を
受
け
取
つ
た
後
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈

引
き
渡
さ
れ
る
者
を
受
け
取
つ
た
後
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放

放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
が
あ
つ
た
場
合

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
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に
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
が

は
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
が
逮

逮
捕
さ
れ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
同

捕
さ
れ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。
但
し
、
同
法
第

法
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
五
条
第
二
項
に
規

二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
五
条
第
二
項
に
規
定
す

定
す
る
時
間
は
、
引
渡
し
が
あ
つ
た
時
か
ら
起
算
す
る
。

る
時
間
は
、
引
渡
が
あ
つ
た
時
か
ら
起
算
す
る
。

（
施
設
又
は
区
域
内
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

（
施
設
又
は
区
域
内
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

第
十
三
条

合
衆
国
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
警
備
し
て
い

第
十
三
条

合
衆
国
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
警
備
し
て
い

る
合
衆
国
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
若
し
く
は
区
域
内
に
お
け
る

る
合
衆
国
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
若
し
く
は
区
域
内
に
お
け
る

、
又
は
合
衆
国
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執

、
又
は
合
衆
国
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執

行
を
含
む
。
）
、
差
押
え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記

行
を
含
む
。
）
、
差
押
え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記

録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）

録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）

又
は
検
証
（
検
証
状
の
執
行
を
含
む
。
）
は
、
合
衆
国
軍
隊
の

又
は
検
証
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行

権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若
し
く
は
司

い
、
又
は
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察
員
か
ら
そ
の
合
衆
国
軍

法
警
察
員
か
ら
そ
の
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て

隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
必
要
と

裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
必
要
と
す
る
検
証
の
嘱
託
は
、
そ
の
裁

す
る
検
証
の
嘱
託
は
、
そ
の
裁
判
所
又
は
裁
判
官
か
ら
す
る
も

判
所
又
は
裁
判
官
か
ら
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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○

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
議
定
書
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
二
百
六
十
五
号
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
国
際
連
合
の
軍
隊
に
よ
つ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

（
国
際
連
合
の
軍
隊
に
よ
つ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

第
四
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
国
際
連
合
の
軍
隊
か
ら

第
四
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
国
際
連
合
の
軍
隊
か
ら

日
本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
者
を
引
き
渡
す
旨
の
通
知

日
本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
者
を
引
き
渡
す
旨
の
通
知

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
逮
捕
状
を
示
し
て
被

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
逮
捕
状
を
示
し
て
被

疑
者
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警

疑
者
の
引
渡
を
受
け
、
又
は
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察

察
職
員
に
そ
の
引
渡
し
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

職
員
に
そ
の
引
渡
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
と
き
は

、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
者
が
日

２

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
者
が
日

本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
十
分

本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
充
分

な
理
由
が
あ
つ
て
、
急
速
を
要
し
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
官
の
逮

な
理
由
が
あ
つ
て
、
急
速
を
要
し
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
官
の
逮

捕
状
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
告
げ

捕
状
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
告
げ

て
そ
の
者
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

て
そ
の
者
の
引
渡
を
受
け
、
又
は
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
直
ち
に
裁
判
官
の
逮
捕
状
を
求
め
る

い
。
こ
の
場
合
に
は
、
直
ち
に
裁
判
官
の
逮
捕
状
を
求
め
る
手

手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
な
い
と

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
な
い
と
き

き
は
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば

は
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な

な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

３

前
二
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は

３

前
二
項
の
場
合
を
除
く
外
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、

、
引
き
渡
さ
れ
る
者
を
受
け
取
つ
た
後
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈

引
き
渡
さ
れ
る
者
を
受
け
取
つ
た
後
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放

放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
が
あ
つ
た
場
合

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
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に
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
が

は
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
が
逮

逮
捕
さ
れ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
同

捕
さ
れ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。
但
し
、
同
法
第

法
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
五
条
第
二
項
に
規

二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
五
条
第
二
項
に
規
定
す

定
す
る
時
間
は
、
引
渡
し
が
あ
つ
た
時
か
ら
起
算
す
る
。

る
時
間
は
、
引
渡
が
あ
つ
た
時
か
ら
起
算
す
る
。

（
施
設
内
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

（
施
設
内
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

第
五
条

国
際
連
合
の
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
警
備
し
て

第
五
条

国
際
連
合
の
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
警
備
し
て

い
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
内
に
お
け
る
、
又
は

い
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
内
に
お
け
る
、
又
は

国
際
連
合
の
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執
行

国
際
連
合
の
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執
行

を
含
む
。
）
、
差
押
え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記
録

を
含
む
。
）
、
差
押
え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記
録

命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
又

命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
又

は
検
証
（
検
証
状
の
執
行
を
含
む
。
）
は
、
当
該
国
際
連
合
の

は
検
証
は
、
当
該
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を

軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若
し

得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察
員
か
ら
当
該
国

く
は
司
法
警
察
員
か
ら
当
該
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者

際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る

に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
又
は
裁
判

。
た
だ
し
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
必
要
と
す
る
検
証
の
嘱
託

官
が
必
要
と
す
る
検
証
の
嘱
託
は
、
そ
の
裁
判
所
又
は
裁
判
官

は
、
そ
の
裁
判
所
又
は
裁
判
官
か
ら
す
る
も
の
と
す
る
。

か
ら
す
る
も
の
と
す
る
。
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○

交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
三
号
）
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
即
決
裁
判
の
効
力
）

（
即
決
裁
判
の
効
力
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

即
決
裁
判
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百

（
新
設
）

四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
及
び
同
法
第
三
百
四
十
五

条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
四
十
二

条
の
八
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
る
決
定
に
係
る
勾
留
状
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３

即
決
裁
判
は
、
正
式
裁
判
の
請
求
期
間
の
経
過
又
は
そ
の
請

２

即
決
裁
判
は
、
正
式
裁
判
の
請
求
期
間
の
経
過
又
は
そ
の
請

求
の
取
下
げ
に
よ
り
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
生
ず
る
。

求
の
取
下
に
よ
り
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
生
ず
る
。
正

正
式
裁
判
の
請
求
を
棄
却
す
る
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
も
、
同

式
裁
判
の
請
求
を
棄
却
す
る
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
も
、
同
様

様
で
あ
る
。

で
あ
る
。

（
仮
納
付
）

（
仮
納
付
）

第
十
五
条

裁
判
所
は
、
即
決
裁
判
の
宣
告
を
す
る
場
合
に
お
い

第
十
五
条

裁
判
所
は
、
即
決
裁
判
の
宣
告
を
す
る
場
合
に
お
い

て
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
付
随
の
処
分
と
し
て
、
被
告
人
に

て
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
附
随
の
処
分
と
し
て
、
被
告
人
に

対
し
、
仮
に
罰
金
又
は
科
料
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
す
べ
き

対
し
、
仮
に
罰
金
又
は
科
料
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
す
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
仮
納
付
の
裁
判
は
、
直
ち
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き

２

前
項
の
仮
納
付
の
裁
判
は
、
直
ち
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
正
式
裁
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限

る
。
但
し
、
正
式
裁
判
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

り
で
な
い
。

で
な
い
。

３

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
条
、
第
四
百
九
十
二
条
の
二
、
第

３

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
条
、
第
四
百
九
十
三
条
及
び
第
四

四
百
九
十
三
条
及
び
第
四
百
九
十
四
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の

百
九
十
四
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
仮
納
付
の
裁
判
の
執
行
に

仮
納
付
の
裁
判
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
百
九
十

い
て
、
同
法
第
四
百
九
十
三
条
中
「
第
一
審
」
と
あ
る
の
は
「

三
条
中
「
第
一
審
」
と
あ
る
の
は
「
即
決
裁
判
手
続
」
と
、
「
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即
決
裁
判
手
続
」
と
、
「
第
二
審
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
審
又

第
二
審
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
審
又
は
第
二
審
」
と
読
み
替
え

は
第
二
審
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。
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○

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（

附
則
第
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
国
際
連
合
の
軍
隊
に
よ
つ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

（
国
際
連
合
の
軍
隊
に
よ
つ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

第
四
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
国
際
連
合
の
軍
隊
か
ら

第
四
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
国
際
連
合
の
軍
隊
か
ら

日
本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
者
を
引
き
渡
す
旨
の
通
知

日
本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
者
を
引
き
渡
す
旨
の
通
知

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
逮
捕
状
を
示
し
て
被

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
逮
捕
状
を
示
し
て
被

疑
者
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警

疑
者
の
引
渡
を
受
け
、
又
は
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察

察
職
員
に
そ
の
引
渡
し
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

職
員
に
そ
の
引
渡
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
つ
た
と
き
は

、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
者
が
日

２

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
者
が
日

本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
十
分

本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
充
分

な
理
由
が
あ
つ
て
、
急
速
を
要
し
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
官
の
逮

な
理
由
が
あ
つ
て
、
急
速
を
要
し
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
官
の
逮

捕
状
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
告
げ

捕
状
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
告
げ

て
そ
の
者
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

て
そ
の
者
の
引
渡
を
受
け
、
又
は
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
直
ち
に
裁
判
官
の
逮
捕
状
を
求
め
る

い
。
こ
の
場
合
に
は
、
直
ち
に
裁
判
官
の
逮
捕
状
を
求
め
る
手

手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
な
い
と

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
な
い
と
き

き
は
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば

は
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な

な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

３

前
二
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は

３

前
二
項
の
場
合
を
除
く
外
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、

、
引
き
渡
さ
れ
る
者
を
受
け
取
つ
た
後
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈

引
き
渡
さ
れ
る
者
を
受
け
取
つ
た
後
、
直
ち
に
そ
の
者
を
釈
放

放
し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
又
は
釈
放
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
が
あ
つ
た
場
合

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
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に
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
が

は
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
が
逮

逮
捕
さ
れ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
同

捕
さ
れ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。
但
し
、
同
法
第

法
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
五
条
第
二
項
に
規

二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
五
条
第
二
項
に
規
定
す

定
す
る
時
間
は
、
引
渡
し
が
あ
つ
た
時
か
ら
起
算
す
る
。

る
時
間
は
、
引
渡
が
あ
つ
た
時
か
ら
起
算
す
る
。

（
施
設
内
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

（
施
設
内
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

第
五
条

国
際
連
合
の
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
警
備
し
て

第
五
条

国
際
連
合
の
軍
隊
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
警
備
し
て

い
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
内
に
お
け
る
、
又
は

い
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
内
に
お
け
る
、
又
は

国
際
連
合
の
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執
行

国
際
連
合
の
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執
行

を
含
む
。
）
、
差
押
え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記
録

を
含
む
。
）
、
差
押
え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記
録

命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
又

命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
又

は
検
証
（
検
証
状
の
執
行
を
含
む
。
）
は
、
当
該
国
際
連
合
の

は
検
証
は
、
当
該
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を

軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若
し

得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察
員
か
ら
当
該
国

く
は
司
法
警
察
員
か
ら
当
該
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者

際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る

に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
又
は
裁
判

。
た
だ
し
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
必
要
と
す
る
検
証
の
嘱
託

官
が
必
要
と
す
る
検
証
の
嘱
託
は
、
そ
の
裁
判
所
又
は
裁
判
官

は
、
そ
の
裁
判
所
又
は
裁
判
官
か
ら
す
る
も
の
と
す
る
。

か
ら
す
る
も
の
と
す
る
。
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○

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

外
国
受
刑
者
の
拘
禁
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条

第
四
章

外
国
受
刑
者
の
拘
禁
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
六
条

）

）

附
則

附
則

（
逃
走
罪
等
の
特
則
）

（
削
る
）

第
二
十
六
条

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
た

外
国
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
執
行
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
た

未
決
の
者
と
み
な
し
て
、
刑
法
第
九
十
七
条
若
し
く
は
第
九
十

八
条
又
は
第
百
二
条
（
第
九
十
七
条
又
は
第
九
十
八
条
の
未
遂

罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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○

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
附
則
第
二
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
起
訴
状
の
朗
読
方
法
の
特
例
）

（
起
訴
状
の
朗
読
方
法
の
特
例
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
（
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
（

同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
特
定
事
項
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
に
つ
い
て
同

法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
を
除

く
。
）
に
お
け
る
前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
後
段
中
「
起
訴
状
」
と
あ
る
の
は
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人

特
定
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一

項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
「
起
訴
状
抄
本
等
（
同

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
起
訴
状
抄
本
等

を
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
に
規
定

す
る
書
面
」
と
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
「
起
訴
状
抄

本
等
（
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
起
訴

状
抄
本
等
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。
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○

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
七
十
五
号
）

（
附
則
第
二
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け

第
六
章

民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け

る
和
解
（
第
十
九
条
―
第
二
十
三
条
）

る
和
解
（
第
十
九
条
―
第
二
十
二
条
）

第
七
章

刑
事
訴
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害
賠
償

第
七
章

刑
事
訴
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害
賠
償

請
求
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例

請
求
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例

第
一
節

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
等
（
第
二
十
四
条
―
第

第
一
節

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
等
（
第
二
十
三
条
―
第

二
十
九
条
）

二
十
八
条
）

第
二
節

審
理
及
び
裁
判
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
三
条
）

第
二
節

審
理
及
び
裁
判
等
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
二
条

）

第
三
節

異
議
等
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
八
条
）

第
三
節

異
議
等
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

第
四
節

民
事
訴
訟
手
続
へ
の
移
行
（
第
三
十
九
条
）

第
四
節

民
事
訴
訟
手
続
へ
の
移
行
（
第
三
十
八
条
）

第
五
節

補
則
（
第
四
十
条
―
第
四
十
二
条
）

第
五
節

補
則
（
第
三
十
九
条
・
第
四
十
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
五
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
三
条
）

附
則

附
則

第
六
章

民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に

第
六
章

民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に

お
け
る
和
解

お
け
る
和
解

（
個
人
特
定
事
項
の
秘
匿
）

第
二
十
二
条

裁
判
所
は
、
刑
事
被
告
事
件
の
手
続
に
お
い
て
刑

（
新
設
）

事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
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事
項
（
同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
特
定

事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
（
同
法

第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
起
訴
状
抄
本
等
を

い
う
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
が
な

い
も
の
（
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
に
よ
り

通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
四
十
二
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る

場
合
で
あ
っ
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
九
条
及
び
第

二
十
条
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手

続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
、
前
条
に
お
い
て

準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
秘

匿
事
項
の
ほ
か
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
決
定
で
、

そ
の
全
部
又
は
一
部
を
秘
匿
す
る
旨
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
刑
事
被
告
事
件
の
手
続
に
お
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
三
百

十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
（
同
法
第
三
百
十
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
を
い
う
。
第
四
十
二
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う

ち
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
（
同
法
第
三
百
十
二
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を
い
う
。

第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
が
な
い
も
の

（
同
法
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
通

知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場

合
で
あ
っ
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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２

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
決

定
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
五
項
中
「
当
該
秘
匿
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
犯
罪
被
害

者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す

る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
決
定
」
と
、
「

当
該
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
決

定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
」
と
、
「
当
該
事
件
並
び
に
そ
の
事

件
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す

る
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解

に
関
す
る
手
続
並
び
に
そ
の
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

３

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
三
十
三

条
の
四
（
第
四
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の

決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十

申
立
て
に
よ
り
、

決
定
で

三
条
の
二

決
定
で

第
二
項

訴
訟
記
録
等
中
秘

和
解
記
録
（
犯
罪
被
害
者

匿
事
項
届
出
部
分

等
の
権
利
利
益
の
保
護
を

以
外
の
も
の
で
あ

図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に

っ
て
秘
匿
事
項
又

付
随
す
る
措
置
に
関
す
る

は
秘
匿
事
項
を
推

法
律
第
二
十
条
第
一
項
に

知
す
る
こ
と
が
で

規
定
す
る
和
解
記
録
を
い

き
る
事
項

う
。
第
百
三
十
三
条
の
四

第
一
項
及
び
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
中
同
法
第
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二
十
二
条
第
一
項
の
決
定

（
第
百
三
十
三
条
の
四
第

一
項
及
び
第
四
項
第
一
号

に
お
い
て
「
秘
匿
決
定
」

と
い
う
。
）
に
係
る
個
人

特
定
事
項

に
係
る
訴
訟
記
録

の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又

等
の
閲
覧
等

は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し

く
は
抄
本
の
交
付

秘
匿
決
定
に
係
る

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

秘
匿
対
象
者

第
百
三
十

者
は
、
訴
訟
記
録

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利

三
条
の
四

等

益
の
保
護
を
図
る
た
め
の

第
一
項

刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措

置
に
関
す
る
法
律
第
十
九

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

に
基
づ
き
公
判
調
書
に
記

載
さ
れ
た
合
意
を
し
た
者

又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し

た
第
三
者
は
、
和
解
記
録

第
百
三
十

当
事
者

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利

三
条
の
四

益
の
保
護
を
図
る
た
め
の

第
二
項

刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措

置
に
関
す
る
法
律
第
十
九

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
に
基

づ
き
公
判
調
書
に
記
載
さ
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れ
た
合
意
を
し
た
者

訴
訟
記
録
等
の
存

和
解
記
録
の
存
す
る

す
る

訴
訟
記
録
等
の
閲

閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は

覧
等

そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く

は
抄
本
の
交
付

第
百
三
十

秘
匿
対
象
者

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

三
条
の
四

第
四
項
第

一
号

第
百
三
十

当
事
者

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利

三
条
の
四

益
の
保
護
を
図
る
た
め
の

第
七
項

刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措

置
に
関
す
る
法
律
第
十
九

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

に
基
づ
き
公
判
調
書
に
記

載
さ
れ
た
合
意
を
し
た
者

（
執
行
文
付
与
の
訴
え
等
の
管
轄
の
特
則
）

（
執
行
文
付
与
の
訴
え
等
の
管
轄
の
特
則
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
七
章

刑
事
訴
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害

第
七
章

刑
事
訴
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害

賠
償
請
求
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例

賠
償
請
求
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例

第
一
節

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
等

第
一
節

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
等

（
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
）

（
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
申
立
書
の
送
達
）

（
申
立
書
の
送
達
）

第
二
十
五
条

裁
判
所
は
、
前
条
第
二
項
の
書
面
の
提
出
を
受
け

第
二
十
四
条

裁
判
所
は
、
前
条
第
二
項
の
書
面
の
提
出
を
受
け

た
と
き
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
損
害

た
と
き
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
損
害

賠
償
命
令
の
申
立
て
を
却
下
す
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、

賠
償
命
令
の
申
立
て
を
却
下
す
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、

当
該
書
面
を
申
立
て
の
相
手
方
で
あ
る
被
告
人
に
送
達
し
な
け

当
該
書
面
を
申
立
て
の
相
手
方
で
あ
る
被
告
人
に
送
達
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
轄
に
関
す
る
決
定
の
効
力
）

（
管
轄
に
関
す
る
決
定
の
効
力
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

（
終
局
裁
判
の
告
知
が
あ
る
ま
で
の
取
扱
い
）

（
終
局
裁
判
の
告
知
が
あ
る
ま
で
の
取
扱
い
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
申
立
て
の
却
下
）

（
申
立
て
の
却
下
）

第
二
十
八
条

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
決
定
で
、

第
二
十
七
条

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
決
定
で
、

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
と
認
め
る
と

一

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
（
刑
事
被
告
事
件
に
係
る
罰
条
が
撤
回
又
は
変
更
さ
れ
た

き
（
刑
事
被
告
事
件
に
係
る
罰
条
が
撤
回
又
は
変
更
さ
れ
た

た
め
、
当
該
被
告
事
件
が
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

た
め
、
当
該
被
告
事
件
が
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
罪
に
係
る
も
の
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
を
除
く
。
）

る
罪
に
係
る
も
の
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
を
除
く
。
）

。

。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

刑
事
被
告
事
件
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十
五

四

刑
事
被
告
事
件
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
罪
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
場
合
に
お

条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
罪
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
言
渡
し
に
係
る
罪
が
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号

い
て
、
当
該
言
渡
し
に
係
る
罪
が
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
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に
掲
げ
る
罪
に
該
当
し
な
い
と
き
。

に
掲
げ
る
罪
に
該
当
し
な
い
と
き
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
時
効
の
完
成
猶
予
）

（
時
効
の
完
成
猶
予
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
節

審
理
及
び
裁
判
等

第
二
節

審
理
及
び
裁
判
等

（
任
意
的
口
頭
弁
論
）

（
任
意
的
口
頭
弁
論
）

第
三
十
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
審
理
）

（
審
理
）

第
三
十
一
条

刑
事
被
告
事
件
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三

第
三
十
条

刑
事
被
告
事
件
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
罪
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
場
合
（

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
罪
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
場
合
（
当

当
該
言
渡
し
に
係
る
罪
が
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

該
言
渡
し
に
係
る
罪
が
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
罪

罪
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
裁
判
所
は
、
直
ち
に

に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
裁
判
所
は
、
直
ち
に
、

、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
の
た
め
の
期
日

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
の
た
め
の
期
日
（

（
以
下
「
審
理
期
日
」
と
い
う
。
）
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

以
下
「
審
理
期
日
」
と
い
う
。
）
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。
た
だ
し
、
直
ち
に
審
理
期
日
を
開
く
こ
と
が
相
当
で
な
い

。
た
だ
し
、
直
ち
に
審
理
期
日
を
開
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
と

と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
長
は
、
速
や
か
に
、
最
初
の
審
理
期

認
め
る
と
き
は
、
裁
判
長
は
、
速
や
か
に
、
最
初
の
審
理
期
日

日
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
審
理
の
終
結
）

（
審
理
の
終
結
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

（
損
害
賠
償
命
令
）

（
損
害
賠
償
命
令
）
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第
三
十
三
条

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
（
第

第
三
十
二
条

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
（
第

二
十
八
条
第
一
項
の
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十

二
十
七
条
第
一
項
の
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十

五
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

四
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
決
定
書
を
作
成
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
決
定
書
を
作
成
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

第
三
節

異
議
等

第
三
節

異
議
等

（
異
議
の
申
立
て
等
）

（
異
議
の
申
立
て
等
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
訴
え
提
起
の
擬
制
等
）

（
訴
え
提
起
の
擬
制
等
）

第
三
十
五
条

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対

第
三
十
四
条

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対

し
適
法
な
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
損
害
賠
償
命
令

し
適
法
な
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
損
害
賠
償
命
令

の
申
立
て
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
の
価
額
に
従

の
申
立
て
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
の
価
額
に
従

い
、
当
該
申
立
て
の
時
に
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
が
指
定
し

い
、
当
該
申
立
て
の
時
に
、
当
該
申
立
て
を
し
た
者
が
指
定
し

た
地
（
そ
の
指
定
が
な
い
と
き
は
、
当
該
申
立
て
の
相
手
方
で

た
地
（
そ
の
指
定
が
な
い
と
き
は
、
当
該
申
立
て
の
相
手
方
で

あ
る
被
告
人
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
地
方
裁

あ
る
被
告
人
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
地
方
裁

判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
書
面
を

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
書
面
を

訴
状
と
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
訴
状
の
送
達
と

訴
状
と
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
訴
状
の
送
達
と

み
な
す
。

み
な
す
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
記
録
の
送
付
等
）

（
記
録
の
送
付
等
）

第
三
十
六
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ
っ

第
三
十
五
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
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た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
及
び
被

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
及
び
被

告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
（
刑
事
被
告
事
件
に
係
る
訴
訟
が
終

告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
（
刑
事
被
告
事
件
に
係
る
訴
訟
が
終

結
し
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該
訴
訟
の
記
録
を
保
管
す
る
検
察

結
し
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該
訴
訟
の
記
録
を
保
管
す
る
検
察

官
の
意
見
）
を
聴
き
、
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
取

官
の
意
見
）
を
聴
き
、
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
取
り

り
調
べ
た
当
該
被
告
事
件
の
訴
訟
記
録
（
以
下
「
刑
事
関
係
記

調
べ
た
当
該
被
告
事
件
の
訴
訟
記
録
（
以
下
「
刑
事
関
係
記
録

録
」
と
い
う
。
）
中
、
関
係
者
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
著

」
と
い
う
。
）
中
、
関
係
者
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
著
し

し
く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
、
捜
査
又
は
公
判

く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
、
捜
査
又
は
公
判
に

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
そ
の
他
前
条

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
そ
の
他
前
条
第

第
一
項
の
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
送
付
す
る
こ
と
が

一
項
の
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
送
付
す
る
こ
と
が
相

相
当
で
な
い
と
認
め
る
も
の
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
で
な
い
と
認
め
る
も
の
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
異
議
後
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
書
証
の
申
出
の
特
例
）

（
異
議
後
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
書
証
の
申
出
の
特
例
）

第
三
十
七
条

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起

第
三
十
六
条

第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
二
項
の

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
記
録
に
つ
い
て
の
書
証
の
申
出
は
、

規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
記
録
に
つ
い
て
の
書
証
の
申
出
は
、

民
事
訴
訟
法
第
二
百
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
証
と

民
事
訴
訟
法
第
二
百
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
証
と

す
べ
き
も
の
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
べ
き
も
の
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
異
議
後
の
判
決
）

（
異
議
後
の
判
決
）

第
三
十
八
条

仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
損
害
賠
償
命
令
に
係
る

第
三
十
七
条

仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
損
害
賠
償
命
令
に
係
る

請
求
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提

請
求
に
つ
い
て
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提

起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訴
え

起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訴
え

に
つ
い
て
す
べ
き
判
決
が
損
害
賠
償
命
令
と
符
合
す
る
と
き
は

に
つ
い
て
す
べ
き
判
決
が
損
害
賠
償
命
令
と
符
合
す
る
と
き
は

、
そ
の
判
決
に
お
い
て
、
損
害
賠
償
命
令
を
認
可
し
な
け
れ
ば

、
そ
の
判
決
に
お
い
て
、
損
害
賠
償
命
令
を
認
可
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
損
害
賠
償
命
令
の
手
続
が
法
律
に
違
反

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
損
害
賠
償
命
令
の
手
続
が
法
律
に
違
反

し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
命
令
を
認
可
す
る
場
合
を
除

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
命
令
を
認
可
す
る
場
合
を
除
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き
、
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
損
害
賠
償
命
令
に
係
る
請
求
に

き
、
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
損
害
賠
償
命
令
に
係
る
請
求
に

つ
い
て
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ

つ
い
て
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
訴
え
に
つ
い
て

っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
訴
え
に
つ
い
て

す
べ
き
判
決
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
命
令
を
取
り
消
さ
な
け

す
べ
き
判
決
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
命
令
を
取
り
消
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

民
事
訴
訟
法
第
三
百
六
十
三
条
の
規
定
は
、
仮
執
行
の
宣
言

３

民
事
訴
訟
法
第
三
百
六
十
三
条
の
規
定
は
、
仮
執
行
の
宣
言

を
付
し
た
損
害
賠
償
命
令
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
第
三
十
五
条

を
付
し
た
損
害
賠
償
命
令
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
第
三
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
場
合
に
お
け
る
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

れ
た
場
合
に
お
け
る
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
百
六
十
三
条
第
一
項
中
「
異
議
を
却

合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
百
六
十
三
条
第
一
項
中
「
異
議
を
却

下
し
、
又
は
手
形
訴
訟
」
と
あ
る
の
は
、
「
損
害
賠
償
命
令
」

下
し
、
又
は
手
形
訴
訟
」
と
あ
る
の
は
、
「
損
害
賠
償
命
令
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節

民
事
訴
訟
手
続
へ
の
移
行

第
四
節

民
事
訴
訟
手
続
へ
の
移
行

第
三
十
九
条

裁
判
所
は
、
最
初
の
審
理
期
日
を
開
い
た
後
、
審

第
三
十
八
条

裁
判
所
は
、
最
初
の
審
理
期
日
を
開
い
た
後
、
審

理
に
日
時
を
要
す
る
た
め
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
と

理
に
日
時
を
要
す
る
た
め
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
と
こ

こ
ろ
に
よ
り
審
理
を
終
結
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る

ろ
に
よ
り
審
理
を
終
結
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と

と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
損
害
賠
償
命
令
事
件

き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
損
害
賠
償
命
令
事
件
を

を
終
了
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

終
了
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
又

４

第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
命
令
事
件
が
終
了
し
た
場

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
命
令
事
件
が
終
了
し
た
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
節

補
則

第
五
節

補
則

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
）

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
）
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第
四
十
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

（
民
事
訴
訟
法
の
準
用
）

（
民
事
訴
訟
法
の
準
用
）

第
四
十
一
条

特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
損
害
賠
償
命

第
四
十
条

特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
損
害
賠
償
命
令

令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

事
件
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限

限
り
、
民
事
訴
訟
法
第
二
条
、
第
十
四
条
、
第
一
編
第
二
章
第

り
、
民
事
訴
訟
法
第
二
条
、
第
十
四
条
、
第
一
編
第
二
章
第
三

三
節
、
第
三
章
（
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
を
除
く

節
、
第
三
章
（
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
を
除
く
。

。
）
、
第
四
章
、
第
五
章
（
第
八
十
七
条
、
第
九
十
一
条
、
第

）
、
第
四
章
、
第
五
章
（
第
八
十
七
条
、
第
九
十
一
条
、
第
二

二
節
第
二
款
、
第
百
十
六
条
及
び
第
百
十
八
条
を
除
く
。
）
、

節
第
二
款
、
第
百
十
六
条
及
び
第
百
十
八
条
を
除
く
。
）
、
第

第
六
章
か
ら
第
八
章
ま
で
、
第
二
編
第
一
章
（
第
百
三
十
四
条

六
章
か
ら
第
八
章
ま
で
、
第
二
編
第
一
章
（
第
百
三
十
四
条
、

、
第
百
三
十
四
条
の
二
、
第
百
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項

第
百
三
十
四
条
の
二
、
第
百
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

、
第
百
三
十
八
条
第
一
項
、
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
、

第
百
三
十
八
条
第
一
項
、
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
、
第

第
百
四
十
五
条
並
び
に
第
百
四
十
六
条
を
除
く
。
）
、
第
三
章

百
四
十
五
条
並
び
に
第
百
四
十
六
条
を
除
く
。
）
、
第
三
章
（

（
第
百
五
十
六
条
の
二
、
第
百
五
十
七
条
の
二
、
第
百
五
十
八

第
百
五
十
六
条
の
二
、
第
百
五
十
七
条
の
二
、
第
百
五
十
八
条

条
、
第
百
五
十
九
条
第
三
項
、
第
百
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第

、
第
百
五
十
九
条
第
三
項
、
第
百
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
三

三
節
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
た
だ

節
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し

し
書
及
び
第
二
百
三
十
六
条
を
除
く
。
）
、
第
五
章
（
第
二
百

書
及
び
第
二
百
三
十
六
条
を
除
く
。
）
、
第
五
章
（
第
二
百
四

四
十
九
条
か
ら
第
二
百
五
十
五
条
ま
で
並
び
に
第
二
百
五
十
九

十
九
条
か
ら
第
二
百
五
十
五
条
ま
で
並
び
に
第
二
百
五
十
九
条

条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
第
六
章
（
第
二
百
六

第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
第
六
章
（
第
二
百
六
十

十
二
条
第
二
項
、
第
二
百
六
十
三
条
及
び
第
二
百
六
十
六
条
第

二
条
第
二
項
、
第
二
百
六
十
三
条
及
び
第
二
百
六
十
六
条
第
二

二
項
を
除
く
。
）
、
第
三
編
第
三
章
、
第
四
編
並
び
に
第
八
編

項
を
除
く
。
）
、
第
三
編
第
三
章
、
第
四
編
並
び
に
第
八
編
（

（
第
四
百
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第

第
四
百
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六

六
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十

訴
訟
記
録
等
（
訴

損
害
賠
償
命
令
事
件
（
犯

第
百
三
十

訴
訟
記
録
等
（
訴

損
害
賠
償
命
令
事
件
（
犯
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三
条
の
二

訟
記
録
又
は
第
百

罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益

三
条
の
二

訟
記
録
又
は
第
百

罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益

第
二
項

三
十
二
条
の
四
第

の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑

第
二
項

三
十
二
条
の
四
第

の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑

一
項
の
処
分
の
申

事
手
続
に
付
随
す
る
措
置

一
項
の
処
分
の
申

事
手
続
に
付
随
す
る
措
置

立
て
に
係
る
事
件

に
関
す
る
法
律
第
三
十
五

立
て
に
係
る
事
件

に
関
す
る
法
律
第
三
十
四

の
記
録
を
い
う
。

条
第
二
項
に
規
定
す
る
損

の
記
録
を
い
う
。

条
第
二
項
に
規
定
す
る
損

第
百
三
十
三
条
の

害
賠
償
命
令
事
件
を
い
う

第
百
三
十
三
条
の

害
賠
償
命
令
事
件
を
い
う

四
第
一
項
及
び
第

。
）
の
記
録
（
同
法
第
三

四
第
一
項
及
び
第

。
）
の
記
録
（
同
法
第
三

二
項
に
お
い
て
同

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

二
項
に
お
い
て
同

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

じ

る
刑
事
関
係
記
録
に
係
る

じ

る
刑
事
関
係
記
録
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
又
は
同

部
分
を
除
く
。
）
又
は
同

法
第
四
十
一
条
に
お
い
て

法
第
四
十
条
に
お
い
て
準

準
用
す
る
第
百
三
十
二
条

用
す
る
第
百
三
十
二
条
の

の
四
第
一
項
の
処
分
の
申

四
第
一
項
の
処
分
の
申
立

立
て
に
係
る
事
件
の
記
録

て
に
係
る
事
件
の
記
録
（

（
第
百
三
十
三
条
の
四
第

第
百
三
十
三
条
の
四
第
一

一
項
及
び
第
二
項
に
お
い

項
及
び
第
二
項
に
お
い
て

て
「
損
害
賠
償
命
令
事
件

「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の

の
記
録
等
」
と
い
う

記
録
等
」
と
い
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
個
人
特
定
事
項
の
秘
匿
）

第
四
十
二
条

裁
判
所
は
、
刑
事
被
告
事
件
の
手
続
に
お
い
て
刑

（
新
設
）

事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定

事
項
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
同
条
第
一

項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
も
の
に
該
当
す
る
と
認

め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
損
害
賠
償
命

令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
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民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
秘
匿
事
項
の

ほ
か
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
決
定
で
、
そ
の
全
部

又
は
一
部
を
秘
匿
す
る
旨
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑

事
被
告
事
件
の
手
続
に
お
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
二
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴

因
変
更
等
請
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴

因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
同
法
第
二

百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の

も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
相
当
と
認
め
る

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
決

定
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
五
項
中
「
当
該
秘
匿
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
犯
罪
被
害

者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す

る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
一
項
の
決
定
」
と
、
「

当
該
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
決

定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
」
と
、
「
当
該
事
件
並
び
に
そ
の
事

件
」
と
あ
る
の
は
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
（
同
法
第
三
十
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
い
う
。
）
に
関
す

る
手
続
並
び
に
そ
の
手
続
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
二
十
五
条
及
び

第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
書
面
を
」
と
あ
る
の
は
、

「
書
面
中
第
四
十
二
条
第
一
項
の
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項

が
記
載
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
に
代
え

て
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法

第
百
三
十
三
条
第
五
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
事
項
を
記
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載
し
た
書
面
を
」
と
す
る
。

４

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
三
十
三

条
の
四
（
第
四
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の

決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十

申
立
て
に
よ
り
、

決
定
で

三
条
の
二

決
定
で

第
二
項

訴
訟
記
録
等
中
秘

損
害
賠
償
命
令
事
件
（
犯

匿
事
項
届
出
部
分

罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益

以
外
の
も
の
で
あ

の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑

っ
て
秘
匿
事
項
又

事
手
続
に
付
随
す
る
措
置

は
秘
匿
事
項
を
推

に
関
す
る
法
律
第
三
十
五

知
す
る
こ
と
が
で

条
第
二
項
に
規
定
す
る
損

き
る
事
項

害
賠
償
命
令
事
件
を
い
う

。
）
の
記
録
（
同
法
第
三

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
刑
事
関
係
記
録
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
又
は
同

法
第
四
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
三
十
二
条

の
四
第
一
項
の
処
分
の
申

立
て
に
係
る
事
件
の
記
録

（
第
百
三
十
三
条
の
四
第

一
項
及
び
第
二
項
に
お
い

て
「
損
害
賠
償
命
令
事
件

の
記
録
等
」
と
い
う
。
）
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中
同
法
第
四
十
二
条
第
一

項
の
決
定
（
第
百
三
十
三

条
の
四
第
一
項
及
び
第
四

項
第
一
号
に
お
い
て
「
秘

匿
決
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
個
人
特
定
事
項

に
係
る
訴
訟
記
録

の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、

等
の
閲
覧
等

そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く

は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の

複
製

秘
匿
決
定
に
係
る

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

秘
匿
対
象
者

第
百
三
十

者
は
、
訴
訟
記
録

当
事
者
又
は
利
害
関
係
を

三
条
の
四

等

疎
明
し
た
第
三
者
は
、
損

第
一
項

害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録

等

第
百
三
十

訴
訟
記
録
等
の
存

損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記

三
条
の
四

す
る

録
等
の
存
す
る

第
二
項

訴
訟
記
録
等
の
閲

閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ

覧
等

の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は

抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複

製

第
百
三
十

秘
匿
対
象
者

個
人
特
定
事
項
に
係
る
者

三
条
の
四

第
四
項
第

一
号

５

第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ



- -144

た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
（
刑
事

関
係
記
録
を
除
く
。
）
中
、
当
該
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項

が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
三
十
五

条
第
一
項
の
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
送
付
す
る
こ
と

が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
も
の
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
項
又
は
第

四
十
二
条
第
五
項
前
段
」
と
す
る
。

第
八
章

雑
則

第
八
章

雑
則

（
公
判
記
録
の
閲
覧
及
び
謄
写
等
の
手
数
料
）

（
公
判
記
録
の
閲
覧
及
び
謄
写
等
の
手
数
料
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
の
手
数
料
等
）

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
の
手
数
料
等
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
二
条

（
略
）

２

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
別
表

２

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
別
表

第
一
の
一
七
の
項
の
規
定
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

第
一
の
一
七
の
項
の
規
定
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
異
議
の
申
立
て
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

よ
る
異
議
の
申
立
て
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
は
、
第
三
十
五
条
第
一

３

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
は
、
第
三
十
四
条
第
一

項
（
第
三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

項
（
第
三
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

）
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三

と
き
は
、
速
や
か
に
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三

条
第
一
項
及
び
別
表
第
一
の
一
の
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
る
べ

条
第
一
項
及
び
別
表
第
一
の
一
の
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
る
べ

き
手
数
料
の
額
か
ら
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
納
め

き
手
数
料
の
額
か
ら
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
納
め

た
手
数
料
の
額
を
控
除
し
た
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

た
手
数
料
の
額
を
控
除
し
た
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
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４

（
略
）

４

（
略
）

（
最
高
裁
判
所
規
則
）

（
最
高
裁
判
所
規
則
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）
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○

国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
附
則
第
二
十
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
刑
法
等
の
適
用
）

（
刑
法
等
の
適
用
）

第
二
十
一
条

共
助
刑
の
執
行
に
関
し
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項

第
二
十
一
条

共
助
刑
の
執
行
に
関
し
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
を
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た

第
一
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
を
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た

者
と
、
同
項
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
を
禁
錮
に

者
と
、
同
項
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
を
禁
錮
に

処
せ
ら
れ
た
者
と
、
同
項
第
一
号
の
共
助
刑
を
懲
役
と
、
同
項

処
せ
ら
れ
た
者
と
、
同
項
第
一
号
の
共
助
刑
を
懲
役
と
、
同
項

第
二
号
の
共
助
刑
を
禁
錮
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
刑
法
（
明

第
二
号
の
共
助
刑
を
禁
錮
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
刑
法
（
明

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、

第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条

第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条

ま
で
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四

ま
で
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四

条
、
第
四
百
八
十
条
か
ら
第
四
百
八
十
二
条
ま
で
、
第
四
百
八

条
、
第
四
百
八
十
条
か
ら
第
四
百
八
十
二
条
ま
で
、
第
四
百
八

十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
五
条
ま
で
、
第
四
百
八
十
六
条
か
ら

十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
九
条
ま
で
、
第
五
百
二
条
か
ら
第
五

第
四
百
八
十
九
条
ま
で
、
第
五
百
二
条
か
ら
第
五
百
四
条
ま
で

百
四
条
ま
で
及
び
第
五
百
七
条
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

、
第
五
百
七
条
か
ら
第
五
百
十
条
ま
で
、
第
五
百
十
二
条
、
第

律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、

五
百
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま

第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
七
条
第

で
並
び
に
第
五
百
十
四
条
か
ら
第
五
百
十
六
条
ま
で
、
少
年
法

四
項
（
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第

。
）
及
び
第
六
十
八
条
本
文
並
び
に
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九

二
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
一

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
、
第
十
一
条

条
、
第
六
十
七
条
第
四
項
（
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
十
八
条
本
文
並
び
に
更
生

条
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
、
第
四
条

か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、

第
二
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
二

第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び

十
三
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第

第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第

一
項
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
、
第

二
項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
、
第
六
十
条
か
ら

四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五

第
六
十
五
条
の
四
ま
で
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で



- -147

十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三

、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
四
条
か
ら
第
八
十
八
条
ま
で
並
び
に

項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま

第
九
十
一
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ

で
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
五
条
の
四
ま
で
、
第
七
十
五
条
か

の
場
合
に
お
い
て
、
刑
法
第
二
十
八
条
中
「
三
分
の
一
」
と
あ

ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
四
条
か
ら
第
八

る
の
は
「
三
分
の
一
（
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
七
号
の

十
八
条
ま
で
並
び
に
第
九
十
一
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規

裁
判
国
（
以
下
「
裁
判
国
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
同
法
第
二

定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
法
第
二
十
八
条
中

条
第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪
（
以
下
「
受
入
移
送
犯
罪
」
と

「
三
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
一
（
国
際
受
刑
者
移
送

い
う
。
）
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
同
法
第

法
第
二
条
第
七
号
の
裁
判
国
（
以
下
「
裁
判
国
」
と
い
う
。
）

二
条
第
一
号
の
外
国
刑
（
以
下
「
外
国
刑
」
と
い
う
。
）
の
執

に
お
い
て
同
法
第
二
条
第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪
（
以
下
「

行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を
含
む
。
）
」
と
、

受
入
移
送
犯
罪
」
と
い
う
。
）
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言

「
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
（
裁
判
国
に
お
い
て
受
入
移
送

い
渡
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
一
号
の
外
国
刑
（
以
下
「
外
国
刑

犯
罪
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
外
国
刑
の
執

」
と
い
う
。
）
の
執
行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数

行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を
含
む
。
）
」
と
、

を
含
む
。
）
」
と
、
「
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
（
裁
判
国

同
法
第
三
十
二
条
中
「
刑
の
言
渡
し
が
確
定
し
た
後
」
と
あ
る

に
お
い
て
受
入
移
送
犯
罪
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い
渡

の
は
「
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
十
三
条
の
命
令
に
よ
り
裁
判
国

さ
れ
た
外
国
刑
の
執
行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数

か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
後
」
と
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四

を
含
む
。
）
」
と
、
同
法
第
三
十
二
条
中
「
刑
の
言
渡
し
が
確

条
中
「
二
以
上
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二

定
し
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
十
三
条
の

条
第
二
号
の
共
助
刑
（
以
下
「
共
助
刑
」
と
い
う
。
）
と
」
と

命
令
に
よ
り
裁
判
国
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
後
」
と
、
刑
事
訴

、
「
そ
の
重
い
も
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
重
い
刑
」
と
あ
る
の

訟
法
第
四
百
七
十
四
条
中
「
二
以
上
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
際

は
「
共
助
刑
」
と
、
「
他
の
刑
」
と
あ
る
の
は
「
主
刑
」
と
、

受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
二
号
の
共
助
刑
（
以
下
「
共
助
刑
」

同
法
第
四
百
八
十
条
及
び
第
四
百
八
十
二
条
中
「
刑
の
言
渡
を

と
い
う
。
）
と
」
と
、
「
そ
の
重
い
も
の
」
と
あ
り
、
及
び
「

し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
」
と
あ
る
の
は
「
東
京
地
方

重
い
刑
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
」
と
、
「
他
の
刑
」
と
あ
る

検
察
庁
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
七
条
中
「
刑
名
」
と
あ
る
の

の
は
「
主
刑
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
条
及
び
第
四
百
八
十
二

は
「
共
助
刑
の
種
類
」
と
、
同
法
第
五
百
二
条
中
「
裁
判
の
執

条
中
「
刑
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
」
と
あ

行
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者

る
の
は
「
東
京
地
方
検
察
庁
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
七
条
中

」
と
、
「
言
渡
を
し
た
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
東
京
地
方
裁

「
刑
名
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
の
種
類
」
と
、
同
法
第
五
百

判
所
」
と
、
少
年
法
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
保
護
処
分
の
継

二
条
中
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑

続
中
、
本
人
に
対
し
て
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
」
と
あ
り
、
及

の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
「
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
」
と
あ

び
同
法
第
五
十
七
条
中
「
保
護
処
分
の
継
続
中
、
懲
役
、
禁
錮
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る
の
は
「
東
京
地
方
裁
判
所
」
と
、
同
法
第
五
百
十
三
条
第
一

又
は
拘
留
の
刑
が
確
定
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受
刑
者
移

項
中
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
の
対

送
法
第
二
条
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
が
保
護
処

象
と
な
る
も
の
の
所
在
若
し
く
は
状
況
に
関
す
る
資
料
、
裁
判

分
の
継
続
中
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
他
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

の
執
行
を
受
け
る
者
の
資
産
に
関
す
る
資
料
、
裁
判
の
執
行
の

に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

対
象
と
な
る
も
の
若
し
く
は
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
の
財
産

を
管
理
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
物
又
は
第
四
百
九
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
規
定
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
る
民
事

執
行
法
そ
の
他
強
制
執
行
の
手
続
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ

り
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
の

目
的
と
な
る
物
若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
物
で
あ
つ
て
当
該
強
制

執
行
の
手
続
に
お
い
て
執
行
官
に
よ
る
取
上
げ
の
対
象
と
な
る

べ
き
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
の
所

在
又
は
状
況
に
関
す
る
資
料
」
と
、
少
年
法
第
二
十
七
条
第
一

項
中
「
保
護
処
分
の
継
続
中
、
本
人
に
対
し
て
有
罪
判
決
が
確

定
し
た
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
五
十
七
条
中
「
保
護
処
分
の

継
続
中
、
懲
役
、
禁
錮
又
は
拘
留
の
刑
が
確
定
し
た
」
と
あ
る

の
は
「
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行

を
受
け
る
者
が
保
護
処
分
の
継
続
中
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
他

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政

令
で
定
め
る
。

（
逃
走
罪
等
の
特
則
）

第
四
十
二
条

削
除

第
四
十
二
条

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ

た
受
入
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
執
行
に
よ
り
拘
禁
さ
れ

た
既
決
の
者
と
み
な
し
て
、
刑
法
第
九
十
七
条
若
し
く
は
第
九

十
八
条
又
は
第
百
二
条
（
第
九
十
七
条
又
は
第
九
十
八
条
の
未

遂
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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○

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
（
附
則

第
二
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
費
用
の
徴
収
）

（
費
用
の
徴
収
）

第
七
十
八
条

（
略
）

第
七
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平

２

前
項
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
、
第

成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
一
条
の
規
定
を
準

二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
刑
事
訴
訟
法
第
五
百
八
条
第
一
項
本

用
す
る
。

文
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
百
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
二
十
一
条
第
一

項
中
「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
裁
判
所
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。
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○

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
附
則
第
二
十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
刑
事
訴
訟
法
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

（
刑
事
訴
訟
法
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
六
十
四
条

第
二
条
第
一
項
の
合
議
体
で
事
件
が
取
り
扱
わ
れ

第
六
十
四
条

第
二
条
第
一
項
の
合
議
体
で
事
件
が
取
り
扱
わ
れ

る
場
合
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

る
場
合
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
十
三
条
第
四
項
、

合
議
体
の
構

合
議
体
の
構
成
員

第
四
十
三
条
第
四
項
、

合
議
体
の
構

合
議
体
の
構
成
員

第
六
十
九
条
、
第
七
十

成
員

で
あ
る
裁
判
官

第
六
十
九
条
、
第
七
十

成
員

で
あ
る
裁
判
官

六
条
第
三
項
、
第
八
十

六
条
第
三
項
、
第
八
十

五
条
、
第
九
十
八
条
の

五
条
、
第
百
八
条
第
三

二
十
三
、
第
百
八
条
第

項
、
第
百
二
十
五
条
第

三
項
、
第
百
二
十
五
条

一
項
、
第
百
六
十
三
条

第
一
項
、
第
百
六
十
三

第
一
項
、
第
百
六
十
九

条
第
一
項
、
第
百
六
十

条
、
第
二
百
七
十
八
条

九
条
、
第
二
百
七
十
一

の
二
第
二
項
、
第
二
百

条
の
八
第
一
項
及
び
第

九
十
七
条
第
二
項
、
第

四
項
、
第
二
百
七
十
八

三
百
十
六
条
の
十
一

条
の
三
第
二
項
、
第
二

百
九
十
七
条
第
二
項
、

第
三
百
十
六
条
の
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
公
訴
の
取
消
し
等
の
制
限
）

（
公
訴
の
取
消
し
等
の
制
限
）

第
八
十
三
条

（
略
）

第
八
十
三
条

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
区
分
審
理
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
請
求

３

前
項
の
区
分
審
理
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
請
求

に
係
る
略
式
命
令
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
六
十
九
条
第
一
項

に
係
る
略
式
命
令
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
六
十
九
条
の
規
定

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
告
事
件
に
つ
い
て
終
局
の
判

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
告
事
件
に
つ
い
て
終
局
の
判
決
が
あ

決
が
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

っ
た
と
き
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
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○

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
（
附
則
第
二
十
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
被
勾
留
者
の
釈
放
）

（
被
勾
留
者
の
釈
放
）

第
百
七
十
二
条

被
勾
留
者
（
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
も

第
百
七
十
二
条

被
勾
留
者
（
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
釈
放
は
、
次

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
釈
放
は
、
次

に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
後
直
ち
に
行
う
。

に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
後
直
ち
に
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
五
条
（
同
法
第
四
百
四
条
に
お

二

刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
勾
留
状
が

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
百
三
条
の
三
第
二

効
力
を
失
っ
た
こ
と
（
被
勾
留
者
が
公
判
廷
に
あ
る
場
合
に

項
又
は
第
四
百
三
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勾
留
状
が

限
る
。
）
。

効
力
を
失
っ
た
こ
と
（
被
勾
留
者
が
公
判
廷
に
あ
る
場
合
に

限
る
。
）
。

三

（
略
）

三

（
略
）

第
二
百
八
十
六
条

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
施
設

第
二
百
八
十
六
条

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
施
設

に
留
置
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
留
置
施
設
を
刑
事
施
設
と
、

に
留
置
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
留
置
施
設
を
刑
事
施
設
と
、

留
置
業
務
管
理
者
を
刑
事
施
設
の
長
と
、
留
置
担
当
官
を
刑
事

留
置
業
務
管
理
者
を
刑
事
施
設
の
長
と
、
留
置
担
当
官
を
刑
事

施
設
職
員
と
み
な
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
六
十
四
条
第
一
項
、

施
設
職
員
と
み
な
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
六
十
四
条
第
一
項
、

第
六
十
五
条
第
三
項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
二

第
六
十
五
条
第
三
項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
二

項
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
条
後
段
、
第
九
十
八
条
第
一
項
及

項
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
条
後
段
、
第
九
十
八
条
第
一
項
及

び
第
二
項
、
第
九
十
八
条
の
二
、
第
九
十
八
条
の
十
七
第
一
項

び
第
二
項
、
第
二
百
八
十
六
条
の
二
、
第
三
百
六
十
六
条
、
第

（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項

三
百
六
十
七
条
並
び
に
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項
、
更
生
保
護

、
第
九
十
八
条
の
二
十
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

法
第
十
三
条
（
同
法
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第

。
）
、
第
九
十
八
条
の
二
十
一
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

三
十
六
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

に
限
る
。
）
、
第
二
百
八
十
六
条
の
二
、
第
三
百
四
十
三
条
の

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
三
条
第
十
項
、
第
七
十
三
条

二
、
第
三
百
六
十
六
条
、
第
三
百
六
十
七
条
並
び
に
第
四
百
八

第
五
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
三
項
及
び
第
七
十
六
条
第
四
項
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十
一
条
第
二
項
、
更
生
保
護
法
第
十
三
条
（
同
法
第
二
十
二
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
第
三
項

、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
三
十
六
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十

、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項

九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十

（
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準

三
条
第
十
項
、
第
七
十
三
条
第
五
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
三

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て

項
及
び
第
七
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
四
十

。
）
、
第
二
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
第

四
条
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十

二
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
同

二
条
、
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
条
第
二
項

法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

並
び
に
第
九
十
三
条
並
び
に
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第

三
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

百
九
号
）
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

三
十
九
条
第
四
項
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第

五
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
九
十
条
第
二
項
並
び
に
第
九
十
三
条
並
び
に
民
事

訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
百
二
条
第
三
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。

第
二
百
九
十
三
条

第
八
十
三
条
第
二
項
（
第
二
百
八
十
八
条
及

第
二
百
九
十
三
条

第
八
十
三
条
第
二
項
（
第
二
百
八
十
八
条
及

び
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

び
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
被
収
容
者
、
労
役
場
留
置
者

。
）
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
被
収
容
者
（
刑
法
第
九
十
七

又
は
監
置
場
留
置
者
が
、
第
八
十
三
条
第
三
項
（
第
二
百
八
十

条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
労
役
場
留

八
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

置
者
又
は
監
置
場
留
置
者
が
、
第
八
十
三
条
第
三
項
（
第
二
百

を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
刑
事
施
設
又
は
指
定
さ
れ
た

八
十
八
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
刑
事
施
設
又
は
指
定
さ

れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
に
処
す

る
。

２

刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

２

刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

一

外
部
通
勤
作
業
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
の
通
勤
の

一

外
部
通
勤
作
業
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
の
通
勤
の

日
を
過
ぎ
て
刑
事
施
設
に
帰
着
し
な
い
と
き
。

日
を
過
ぎ
て
刑
事
施
設
に
帰
着
し
な
い
と
き
。
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二

第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
出
又
は
外
泊
の
場
合

二

第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
出
又
は
外
泊
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
外
出
の
日
又
は
外
泊
の
期
間
の
末
日
を
過

に
お
い
て
、
そ
の
外
出
の
日
又
は
外
泊
の
期
間
の
末
日
を
過

ぎ
て
刑
事
施
設
に
帰
着
し
な
い
と
き
。

ぎ
て
刑
事
施
設
に
帰
着
し
な
い
と
き
。

３

第
二
百
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
被
留
置

３

第
二
百
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
被
留
置

者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
留
置
施
設
又
は
指
定

者
（
刑
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限

さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る

る
。
）
が
、
第
二
百
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
留
置

。

施
設
又
は
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
も
、
第
一
項

と
同
様
と
す
る
。

４

第
二
百
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
海
上

（
新
設
）

保
安
被
留
置
者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
海
上
保

安
留
置
施
設
又
は
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
も
、

第
一
項
と
同
様
と
す
る
。
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○

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
仮
釈
放
の
取
消
し
）

（
仮
釈
放
の
取
消
し
）

第
七
十
五
条

（
略
）

第
七
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
八
十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
五
条
ま
で

３

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
八
十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
九
条
ま
で

及
び
第
四
百
八
十
六
条
か
ら
第
四
百
八
十
九
条
ま
で
の
規
定
は

の
規
定
は
、
仮
釈
放
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
収
容
に
つ
い
て
適

、
仮
釈
放
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
収
容
に
つ
い
て
適
用
が
あ
る

用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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○

少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
（
附
則
第
三
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
百
四
十
七
条

院
外
委
嘱
指
導
を
受
け
、
又
は
第
四
十
五
条
第

第
百
四
十
七
条

院
外
委
嘱
指
導
を
受
け
、
又
は
第
四
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
外
出
若
し
く
は
外
泊
を
し
た
在
院
者
が
、

一
項
の
規
定
に
よ
る
外
出
若
し
く
は
外
泊
を
し
た
受
刑
在
院
者

そ
の
院
外
委
嘱
指
導
の
日
又
は
そ
の
外
出
の
日
若
し
く
は
外
泊

が
、
そ
の
院
外
委
嘱
指
導
の
日
又
は
そ
の
外
出
の
日
若
し
く
は

の
期
間
の
末
日
を
過
ぎ
て
少
年
院
に
帰
着
し
な
い
と
き
は
、
三

外
泊
の
期
間
の
末
日
を
過
ぎ
て
少
年
院
に
帰
着
し
な
い
と
き
は

年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

、
一
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２

第
九
十
条
第
二
項
（
第
百
三
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

２

第
九
十
条
第
二
項
（
第
百
三
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
者
が
、
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
者
（
刑
法

九
十
条
第
三
項
（
第
百
三
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
少
年
院
又
は
指
定
さ
れ

、
第
九
十
条
第
三
項
（
第
百
三
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
少
年
院
又
は
指
定

る
。

さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
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○

少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
附
則
第
三
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
未
決
在
所
者
の
退
所
）

（
未
決
在
所
者
の
退
所
）

第
百
二
十
五
条

未
決
在
所
者
の
退
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が

第
百
二
十
五
条

未
決
在
所
者
の
退
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が

生
じ
た
後
直
ち
に
行
う
。

生
じ
た
後
直
ち
に
行
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
五
条
（
同
法
第
四
百
四
条
に
お

三

刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
勾
留
状
が

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
百
三
条
の
三
第
二

効
力
を
失
っ
た
こ
と
（
同
法
の
規
定
に
よ
り
勾
留
さ
れ
て
い

項
又
は
第
四
百
三
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勾
留
状
が

る
未
決
在
所
者
が
公
判
廷
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

効
力
を
失
っ
た
こ
と
（
同
法
の
規
定
に
よ
り
勾
留
さ
れ
て
い

る
未
決
在
所
者
が
公
判
廷
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

四

（
略
）

四

（
略
）

第
百
三
十
二
条

第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ

第
百
三
十
二
条

第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
放
さ
れ

た
在
所
者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
少
年
鑑
別
所

た
在
所
者
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十

又
は
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
二
年
以
下
の

七
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
、
第
七

懲
役
に
処
す
る
。

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
少
年
鑑
別
所
又
は
指
定
さ

れ
た
場
所
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
に
処
す

る
。
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○

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
三
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
八
十
七
条

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め

第
八
十
七
条

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め

の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の

の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
、
「
第
三

目
次
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
第
二

十
条
―
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
―
第
三
十
七
条
」
に

十
九
条
―
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
三
条
―
第
三
十
六
条
」

、
「
第
三
十
四
条
―
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
八
条
―
第
四

に
、
「
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
七
条
―
第

十
二
条
」
に
、
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
四
十
三
条
」
に
、
「

四
十
一
条
」
に
、
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
、

第
四
十
条
―
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
四
条
―
第
四
十
六
条

「
第
三
十
九
条
・
第
四
十
条
」
を
「
第
四
十
三
条
・
第
四
十
四

」
に
、
「
第
四
十
三
条
―
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
七
条
―

条
」
に
、
「
第
四
十
一
条
―
第
四
十
三
条
」
を
「
第
四
十
五
条

第
四
十
九
条
」
に
改
め
る
。

―
第
四
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
九
十
二
条
」
を
「
第
九
十
二
条
第

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
九
十
二
条
」
を
「
第
九
十
二
条
第

一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の

一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
に
係
る
訴
訟
記

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
に
係
る
訴
訟
記

録
の
閲
覧
等
（
非
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
又
は
電
磁
的

録
の
閲
覧
等
（
非
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
又
は
電
磁
的

訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
第
三
項
に
お

訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
第
三
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写

い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写

又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
と
読
み
替

又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
八
章
」
の
下
に
「
（
第
百
三
十
三
条
の

第
二
十
一
条
中
「
第
八
章
」
の
下
に
「
（
第
百
三
十
三
条
の

二
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
表
を

二
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
表
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四

（
新
設
）

十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
を
第
四
十
九
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三

十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
五
条
第

十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
四
条
第

一
項
（
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第

一
項
（
第
三
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第

四
十
三
条
第
四
項
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項
及
び
別
表
第
一
の

四
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項
及
び
別
表
第
一
の

一
の
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
及
び
別
表
第
二
の
一
の
項
」
に

一
の
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
及
び
別
表
第
二
の
一
の
項
」
に

改
め
、
同
条
を
第
四
十
八
条
と
す
る
。

改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
三
の
項

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
三
の
項

ま
で
」
を
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
に
、
「
同
表
一
の
項
」
を

ま
で
」
を
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
に
、
「
同
表
一
の
項
」
を

「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
の
九
の
項
、

「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
の
九
の
項
、

一
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
一
七
の
項
」
に
、
「
別
表
第
二

一
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
一
七
の
項
」
に
、
「
別
表
第
二

の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
す
る
に
は
、

２

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
す
る
に
は
、

二
千
円
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
千
円
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
。

第
四
十
一
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四

（
新
設
）

十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項

（
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
四
十

三
条
第
四
項
」
に
、
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
六

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
二

第
二
項
の
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一

項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
」

に
、
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
、
「
第
四
十
二
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条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
四
十
二

条
第
五
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一

項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
」

に
、
「
第
四
十
二
条
第
五
項
前
段
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項

前
段
」
に
改
め
、
第
七
章
第
五
節
中
同
条
を
第
四
十
六
条
と
す

る
。第

四
十
一
条
中
「
第
一
編
第
二
章
第
三
節
、
第
三
章
（
」
の

第
四
十
条
中
「
第
一
編
第
二
章
第
三
節
、
第
三
章
（
」
の
下

下
に
「
第
四
十
五
条
第
五
項
各
号
及
び
」
を
、
「
ま
で
を
除
く

に
「
第
四
十
五
条
第
五
項
各
号
及
び
」
を
、
「
ま
で
を
除
く
。

。
）
、
第
四
章
」
の
下
に
「
（
第
七
十
一
条
第
二
項
を
除
く
。

）
、
第
四
章
」
の
下
に
「
（
第
七
十
一
条
第
二
項
を
除
く
。
）

）
」
を
、
「
第
八
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
八
十
七
条
の
二
」

」
を
、
「
第
八
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
八
十
七
条
の
二
」
を

を
、
「
第
九
十
一
条
」
の
下
に
「
か
ら
第
九
十
一
条
の
三
ま
で

、
「
第
九
十
一
条
」
の
下
に
「
か
ら
第
九
十
一
条
の
三
ま
で
、

、
第
九
十
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
九
十
二
条
の
二
第
二

第
九
十
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項

項
」
を
、
「
第
二
節
第
二
款
」
の
下
に
「
、
第
九
十
四
条
、
第

」
を
、
「
第
二
節
第
二
款
」
の
下
に
「
、
第
九
十
四
条
、
第
百

百
条
第
二
項
、
第
四
節
第
三
款
、
第
百
十
一
条
」
を
加
え
、
「

条
第
二
項
、
第
四
節
第
三
款
、
第
百
十
一
条
」
を
加
え
、
「
及

及
び
第
百
十
八
条
」
を
「
並
び
に
第
百
十
八
条
」
に
、
「
か
ら

び
第
百
十
八
条
」
を
「
並
び
に
第
百
十
八
条
」
に
、
「
か
ら
第

第
八
章
ま
で
」
を
「
（
第
百
三
十
二
条
の
六
第
三
項
及
び
第
百

八
章
ま
で
」
を
「
（
第
百
三
十
二
条
の
六
第
三
項
及
び
第
百
三

三
十
二
条
の
七
を
除
く
。
）
及
び
第
八
章
（
第
百
三
十
三
条
の

十
二
条
の
七
を
除
く
。
）
及
び
第
八
章
（
第
百
三
十
三
条
の
二

二
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
三
第
二
項
を

第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
三
第
二
項
を
除

除
く
。
）
」
に
改
め
、
「
を
除
く
。
）
、
第
三
章
（
」
の
下
に

く
。
）
」
に
改
め
、
「
を
除
く
。
）
、
第
三
章
（
」
の
下
に
「

「
第
百
五
十
一
条
第
三
項
、
」
を
、
「
第
百
五
十
九
条
第
三
項

第
百
五
十
一
条
第
三
項
、
」
を
、
「
第
百
五
十
九
条
第
三
項
」

」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
、
「
第
四
章
（
」
の

の
下
に
「
、
第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
、
「
第
四
章
（
」
の
下

下
に
「
第
百
八
十
五
条
第
三
項
、
第
百
八
十
七
条
第
三
項
及
び

に
「
第
百
八
十
五
条
第
三
項
、
第
百
八
十
七
条
第
三
項
及
び
第

第
四
項
、
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
、
第

四
項
、
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
、
第
二

二
百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十
二
条
の
二
、
」
を
加
え

百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十
二
条
の
二
、
」
を
加
え
、

、
「
及
び
第
二
百
三
十
六
条
」
を
「
並
び
に
第
二
百
三
十
六
条

「
及
び
第
二
百
三
十
六
条
」
を
「
並
び
に
第
二
百
三
十
六
条
」

」
に
改
め
、
「
第
二
百
五
十
五
条
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
二
百

に
改
め
、
「
第
二
百
五
十
五
条
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
二
百
五

五
十
六
条
第
三
項
各
号
」
を
加
え
、
「
及
び
第
二
百
六
十
六
条

十
六
条
第
三
項
各
号
」
を
加
え
、
「
及
び
第
二
百
六
十
六
条
第

第
二
項
」
を
「
、
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十

二
項
」
を
「
、
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
七
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七
条
第
二
項
」
に
、
「
第
八
編
」
を
「
第
九
編
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
」
に
、
「
第
八
編
」
を
「
第
九
編
」
に
改
め
、
同
条

条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
五

次
に
掲
げ
る

損
害
賠
償
命
令
事
件

第
四
十
五

次
に
掲
げ
る

損
害
賠
償
命
令
事
件

条
第
五
項

（
犯
罪
被
害
者
等
の

条
第
五
項

（
犯
罪
被
害
者
等
の

権
利
利
益
の
保
護
を

権
利
利
益
の
保
護
を

図
る
た
め
の
刑
事
手

図
る
た
め
の
刑
事
手

続
に
付
随
す
る
措
置

続
に
付
随
す
る
措
置

に
関
す
る
法
律
第
三

に
関
す
る
法
律
第
二

十
条
第
一
項
に
規
定

十
九
条
第
一
項
に
規

す
る
損
害
賠
償
命
令

定
す
る
損
害
賠
償
命

事
件
を
い
う
。
以
下

令
事
件
を
い
う
。
以

同
じ
。
）
の
記
録
（

下
同
じ
。
）
の
記
録

同
法
第
四
十
条
第
一

（
同
法
第
三
十
九
条

項
に
規
定
す
る
刑
事

第
一
項
に
規
定
す
る

関
係
記
録
に
係
る
部

刑
事
関
係
記
録
に
係

分
を
除
く
。
以
下
同

る
部
分
を
除
く
。
以

じ
。
）
の
閲
覧
若
し

下
同
じ
。
）
の
閲
覧

く
は
謄
写
、
そ
の
正

若
し
く
は
謄
写
、
そ

本
、
謄
本
若
し
く
は

の
正
本
、
謄
本
若
し

抄
本
の
交
付
又
は
そ

く
は
抄
本
の
交
付
又

の
複
製
の

は
そ
の
複
製
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
二

前
条
の
規
定
に
よ
る

犯
罪
被
害
者
等
の
権

第
百
十
二

前
条
の
規
定
に
よ
る

犯
罪
被
害
者
等
の
権

条
第
一
項

措
置
を
開
始
し
た

利
利
益
の
保
護
を
図

条
第
一
項

措
置
を
開
始
し
た

利
利
益
の
保
護
を
図

本
文

る
た
め
の
刑
事
手
続

本
文

る
た
め
の
刑
事
手
続

に
付
随
す
る
措
置
に

に
付
随
す
る
措
置
に

関
す
る
法
律
第
三
十

関
す
る
法
律
第
三
十

一
条
の
規
定
に
よ
る

条
の
規
定
に
よ
る
掲
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掲
示
を
始
め
た

示
を
始
め
た

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
三

（
略
）

（
略
）

第
百
十
三

（
略
）

（
略
）

条

（
略
）

（
略
）

条

（
略
）

（
略
）

第
百
十
一
条
の
規
定

犯
罪
被
害
者
等
の
権

第
百
十
一
条
の
規
定

犯
罪
被
害
者
等
の
権

に
よ
る
措
置
を
開
始

利
利
益
の
保
護
を
図

に
よ
る
措
置
を
開
始

利
利
益
の
保
護
を
図

し
た

る
た
め
の
刑
事
手
続

し
た

る
た
め
の
刑
事
手
続

に
付
随
す
る
措
置
に

に
付
随
す
る
措
置
に

関
す
る
法
律
第
三
十

関
す
る
法
律
第
三
十

一
条
の
規
定
に
よ
る

条
の
規
定
に
よ
る
掲

掲
示
を
始
め
た

示
を
始
め
た

第
百
二
十

第
二
百
五
十
五
条
（

犯
罪
被
害
者
等
の
権

第
百
二
十

第
二
百
五
十
五
条
（

犯
罪
被
害
者
等
の
権

八
条
第
二

第
三
百
七
十
四
条
第

利
利
益
の
保
護
を
図

八
条
第
二

第
三
百
七
十
四
条
第

利
利
益
の
保
護
を
図

項

二
項
に
お
い
て
準
用

る
た
め
の
刑
事
手
続

項

二
項
に
お
い
て
準
用

る
た
め
の
刑
事
手
続

す
る
場
合
を
含
む
。

に
付
随
す
る
措
置
に

す
る
場
合
を
含
む
。

に
付
随
す
る
措
置
に

以
下
こ
の
項
に
お
い

関
す
る
法
律
第
三
十

以
下
こ
の
項
に
お
い

関
す
る
法
律
第
三
十

て
同
じ
。
）
の
規
定

七
条
第
一
項
の
決
定

て
同
じ
。
）
の
規
定

六
条
第
一
項
の
決
定

に
よ
る
第
二
百
五
十

書

に
よ
る
第
二
百
五
十

書

五
条
第
一
項
に
規
定

五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
電
子
判
決
書
又

す
る
電
子
判
決
書
又

は
電
子
調
書

は
電
子
調
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
三
十

訴
訟
記
録
等
（
訴
訟

損
害
賠
償
命
令
事
件

第
百
三
十

訴
訟
記
録
等
（
訴
訟

損
害
賠
償
命
令
事
件

三
条
第
三

記
録
又
は
第
百
三
十

の
記
録
又
は
犯
罪
被

三
条
第
三

記
録
又
は
第
百
三
十

の
記
録
又
は
犯
罪
被

項

二
条
の
四
第
一
項
の

害
者
等
の
権
利
利
益

項

二
条
の
四
第
一
項
の

害
者
等
の
権
利
利
益

処
分
の
申
立
て
に
係

の
保
護
を
図
る
た
め

処
分
の
申
立
て
に
係

の
保
護
を
図
る
た
め

る
事
件
の
記
録
を
い

の
刑
事
手
続
に
付
随

る
事
件
の
記
録
を
い

の
刑
事
手
続
に
付
随

う
。
以
下
こ
の
章
に

す
る
措
置
に
関
す
る

う
。
以
下
こ
の
章
に

す
る
措
置
に
関
す
る
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お
い
て
同
じ

法
律
第
四
十
五
条
に

お
い
て
同
じ

法
律
第
四
十
四
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第

お
い
て
準
用
す
る
第

百
三
十
二
条
の
四
第

百
三
十
二
条
の
四
第

一
項
の
処
分
の
申
立

一
項
の
処
分
の
申
立

て
に
係
る
事
件
の
記

て
に
係
る
事
件
の
記

録
（
以
下
こ
の
章
に

録
（
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
「
損
害
賠
償

お
い
て
「
損
害
賠
償

命
令
事
件
の
記
録
等

命
令
事
件
の
記
録
等

」
と
い
う

」
と
い
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
一
条
を
第
四
十
五
条
と
し
、
第
四
十
条
を
第
四
十
四

第
七
章
第
五
節
中
第
四
十
条
を
第
四
十
四
条
と
し
、
第
三
十

条
と
す
る
。

九
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
三

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十

十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十
五
条
か

四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十
四
条
か
ら

ら
第
三
十
七
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま

第
三
十
六
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
」

で
」
に
改
め
、
第
七
章
第
四
節
中
同
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る

に
改
め
、
第
七
章
第
四
節
中
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

。
第
三
十
八
条
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条

第
三
十
七
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条

第
一
項
」
に
改
め
、
第
七
章
第
三
節
中
同
条
を
第
四
十
二
条
と

第
一
項
」
に
改
め
、
第
七
章
第
三
節
中
同
条
を
第
四
十
一
条
と

す
る
。

す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条

第
三
十
六
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
三

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十

十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る

事
件
（
以
下
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
」
と
い
う
。
）
」
を
「
損

事
件
（
以
下
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
」
と
い
う
。
）
」
を
「
損

害
賠
償
命
令
事
件
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第

害
賠
償
命
令
事
件
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
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三
十
四
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

三
十
三
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
九
条

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
八
条

」
に
改
め
、
第
七
章
第
二
節
中
同
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第

」
に
改
め
、
第
七
章
第
二
節
中
同
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第

三
十
二
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
五
条

三
十
一
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
四
条
と

と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
同
章
第
一
節
に
次
の

し
、
第
二
十
九
条
を
第
三
十
三
条
と
し
、
同
章
第
一
節
に
次
の

四
条
を
加
え
る
。

四
条
を
加
え
る
。

（
期
日
の
呼
出
し
）

（
期
日
の
呼
出
し
）

第
三
十
条

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
（
以
下
「

第
二
十
九
条

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
（
以
下

損
害
賠
償
命
令
事
件
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
続
に
お
け

「
損
害
賠
償
命
令
事
件
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
続
に
お

る
期
日
の
呼
出
し
は
、
呼
出
状
の
送
達
、
当
該
損
害
賠
償
命

け
る
期
日
の
呼
出
し
は
、
呼
出
状
の
送
達
、
当
該
損
害
賠
償

令
事
件
に
つ
い
て
出
頭
し
た
者
に
対
す
る
期
日
の
告
知
そ
の

命
令
事
件
に
つ
い
て
出
頭
し
た
者
に
対
す
る
期
日
の
告
知
そ

他
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
。

の
他
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
。

２

呼
出
状
の
送
達
及
び
当
該
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
つ
い
て

２

呼
出
状
の
送
達
及
び
当
該
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
つ
い
て

出
頭
し
た
者
に
対
す
る
期
日
の
告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
期

出
頭
し
た
者
に
対
す
る
期
日
の
告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
期

日
の
呼
出
し
を
し
た
と
き
は
、
期
日
に
出
頭
し
な
い
当
事
者

日
の
呼
出
し
を
し
た
と
き
は
、
期
日
に
出
頭
し
な
い
当
事
者

、
証
人
又
は
鑑
定
人
に
対
し
、
法
律
上
の
制
裁
そ
の
他
期
日

、
証
人
又
は
鑑
定
人
に
対
し
、
法
律
上
の
制
裁
そ
の
他
期
日

の
不
遵
守
に
よ
る
不
利
益
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

の
不
遵
守
に
よ
る
不
利
益
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
期
日
の
呼
出
し
を
受
け
た
旨
を
記
載

だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
期
日
の
呼
出
し
を
受
け
た
旨
を
記
載

し
た
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
た
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
公
示
送
達
の
方
法
）

（
公
示
送
達
の
方
法
）

第
三
十
一
条

損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る

第
三
十
条

損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
公

公
示
送
達
は
、
裁
判
所
書
記
官
が
送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管

示
送
達
は
、
裁
判
所
書
記
官
が
送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管
し

し
、
い
つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
す
べ
き
旨
を

、
い
つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
す
べ
き
旨
を
裁

裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
す
る
。

判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
す
る
。

（
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
）

（
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
）

第
三
十
二
条

第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法

第
三
十
一
条

第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法

第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
の
申
立
て
を
し
た
者
及

第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
の
申
立
て
を
し
た
者
及

び
相
手
方
（
同
項
に
規
定
す
る
相
手
方
を
い
う
。
次
項
に
お

び
相
手
方
（
同
項
に
規
定
す
る
相
手
方
を
い
う
。
次
項
に
お
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い
て
同
じ
。
）
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
同
条
第
一
項

い
て
同
じ
。
）
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
同
条
第
一
項

の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄

の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄

写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
当
該
事

写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
当
該
事

件
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

件
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
記
録
中
の
録
音
テ
ー

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
記
録
中
の
録
音
テ
ー

プ
又
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一

プ
又
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一

定
の
事
項
を
記
録
し
た
物
を
含
む
。
）
に
関
し
て
は
、
適
用

定
の
事
項
を
記
録
し
た
物
を
含
む
。
）
に
関
し
て
は
、
適
用

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
物
に
つ
い
て
申

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
物
に
つ
い
て
申

立
人
又
は
相
手
方
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官

立
人
又
は
相
手
方
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官

は
、
そ
の
複
製
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
そ
の
複
製
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
記
録
の
閲
覧
、
謄
写
及
び
複
製
の
請

３

第
一
項
に
規
定
す
る
記
録
の
閲
覧
、
謄
写
及
び
複
製
の
請

求
は
、
当
該
記
録
の
保
存
又
は
裁
判
所
の
執
務
に
支
障
が
あ

求
は
、
当
該
記
録
の
保
存
又
は
裁
判
所
の
執
務
に
支
障
が
あ

る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
三
十
三
条

損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る

第
三
十
二
条

損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る

申
立
て
そ
の
他
の
申
述
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
立
て

申
立
て
そ
の
他
の
申
述
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
立
て

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
こ
の

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
こ
の

法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
（
書
面
、
書
類

法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
（
書
面
、
書
類

、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字

、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字

、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情

、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情

報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
次
項
及
び

報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
次
項
及
び

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
裁
判
所
に
対

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
裁
判
所
に
対

し
て
す
る
も
の
（
当
該
裁
判
所
の
裁
判
長
、
受
命
裁
判
官
、

し
て
す
る
も
の
（
当
該
裁
判
所
の
裁
判
長
、
受
命
裁
判
官
、

受
託
裁
判
官
又
は
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
て
す
る
も
の
を
含

受
託
裁
判
官
又
は
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
て
す
る
も
の
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処

最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
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理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装

理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装

置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）

を
用
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
用
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
当

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
当

該
申
立
て
等
を
書
面
等
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し

該
申
立
て
等
を
書
面
等
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し

た
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
を

た
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
を

も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す

も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す

る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
同
項
の
裁

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
同
項
の
裁

判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
、
当
該
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の

へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
、
当
該
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の

と
み
な
す
。

と
み
な
す
。

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
他

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
他

の
法
令
の
規
定
に
よ
り
署
名
等
（
署
名
、
記
名
、
押
印
そ
の

の
法
令
の
規
定
に
よ
り
署
名
等
（
署
名
、
記
名
、
押
印
そ
の

他
氏
名
又
は
名
称
を
書
面
等
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。
以

他
氏
名
又
は
名
称
を
書
面
等
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
等
を
す
る
者
は
、
当
該
法

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
等
を
す
る
者
は
、
当
該
法

令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
署
名
等
に
代
え
て
、
最
高

令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
署
名
等
に
代
え
て
、
最
高

裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
又
は
名
称
を

裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
又
は
名
称
を

明
ら
か
に
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
ら
か
に
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
が
第
三
項
に
規

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
が
第
三
項
に
規

定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
裁
判

定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
裁
判

所
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
書
面

所
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
書
面

に
出
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
出
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
係
る
こ
の
法

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
係
る
こ
の
法

律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記

律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
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録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は

録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は

抄
本
の
交
付
は
、
前
項
の
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
す
る

抄
本
の
交
付
は
、
前
項
の
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
す
る

。
当
該
申
立
て
等
に
係
る
書
類
の
送
達
又
は
送
付
も
、
同
様

。
当
該
申
立
て
等
に
係
る
書
類
の
送
達
又
は
送
付
も
、
同
様

と
す
る
。

と
す
る
。
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○

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
三
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
三
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
三
百
四
十
三
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改

第
三
百
四
十
三
条
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、
「
あ
ら

め
る
。

た
に
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
る
。

第
三
百
四
十
四
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、

第
三
百
四
十
四
条
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、
「
第
六

「
第
六
十
条
第
二
項
但
書
」
を
「
第
六
十
条
第
二
項
た
だ
し
書

十
条
第
二
項
但
書
」
を
「
第
六
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改

」
に
改
め
る
。

め
る
。

（
略
）

（
略
）

（
少
年
鑑
別
所
法
の
一
部
改
正
）

（
少
年
鑑
別
所
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号

第
十
一
条

少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

第
百
三
十
二
条
中
「
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
」

を
削
る
。
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○

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
附
則
第
三

十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
新
刑
事
収
容
施
設
法
の
適
用
関
係
）

（
新
刑
事
収
容
施
設
法
の
適
用
関
係
）

第
四
百
六
十
三
条

当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
刑

第
四
百
六
十
三
条

当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
刑

事
収
容
施
設
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

事
収
容
施
設
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
九
十
六
条
第

（
略
）

（
略
）

第
九
十
六
条
第

（
略
）

（
略
）

一
項
及
び
第
百

拘
禁
刑
受
刑
者

拘
禁
刑
受
刑
者
又

一
項
及
び
第
百

拘
禁
刑
受
刑
者

拘
禁
刑
受
刑
者
又

六
条
の
二
第
一

は
整
理
法
第
四
百

六
条
の
二
第
一

は
整
理
法
第
四
百

項

四
十
二
条
の
規
定

項

四
十
二
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前

に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と

の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
旧
刑
法

と
さ
れ
る
旧
刑
法

第
二
十
八
条
、
整

第
二
十
八
条
、
整

理
法
第
四
百
九
十

理
法
第
四
百
九
十

一
条
第
七
項
の
規

一
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替

定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る

え
て
適
用
さ
れ
る

刑
法
第
二
十
八
条

刑
法
第
二
十
八
条

、
整
理
法
第
四
百

、
整
理
法
第
四
百

七
十
七
条
第
四
項

七
十
七
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
な

の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ

お
従
前
の
例
に
よ
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る
こ
と
と
さ
れ
る

る
こ
と
と
さ
れ
る

整
理
法
第
十
四
条

整
理
法
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
改

の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
少
年
法
第

正
前
の
少
年
法
第

五
十
八
条
若
し
く

五
十
八
条
若
し
く

は
整
理
法
第
四
百

は
整
理
法
第
四
百

九
十
一
条
第
六
項

九
十
一
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
適

の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
国
際
受

用
さ
れ
る
国
際
受

刑
者
移
送
法
第
二

刑
者
移
送
法
第
二

十
二
条
の
規
定
に

十
二
条
の
規
定
に

よ
り
仮
釈
放
を
許

よ
り
仮
釈
放
を
許

す
こ
と
が
で
き
る

す
こ
と
が
で
き
る

期
間
を
経
過
し
た

期
間
を
経
過
し
た

懲
役
受
刑
者
若
し

懲
役
受
刑
者
若
し

く
は
禁
錮
受
刑
者

く
は
禁
錮
受
刑
者

第
四
百
七
十
二
条

当
分
の
間
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
第
十
条
の

第
四
百
七
十
二
条

当
分
の
間
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
第
十
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五

十
八
号
。
次
項
に
お
い
て
「
新
少
年
院
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
号
。
次
項
に
お
い
て
「
新
少
年
院
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
三
号
の
受
刑
在
院
者
に
は
、
第
四
百
七
十
七
条
第
四
項
の

条
第
三
号
の
受
刑
在
院
者
に
は
、
第
四
百
七
十
七
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
十
四
条

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
少
年
法
（
以
下
「
旧
少
年
法
」
と
い

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
少
年
法
（
以
下
「
旧
少
年
法
」
と
い

う
。
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
役
又
は
禁
錮
の

う
。
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
懲
役
又
は
禁
錮
の

刑
の
執
行
を
受
け
る
た
め
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
及
び

刑
の
執
行
を
受
け
る
た
め
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
及
び

第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ

第
四
百
九
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ

る
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
少
年
法
（
以
下
「
新
少

る
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
少
年
法
（
以
下
「
新
少

年
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旧
国

年
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旧
国
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際
受
刑
者
移
送
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
の
共
助
刑
の
執
行
を

際
受
刑
者
移
送
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
の
共
助
刑
の
執
行
を

受
け
る
た
め
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
も
の
と
す

受
け
る
た
め
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
も
の
と
す

る
。

る
。

２

当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
少
年
院
法
の
規
定

２

当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
少
年
院
法
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
条
第
二

又
は
国
際
受
刑

若
し
く
は
国
際
受

第
四
十
条
第
二

又
は
国
際
受
刑

若
し
く
は
国
際
受

項
及
び
第
四
十

者
移
送
法
第
二

刑
者
移
送
法
第
二

項
及
び
第
四
十

者
移
送
法
第
二

刑
者
移
送
法
第
二

五
条
第
一
項

十
二
条

十
二
条
又
は
整
理

五
条
第
一
項

十
二
条

十
二
条
又
は
整
理

法
第
四
百
四
十
二

法
第
四
百
四
十
二

条
の
規
定
に
よ
り

条
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に

な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ

よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
旧
刑
法
第
二
十

る
旧
刑
法
第
二
十

八
条
、
整
理
法
第

八
条
、
整
理
法
第

四
百
九
十
一
条
第

四
百
九
十
一
条
第

七
項
の
規
定
に
よ

八
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適

り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
刑
法
第

用
さ
れ
る
刑
法
第

二
十
八
条
、
整
理

二
十
八
条
、
整
理

法
第
四
百
七
十
七

法
第
四
百
七
十
七

条
第
四
項
の
規
定

条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前

に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と

の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
整
理
法

と
さ
れ
る
整
理
法

第
十
四
条
の
規
定

第
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の

に
よ
る
改
正
前
の
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少
年
法
第
五
十
八

少
年
法
第
五
十
八

条
若
し
く
は
整
理

条
若
し
く
は
整
理

法
第
四
百
九
十
一

法
第
四
百
九
十
一

条
第
六
項
の
規
定

条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
適
用
さ
れ

に
よ
り
適
用
さ
れ

る
国
際
受
刑
者
移

る
国
際
受
刑
者
移

送
法
第
二
十
二
条

送
法
第
二
十
二
条

第
四
百
七
十
三
条

（
略
）

第
四
百
七
十
三
条

（
略
）

２

当
分
の
間
、
新
少
年
鑑
別
所
法
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に

２

当
分
の
間
、
新
少
年
鑑
別
所
法
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
者
に
は
、
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
み

掲
げ
る
者
に
は
、
第
四
百
九
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
み

な
し
て
適
用
さ
れ
る
更
生
保
護
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
保

な
し
て
適
用
さ
れ
る
更
生
保
護
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
保

護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
百
九
十
一
条

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
九
号
の
受
入

第
四
百
九
十
一
条

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
九
号
の
受
入

受
刑
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
入
受
刑
者
」
と
い
う
。

受
刑
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
入
受
刑
者
」
と
い
う
。

）
で
あ
っ
て
、
第
五
十
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
仮
釈
放
を
許

）
で
あ
っ
て
、
第
五
十
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
仮
釈
放
を
許

さ
れ
て
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
第
七
項
に
お
い
て

さ
れ
て
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
第
八
項
に
お
い
て

「
第
二
号
施
行
前
仮
釈
放
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
条
の
規

「
第
二
号
施
行
前
仮
釈
放
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条
の
規
定

定
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十

一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
第
一
項
（
第
二
号
ハ
に
係
る

一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
第
一
項
（
第
二
号
ハ
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
一
条
（
第
二
項
第
七
号
に
係
る
部

部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
一
条
（
第
二
項
第
七
号
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
」
と
、
「
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る
の

分
を
除
く
。
）
」
と
、
「
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る
の

は
「
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
（
第
一
項
第
四
号
に
係
る

は
「
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
（
第
一
項
第
四
号
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
八
条
」
と
す
る
。

部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
八
条
」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

旧
受
入
受
刑
者
に
係
る
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
三
十
九
条
の

３

旧
受
入
受
刑
者
に
係
る
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
三
十
九
条
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
規
定
に

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
適
用
さ
れ
る
刑
法
第
二
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
刑
法

よ
り
適
用
さ
れ
る
刑
法
第
二
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
刑
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理

等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
百
九

等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
百
九

十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
刑
法
第
二
十
八
条

十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
刑
法
第
二
十
八
条

」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

（
削
る
）

４

旧
受
入
受
刑
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
刑
事
施

設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
執
行
に
よ

り
拘
禁
さ
れ
た
既
決
の
者
と
み
な
し
て
、
新
刑
法
第
九
十
七
条

若
し
く
は
第
九
十
八
条
又
は
第
百
二
条
（
第
九
十
七
条
又
は
第

九
十
八
条
の
未
遂
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
・
５

（
略
）

５
・
６

（
略
）

６

新
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
一
章
及
び
第
二
章
の
規
定
（
第
十

７

新
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
一
章
及
び
第
二
章
の
規
定
（
第
十

六
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
旧
受
入
受
刑

六
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
旧
受
入
受
刑

者
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

者
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
新
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

上
欄
に
掲
げ
る
新
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と

す
る
。

す
る
。

第
二
十
三
条

第
二
十
一
条
の

刑
法
等
の
一
部
を

第
二
十
三
条

第
二
十
一
条
の

刑
法
等
の
一
部
を

規
定
に
よ
り
適

改
正
す
る
法
律
の

規
定
に
よ
り
適

改
正
す
る
法
律
の

用
さ
れ
る
刑
法

施
行
に
伴
う
関
係

用
さ
れ
る
刑
法

施
行
に
伴
う
関
係

第
二
十
八
条

法
律
の
整
理
等
に

第
二
十
八
条

法
律
の
整
理
等
に

関
す
る
法
律
（
令

関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六

和
四
年
法
律
第
六

十
八
号
。
以
下
「

十
八
号
。
以
下
「

整
理
法
」
と
い
う

整
理
法
」
と
い
う
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。
）
第
四
百
九
十

。
）
第
四
百
九
十

一
条
第
七
項
の
規

一
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
さ

定
に
よ
り
適
用
さ

れ
る
刑
法
第
二
十

れ
る
刑
法
第
二
十

八
条

八
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

７
・
８

（
略
）

８
・
９

（
略
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る

１

こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る

。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
十
九
条
、
第
五
十
二
条
、
第
四
百
六
十
四
条
、
第
四

二

第
二
十
九
条
、
第
五
十
二
条
、
第
四
百
六
十
四
条
、
第
四

百
六
十
五
条
、
第
四
百
六
十
九
条
、
第
四
百
七
十
条
、
第
四

百
六
十
五
条
、
第
四
百
六
十
九
条
、
第
四
百
七
十
条
、
第
四

百
八
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
百
九
十
一
条
第
一
項
及
び

百
八
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
百
九
十
一
条
第
一
項
及
び

第
四
項
の
規
定

刑
法
等
一
部
改
正
法
第
二
号
施
行
日

第
五
項
の
規
定

刑
法
等
一
部
改
正
法
第
二
号
施
行
日

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
附
則
第
三

十
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

置
）

第
四
百
七
十
九
条

懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
第

第
四
百
七
十
九
条

懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
第

二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第

定
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第

五
条
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四

五
条
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四

条
（
第
四
号
ヘ
、
ト
及
び
リ
、
第
四
号
の
二
並
び
に
第
四
号
の

条
（
第
四
号
ヘ
、
ト
及
び
リ
、
第
四
号
の
二
並
び
に
第
四
号
の

四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四
条
の
三
（
第
三
号
に

四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四
条
の
三
（
第
三
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
三
号

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
（

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
（

第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第

第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第

一
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

一
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ

い
て
は
、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ

れ
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮

れ
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮

に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁

に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁

刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。

刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
き
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
又

３

懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
き
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
又

は
逮
捕
状
、
勾
引
状
、
勾
留
状
若
し
く
は
鑑
定
留
置
状
が
発
せ

は
逮
捕
状
、
勾
引
状
、
勾
留
状
若
し
く
は
鑑
定
留
置
状
が
発
せ

ら
れ
て
い
る
者
に
係
る
新
入
管
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（

ら
れ
て
い
る
者
に
係
る
新
入
管
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（

第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁

、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁

刑
に
当
た
る
罪
と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は
そ

刑
に
当
た
る
罪
と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は
そ
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れ
ぞ
れ
そ
の
罪
に
つ
い
て
定
め
た
刑
と
長
期
及
び
短
期
を
同
じ

れ
ぞ
れ
そ
の
罪
に
つ
い
て
定
め
た
刑
と
長
期
及
び
短
期
を
同
じ

く
す
る
有
期
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
と
み
な
す
。

く
す
る
有
期
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
と
み
な
す
。

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
百
九
十
一
条

（
略
）

第
四
百
九
十
一
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

旧
受
入
受
刑
者
に
つ
い
て
は
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、

７

旧
受
入
受
刑
者
に
つ
い
て
は
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
種
類
の

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
種
類
の

共
助
刑
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
拘
禁
刑
と
み
な
し
て
、
刑
法
第

共
助
刑
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
拘
禁
刑
と
み
な
し
て
、
刑
法
第

二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
及
び

二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
及
び

第
三
十
三
条
、
新
刑
法
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三

第
三
十
三
条
、
新
刑
法
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三

十
四
条
第
一
項
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四
条
、
第
四
百
八

十
四
条
第
一
項
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四
条
、
第
四
百
八

十
一
条
、
第
四
百
八
十
四
条
の
二
、
第
四
百
八
十
七
条
か
ら
第

十
一
条
、
第
四
百
八
十
七
条
か
ら
第
四
百
八
十
九
条
ま
で
、
第

四
百
八
十
九
条
ま
で
、
第
五
百
二
条
か
ら
第
五
百
四
条
ま
で
、

五
百
二
条
か
ら
第
五
百
四
条
ま
で
及
び
第
五
百
七
条
、
新
刑
事

第
五
百
七
条
か
ら
第
五
百
十
条
ま
で
、
第
五
百
十
二
条
、
第
五

訴
訟
法
第
四
百
八
十
条
、
第
四
百
八
十
二
条
及
び
第
四
百
八
十

百
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で

四
条
か
ら
第
四
百
八
十
六
条
ま
で
、
少
年
法
第
二
条
第
一
項
、

並
び
に
第
五
百
十
四
条
か
ら
第
五
百
十
六
条
ま
で
、
新
刑
事
訴

第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
七
条
第
四
項
（

訟
法
第
四
百
八
十
条
、
第
四
百
八
十
二
条
、
第
四
百
八
十
四
条

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

、
第
四
百
八
十
五
条
及
び
第
四
百
八
十
六
条
、
少
年
法
第
二
条

び
第
六
十
八
条
本
文
、
新
少
年
法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七

第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
七
条

条
、
第
二
号
改
正
後
更
生
保
護
法
第
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十

第
四
項
（
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限

六
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九

る
。
）
及
び
第
六
十
八
条
本
文
、
新
少
年
法
第
五
十
六
条
及
び

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
条
第
一
項
（
第
二
号
施
行
前

第
五
十
七
条
、
第
二
号
改
正
後
更
生
保
護
法
第
三
条
、
第
十
四

仮
釈
放
者
に
対
す
る
保
護
観
察
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
ハ
に
係

条
、
第
十
六
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
八
条
、

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
一
条
（
第
二
号
施
行
前
仮
釈
放

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
条
第
一
項
（
第
二

者
に
対
す
る
保
護
観
察
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
第
七
号
に
係
る

号
施
行
前
仮
釈
放
者
に
対
す
る
保
護
観
察
に
あ
っ
て
は
、
第
二

部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
七
条
（
第
二
号
施
行
前
仮
釈
放
者

号
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
一
条
（
第
二
号
施
行

に
対
す
る
保
護
観
察
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
四
号
に
係
る
部
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前
仮
釈
放
者
に
対
す
る
保
護
観
察
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
第
七

分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
五
条

号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
七
条
（
第
二
号
施
行
前

、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十

仮
釈
放
者
に
対
す
る
保
護
観
察
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
四
号

六
条
、
第
八
十
八
条
並
び
に
第
八
十
八
条
の
二
、
更
生
保
護
法

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
三
条
、
第

第
四
条
第
二
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
三

六
十
五
条
、
第
六
十
五
条
の
三
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
四
条

条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま

、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
八
条
並
び
に
第
八
十
八
条
の
二
、
更

で
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第

生
保
護
法
第
四
条
第
二
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、

三
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
六
条
、
第

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三

五
十
八
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六

十
七
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
、
第
五
十
二
条
第
二

十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
四
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十

項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十

七
条
ま
で
、
第
八
十
七
条
並
び
に
第
九
十
一
条
か
ら
第
九
十
八

六
条
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四

条
ま
で
並
び
に
新
更
生
保
護
法
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第

条
、
第
六
十
五
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
四
、
第
七
十
五
条
か

一
項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
及
び
第
八
十
五
条

ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第
八
十
七
条
並
び
に
第
九
十
一
条
か
ら

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
第
一

第
九
十
八
条
ま
で
並
び
に
新
更
生
保
護
法
第
三
十
三
条
、
第
三

欄
に
掲
げ
る
法
律
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
及
び
第

第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ

八
十
五
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

る
字
句
と
す
る
。

表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

刑
事
訴
訟

（
略
）

（
略
）

（
略
）

刑
事
訴
訟

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法

法

第
五
百
二

裁
判
の
執
行

共
助
刑
の
執

第
五
百
二

裁
判
の
執
行

共
助
刑
の
執

条

を
受
け
る
者

行
を
受
け
る

条

を
受
け
る
者

行
を
受
け
る

者

者

言
渡
し
を
し

東
京
地
方
裁

言
渡
を
し
た

東
京
地
方
裁

た
裁
判
所

判
所

裁
判
所

判
所

第
五
百
十

裁
判
の
執
行

共
助
刑
の
執
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三
条
第
一

を
受
け
る
者

行
を
受
け
る

項

若
し
く
は
裁

者
の
所
在
又

判
の
執
行
の

は
状
況
に
関

対
象
と
な
る

す
る
資
料

も
の
の
所
在

若
し
く
は
状

況
に
関
す
る

資
料
、
裁
判

の
執
行
を
受

け
る
者
の
資

産
に
関
す
る

資
料
、
裁
判

の
執
行
の
対

象
と
な
る
も

の
若
し
く
は

裁
判
の
執
行

を
受
け
る
者

の
財
産
を
管

理
す
る
た
め

に
使
用
さ
れ

て
い
る
物
又

は
第
四
百
九

十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ

り
そ
の
規
定

に
従
う
こ
と

と
さ
れ
る
民

事
執
行
法
そ
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の
他
強
制
執

行
の
手
続
に

関
す
る
法
令

の
規
定
に
よ

り
金
銭
の
支

払
を
目
的
と

す
る
債
権
に

つ
い
て
の
強

制
執
行
の
目

的
と
な
る
物

若
し
く
は
そ

れ
以
外
の
物

で
あ
つ
て
当

該
強
制
執
行

の
手
続
に
お

い
て
執
行
官

に
よ
る
取
上

げ
の
対
象
と

な
る
べ
き
も

の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

８

（
略
）

８

（
略
）
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○

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
三
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

案

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

第
五
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊

第
五
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊

か
ら
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍

か
ら
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍

隊
の
構
成
員
又
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
文
民
構
成
員
を
引

隊
の
構
成
員
又
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
文
民
構
成
員
を
引

き
渡
す
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
逮

き
渡
す
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
発
す
る
逮

捕
状
を
示
し
て
被
疑
者
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
検
察
事
務
官

捕
状
を
示
し
て
被
疑
者
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
検
察
事
務
官

若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
に
そ
の
引
渡
し
を
受
け
さ
せ
な
け
れ

若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
に
そ
の
引
渡
し
を
受
け
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一

ば
な
ら
な
い
。

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
し
て
、

そ
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
財
産
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
財
産
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

第
六
条

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
財
産
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍

第
六
条

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
財
産
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍

隊
が
日
本
国
内
に
所
在
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本

隊
が
日
本
国
内
に
所
在
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本

国
内
に
所
在
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
軍
隊
の
財
産
で
あ
っ
て

国
内
に
所
在
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
軍
隊
の
財
産
で
あ
っ
て

、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も
の
を
含
む

、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も
の
を
含
む

。
）
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
差
押

。
）
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
差
押

え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記

え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記

録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
又
は
検
証
（
検
証
状
の

録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
又
は
検
証
は
、
検
察
官

執
行
を
含
む
。
）
は
、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察
員
が
オ
ー

若
し
く
は
司
法
警
察
員
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
（
オ
ー
ス
ト

ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
が
日
本
国
内
に
所

ラ
リ
ア
軍
隊
が
日
本
国
内
に
所
在
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
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在
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
軍
隊

は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
軍
隊
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を

。
）
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若
し

得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察
員
か
ら
オ
ー
ス

く
は
司
法
警
察
員
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
権
限
あ
る
者

ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る

に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
又
は
裁
判

。
た
だ
し
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
必
要
と
す
る
検
証
は
、
そ

官
が
必
要
と
す
る
検
証
は
、
そ
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
が

の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
権
限

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、

あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁

又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍

判
官
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て

隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。
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○

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の

円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年

法
律
第

号
）
（
附
則
第
三
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

案

（
英
国
軍
隊
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

（
英
国
軍
隊
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
者
の
受
領
）

第
五
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
英
国
軍
隊
か
ら
日
本
国

第
五
条

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
英
国
軍
隊
か
ら
日
本
国

の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
英
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
英
国
軍

の
法
令
に
よ
る
罪
を
犯
し
た
英
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
英
国
軍

隊
の
文
民
構
成
員
を
引
き
渡
す
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は

隊
の
文
民
構
成
員
を
引
き
渡
す
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は

、
裁
判
官
の
発
す
る
逮
捕
状
を
示
し
て
被
疑
者
の
引
渡
し
を
受

、
裁
判
官
の
発
す
る
逮
捕
状
を
示
し
て
被
疑
者
の
引
渡
し
を
受

け
、
又
は
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
に
そ
の
引
渡

け
、
又
は
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
に
そ
の
引
渡

し
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

し
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状

に
代
わ
る
も
の
の
交
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
逮
捕
状
に
代

わ
る
も
の
を
示
し
て
、
そ
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

。
２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
英
国
軍
隊
の
財
産
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

（
英
国
軍
隊
の
財
産
の
差
押
え
、
捜
索
等
）

第
六
条

英
国
軍
隊
の
財
産
（
英
国
軍
隊
が
日
本
国
内
に
所
在
し

第
六
条

英
国
軍
隊
の
財
産
（
英
国
軍
隊
が
日
本
国
内
に
所
在
し

て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
国
内
に
所
在
す
る
英
国
の

て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
国
内
に
所
在
す
る
英
国
の

軍
隊
の
財
産
で
あ
っ
て
、
英
国
軍
隊
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も

軍
隊
の
財
産
で
あ
っ
て
、
英
国
軍
隊
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も

の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執
行
を
含
む
。

の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
捜
索
（
捜
索
状
の
執
行
を
含
む
。

）
、
差
押
え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記
録
命
令
付
差

）
、
差
押
え
（
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
、
記
録
命
令
付
差

押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
又
は
検
証
（

押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
。
）
又
は
検
証
は

検
証
状
の
執
行
を
含
む
。
）
は
、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察

、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察
員
が
英
国
軍
隊
（
英
国
軍
隊
が

員
が
英
国
軍
隊
（
英
国
軍
隊
が
日
本
国
内
に
所
在
し
て
い
な
い

日
本
国
内
に
所
在
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
英
国
の
軍
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場
合
に
あ
っ
て
は
、
英
国
の
軍
隊
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

隊
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
権
限
あ
る
者
の
同
意

じ
。
）
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若

を
得
て
行
い
、
又
は
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察
員
か
ら
英
国

し
く
は
司
法
警
察
員
か
ら
英
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し

軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
必
要

、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
必
要
と
す
る
検
証
は
、
そ
の
裁
判
所

と
す
る
検
証
は
、
そ
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
が
英
国
軍
隊

若
し
く
は
裁
判
官
が
英
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て

の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し

行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
か
ら
英
国
軍
隊
の

く
は
裁
判
官
か
ら
英
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う

権
限
あ
る
者
に
嘱
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。



別添３

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆議院）

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配

慮をすべきである。

一 位置測定端末の規格の設定等に当たっては、位置測定端末を装着している

ことができるだけ外部から目立たず、身体の動きを極力妨げないものとす

る等、保釈中の被告人のプライバシーの保護及び行動の自由等に十分に配

慮したものとすること。

二 位置測定端末を装着した被告人の所在禁止区域への立ち入り等が発生した場

合に、迅速に状況を確認し、勾引をすることができるよう、十分な訓練の実施

や関係機関との連携体制の確立等に努めること。

三 保釈中の被告人に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる者及び

閲覧することができる場合を限定した趣旨に鑑み、閲覧設備の運用に当たって

は、端末位置情報が漏出することがないよう適切な措置を講ずること。

四 監督者を選任して行う保釈については、監督者として選任される者にとって

過度の負担にならないよう留意するとともに、監督者を得られないことを理由

として保釈される場合が限定されることがないよう、制度の趣旨を周知するこ

と。

五 本改正における逃亡防止措置の新設の趣旨を踏まえ、被告人や刑が確定した

者等の身柄の確保及び護送等の場における逃亡防止に万全を期すとともに、必

要な体制の整備に努めること。

六 犯罪被害者等の氏名等の情報秘匿制度の運用に当たっては、性犯罪の被害

者等の権利の保護という目的の実現を図るとともに、公判における被告人

の防御に実質的な不利益が生ずることがないよう、被害者側及び被告人側

の双方の権利に十分に配慮するよう努めること。



別添４

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参議院）

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配

慮をすべきである。

一 位置測定端末の規格の設定等に当たっては、位置測定端末を装着している

ことができるだけ外部から目立たず、身体の動きを極力妨げないものとす

る等、保釈中の被告人のプライバシーの保護及び行動の自由等に十分に配

慮したものとすること。

二 位置測定端末を装着した被告人の所在禁止区域への立ち入り等が発生した場

合に、迅速に状況を確認し、勾引をすることができるよう、十分な訓練の実施

や関係機関との連携体制の確立等に努めること。

三 保釈中の被告人に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる者及び

閲覧することができる場合を限定した趣旨に鑑み、閲覧設備の運用に当たって

は、端末位置情報が漏出することがないよう適切な措置を講ずること。

四 位置測定端末装着命令を受けた被告人の数や装着を終了した人数等、位置測

定端末装着命令制度の概括的な運用状況を公表すること。

五 位置測定端末装着命令制度について、その対象範囲を、被告人の国外逃亡を

防止するために真に必要があると認められるとき以外に拡大しないよう厳格に

運用すること。

六 監督者を選任して行う保釈については、監督者として選任される者にとって

過度の負担にならないよう留意するとともに、監督者を得られないことを理由

として保釈される場合が限定されることがないよう、制度の趣旨を周知するこ

と。

七 本改正における逃亡防止措置の新設の趣旨を踏まえ、被告人や刑が確定した

者等の身柄の確保及び護送等の場における逃亡防止に万全を期すとともに、必

要な体制の整備に努めること。

八 犯罪被害者等の氏名等の情報秘匿制度の運用に当たっては、性犯罪の被害

者等の権利の保護という目的の実現を図るとともに、公判における被告人

の防御に実質的な不利益が生ずることがないよう、被害者側及び被告人側

の双方の権利に十分に配慮するよう努めること。


